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まえがき

この書は，賃金の経営理論である賃金管理に関する論文である O すなわ

ち，この論文は，賃金問題を企業経営側の観点からとらえた賃金管理制度

をテーマとして，その賃金管理制度の中心的な問題領域である賃金支払制

度wageand salary payment systemに特に焦点をあてたものである Oそし

て，そこでは，我国における年功序列制にもとづく賃金支払制度が，人口

構成の高齢化や労働移動の国際化，また，急速に普及する情報化の時代に

当って，どのような方向へ修正されるべきか，どのような賃金支払制度へ

の修正を妥当とするのかを考究する。それは企業経営における賃金支払制

度について，そのあるべき姿をさぐることを目的とするものでもある。

こうして，この論文は全6章より構成される O 第 1章は，研究の視点と

目的を述べた章であり，第 2章と第 3章は，いわば本論にはいる前段階の

章である O まず，第 2章では，企業経営における賃金管理に様々な影響を

与える四つの立場をとりあげる O これらの立場は賃金管理ないし賃金支払

制度の直接的な要件ではないが，その影響は決して小さくはない。次いで，

第3章では，我国企業の賃金支払制度における現実の動向について論じる C

我国における最初の賃金支払制度は生活給の色彩が濃い電産型賃金体系で

あり，次いで年功給制度が出現し，さらに職能給制度が普及する。 1990年

代には成果分配制度が導入され，年俸制が広まった。つまり，この章では

生活重視賃金ないし年功重視賃金から新しい賃金支払制度への脱皮がはか

られている現実の動向を述べる C

第4章は，この論文の本論である O この章では，まず賃金支払制度の形

態を賃金算定公式として歴史的発展過程を踏まえて整理し，出来高給制度

の高度の発展の極限で時間給制度に回帰することを指摘する O そして，こ

の回帰した時間給制度こそ計測日給制度であり，この計測日給制度が職務
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給制度へと発展することに言及する C 職務給制度は時間給としての定額給

である職務給を基本給とする賃金支払制度であり，それは職務評価 job

evaluationによって決められるものである c こうして，ここでは，“職務

給"を基本給の主体としながら，“資格給および勤続給"を基本給の補足

とする職務給制度を提唱する O なお，職務評価の方法として，従来の職務

評価法とは全く異なるタイプのパターソン法 PatersonMethodを紹介し，

その特徴をあげる。

第5章は，本論(第 4章)への追加の章で、ある O この章では，賃金支払

制度と賃金額の関係について述べる O そして，特に，賃金支払制度はその

賃金額の決定に関しては何らの解答を準備するものではなく，したがって，

賃金額の決定には自ら別個の原則が必要とされることを主張する。また，

賃金支払制度を実際に賃金額に結合する際に，企業経営側と労働者側の両

方が合意 consensusを形成するために機能する賃金管理の原理 Principles

of wage and salary administrationを紹介し，検討を加える C なお，第 6

章は，この論文の結論である O

この論文は書いてはみたものの，さてその枚数は帯に短し棒に長しで，

実はどのように発表したものかと考えていた。それが思いもかけずこのよ

うな研究双書として刊行されることになったのは，人の思いを超えた奇し

き縁が働いたと思わざるを得ない。具体的には広島経済大学の御厚意がそ

れであろう。心からの御礼を申し上げる次第である。

また，この書の出版に関わる面倒な事務の一切を快く引き受けて下さっ

た石井和佳地域経済研究所課長には特にお世話になったむ末尾ではあるが，

ここに一言記して深く感謝申し上げる C

2002年 3月

手島勝彦
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Abstract 

In Chapter 1， 1 introduce the viewpoint and the purpose of this study. 

This is a study of the wage and salary administration system which is 

really the substance of labor management in modern enterprise. 

In this paper. Wage and salary payment system is taken up as the 

central problem domain from the viewpoint of business management. 

And then. this study' s purpose is to consider that wage and salary 

payment system based on the seniority-oriented system should be 

corrected for what kind of it in the times of aging of population 

composition. internationalization of labor movement. and the 

computenzatlOn m our country. 

Moreover. it considers about the rule by which wage and salary 

payment system is actually combined with the amount of money for 

wage and salary. and the principles of wage and salary administration 

which are not established as yet in ]apanese enterprise. 

Chapter 2 is the preceding chapter before the main subject. The 

wage and salary payment system which is the central problem domain of 

wage and salary administration system is surrounded by various laws. 

theories and influences on wage and salary administration. 1 considered 

the surrounding four positions. The first is the legal theory on subjects 

of wage and salary (labor standard law of our country. collective 

agreement and 0日ceregulations ofenterprise of our country). The 

second is the theory of wage and salary as economic theory (the wage 

fund theory. the marginal productivity theory and the labor value theory). 

The third is the social theory of the wage and salary as the factor which 
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A Stuめ'of助 'geand SalaηAdministration in Modern Enterprise 

should be taken into consideration in the case of wage and salary 

determination (the market rate， the laborer' s living expenses level， 

change of prices， labor productivity， the ability of enterprise to pay) 

Finally， it is the business management theory of the wage and salary. 

Although such theory and influence are not the direct requirements for 

the wage and salary administration or wage and salary payment system， 

it' s e旺ectis never small. Therein is clarified the basic meaning of wage 

and salary， the positioning wage and salary administration in labor 

management， and the domain of wage and salary administration. 

That is to say， the article about wage and salary is taken up from five 

laws， including the labor standard law of our country. And then， it is 

clarified that wage and salary is the compensation of labor between 

laborer and employer. 

Wage and salary administration is positioned with one basic domain of 

labor management that is divided to seven domains of labor management 

(Employment Management， Educational Training and Capability 

Development Management. W orking Environmental Management. Wage 

and Salary Administration， Health and WアelfareManagemen t， 

Management of Human Relations， Management of lndustrial Relations). 

Also， the main domain of wage and salary administration is divided into 

two wage and salary payment system and the amount of money for wage 

and salary. These two points are occupying the important positions in 

this study. 

In Chapter 3， 1 discussed the trend of the actuality in the wage and 

salary administration system in enterprise of our country. 

The first wage and salary payment system in our country is a Den-san 

type wage structure， this wage structure had the deep color of living 
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Abstract 

wages. Next. the seniority-oriented wage and salary payment system 

appeared around from 1960， subsequently， job performance abilities 

evaluation wage rate system appear around from 1975. But the color of 

living wages and seniority-oriented wages remained in this wage and 

salary payment system. However， in our country， aging of population 

composition and internationalization of labor movement progress around 

from 1980. It becomes increase of personnel expenses (labor cost) and it 

becomes the big burden of business management in enterprise. 

Moreover， in the times of the computerization which spreatis quickly， the 

correspondence to change of the job contents is needed by business 

management m enterpnse. 

In this way， adoption of a new wage and salary payment system come 

to be seen in after 1990. 

Here， 1 touch the annual salary system and profit or added value 

sharing plan that draws public attention as new wage and salary 

payment system. It is decided how the result (profit or added value) is 

shared among both based on recognition as the result of collaboration of 

laborer and employer (Profit Sharing Plan， Rucker Plan， Scanlon Plan， 

American Mortor' s Plan， Kaiser Plan). 

The annual salary plan is the wage and salary payment system that is 

adopted as the managerial position of the company of our country on the 

pretext of restructuring in after 1990. This plan can say it is correction 

of the wage and salary payment system from living serious-consideration 

wages to job serious-consideration wages. Also， this plan has the strong 

character of reward， and the wage rate in this plan， can be called single 

job rate. Therefore， it is necessary for us to give feed back on job 

evaluation research. 

By the way， the seniority-oriented system and the custom of lifelong 
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things completely， but however， have a close relation in fact. Merely， the 

wage and salary payment system does not give any answer about the 

amount of money for wage and salary. Therefore another principle is 

required. When the wage and salary payment system is actually 

combined with the amount of money for wage and salary， the separate 

principle is necessary. That is to say， the purpose of business 

management is the upkeep and the development of enterprise， and 

improvement in the laborer' s living standard. What business 

management should think important is two subjects of cost (labor cost) 

and laborer' s life (living expenses). From here， business management 

does not use mind only for the cost reduction， but should adopt “the 

laborer' s living standard" as the separate principle for the determination 

of the amount of money. 

Moreover， 1 introduce the principles of wage and salary administration 

which should be thought important. In case the wage and salary 

payment system is actually combined with the amount of money for 

wage and salary， it is very important. That is， conditions on the side of 

business management is the requirement of management. nature and 

objective of the organization， integration in administration. And 

conditions on the side of labor is satisfy the public interest. locality 

requirement， and reactions of the labor union. These principles are 

advocated by Prof. Y. Shimabukuro as basic theory of“Consensus 

Management". This “Consensus Managemen t" is the importan t 

principle in that the determination of wage and salary should be reached 

by consensus among both laborer and employer. These six principles of 

wage and salary administration must be taken notice of as what functions 

on the 可onsensus"formation among business management and laborer. 

In addition， the incentive nature of wage and salary and the dissatisfied 
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Abstract 

concentration nature of wage and salary are taken up as important 

matters in enforcement of the wage and salary administration system. 

Chapter 6 is conclusions of what so far has been described. That is to 

say. wage and salary payment system which is main content of the wage 

and salary administration system in the modern enterprises has been 

studied center in this paper. First. as a direction of the ecdysis by aging 

and internationalization from the seniority-oriented wage and salary 

payment system. it was asserted that the correction to job evaluation 

wage rate system was concretely appropriate to the work(job) center 

wage and salary payment system. Secondly， the adoption of the 

Paterson method (the job evaluation method) is asserted as the 

correspondence to change of the job contents by the computerization. 

Thirdly. when the wage and salary payment system is combined with 

actual amount of money， the principle to be emphasized is no except for 

“living standard of the worker". Therefore， it should be su旺iciently

regarded on this principle in the business administration side. And. I 

would advocate that it should be equal agreement determination by the 

“consensus" formation among business management and laborers on the 

wage and salary administration system. 
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基本用 五
日

ニエロ

(1) 賃金支払制度 wage and salary payment system 

賃金支払制度は賃金管理の主たる内容であり，賃金支払制度には賃金形

態と賃金体系がある O 賃金形態は，賃金が従業員に支払われる方式のこと

で，これには①基本給決定の要素や方法による年功給，職能給，職務給，

総合給など，また，②賃金算定の期間単位による時間給，日給，週給，月

給，年俸などや，③賃金算定方法による固定給，業績給，能率給などがあ

るC また，賃金体系は基本給・付加給・諸手当の組合せのことをいう。

(2) 労使の協働 collaboration 

企業経営における労働者と使用者は，その経営成果にそれぞれの目的を

依存しており，その意味で両者の協働は全ての経営活動で日常的に必要と

されるものである。しかし，それは労働者の生活の充実をはかるところや，

労働者の自主性自発性にもとづく意欲的な労働力の発揮をはかるところに

実現するもので，要するに，労働者の人間性を尊重するところに真の協働

が実現するといえる O

(3) 労務管理の 7つの基本領域 seven domains of labor management 

労務管理は，雇用管理(採用，配置，異動，昇進)，教育訓練および能

力開発管理，作業環境管理，賃金管理，福利厚生管理，人間関係管理，労

使関係管理の 7つの基本領域から成り，労務管理システムを構成している C

(4) 労働の対価 the compensation of labor 

賃金は，労働者による労働の提供に対する対価であり，福利厚生や恩恵

的な慶弔見舞とは区別される O 賃金は労働契約によってあらかじめ労使間

で決められるもので，これには，具体的に所定内給与，所定外手当，賞与，
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退職金が含まれる c

(5) 労働基準法 labor standard law 

我国の労働基準法は，日本国憲法第27条第 2項の労働条件法定の原則の

規定により定められた，労働条件の基準に関する基本的な国法である。そ

れは労働条件の最低基準を確保して，労働者に対し人間としてふさわしい

生活を保障するために定められたものである。

(6) 団体協約 collective agreement 

団体協約は，一般には労働協約といわれるが，それは労働組合と使用者

の閣の団体交渉の結果締結される労働条件の基準についての協約(契約)

である。団体協約は，正式には，両者による合意の内容を書面に作成し，

両者の署名または記名押印によって成立する O そして，それは法的効果を

有し，このことによって労働者の労働条件や使用者に対する労働者の権利

が確保され，労使関係に秩序が形成きれる。

(7) 就業規則 office regulations of enterprise 

就業規則は労働条件を明示するために，常時10人以上の労働者を雇用す

る者に作成の義務があるものである(労働基準法第89条)。それは，労働

時間，賃金，退職に関することを必ず記載しその作成，変更に当っては，

使用者は労働組合(ないときは，労働者の代表者)の意見をきかねばなら

ないこととされている(労働基準法第90条)。

(8) 限界生産力説 Marginal Productivity Theory 

この学説は，クラーク JohnBates Clark (1847-1938) によって定式化さ

れた説である。すなわち，労働の価格である賃金は，追加される最後の労

働単位(限界の労働単位)によって付け加えられる純生産物によって決定

されるとするものである。この学説は現代の賃金理論といわれる 2
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基本用語

(9) 賃金決定要因 the factor of wage and salary determination 

経済理論としての賃金論は，社会全体における賃金水準がどのようにし

て決定されるかを論じるものであり，他方，経営理論としての賃金管理論

は，その企業経営で働く労働者個々人の賃金支払制度と賃金額の高さを論

ずるものである O この二つの中間にあって，企業経営の賃金管理に影響を

与えるものが賃金決定要因である O すなわち，世間相場，労働者の生計費

水準，物価の変動，労働生産性，企業の支払能力の五つが妥当な要因とし

てあげられる O

(10) 年功序列制 the seniority-oriented system 

従業員の長年の勤続による功労を中心として職場秩序を確立しようとす

る我国独自の制度をいう。これが具体的に賃金にあらわれるとき，それを

年功序列型賃金支払制度という。この賃金支払制度は，終身雇用を前提と

し，また，定期昇給制度を柱として，年齢・勤続年数・学歴などの属人的

要素を主たる基準として運用されるものである。したがって，学歴が高く，

勤続が長く，年齢を加えるほど賃金もまた増大する傾向にある。

住1) 時間賃金 time rate plan 

賃金支払制度の二つの基本的な形態のうちの一つで，時間給制度(日給

制度)とよばれる。この形態は労働者の作業時間に関わるもので，同じ時

間に対して同じ支給の原則に基づくものである C 生活保障的な賃金支払制

度としての特徴をもっO

也) 個数賃金 piece rate plan 

賃金支払制度の二つの基本的な形態のうちの一つで，出来高給制度(能

率給制度)とよばれる。この形態は労働者の作業結果の出来高に関わるも

ので，同じ出来高に対して同じ支給の原則に基づくものである O 能率奨励

的な賃金支払制度として時間賃金に優れる O

15 



第 1章序

我国の労務管理は，現在，工業による経営から情報による経営へと，質

的に全く異なる新しい方向への変革のただ中にある。特に，従業員の永年

勤続をもとにした長期的視点に立つシステムである終身雇用の慣行と，従

業員間の人的バランスや集団としての団結維持をもとにした家族的視点に

立ったシステムである年功序列制とは，ともに，我国の労務管理の特質で

はあるが，バブル崩壊後の長い不況の中で修正の動きが現われている。特

に，賃金管理制度における年功序列制からの脱皮は現在避けることのでき

ない要請である。

ところで，企業経営における人的資源が，その経済的合理性を最高に発

揮することによって，利益追求へ大きく貢献するということは言うまでも

ないことである O それは，資本その他の物的資源が利益追求に貢献するこ

とに勝るとも劣らない。労務管理は，まさに，この人的資源を対象として，

この人的資源である従業員の真の協力を得ることを目的とする企業経営の

要素的な管理部門である C そして，実際のところ労務管理の実施効果は，

そのほとんどを賃金管理に依存しているといっても過言ではない。つまり，

賃金管理は労務管理のー領域ではあるが，その領域は労務管理の全ての分

野に結びついて両者は表裏一体をなし，労務管理上の実施効果を左右して

いるといえる。それほどに賃金管理は労務管理の中で重要な位置を占める

基本領域である。

以上のような賃金管理の理解によって，この論文では，近代企業におけ

る労務管理の実体ともいうべき賃金管理制度をとりあげ，企業経営側の視

点から，賃金管理制度の中心的な問題領域である賃金支払制度 Wageand 

Salary Payment Systemと賃金額のうち，前者に焦点をあてる C そして，

我国における年功序列制にもとづく賃金支払制度は，人口構成の高齢化や

労働移動の国際化，また，急速に普及する情報化の時代に当って，どのよ
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うな方向へ修正されるべきか，すなわち，どのような賃金支払制度への修

正が妥当であるかを考究していきたい。それはまた，賃金問題を企業経営

側の視点からとらえた賃金支払制度について，そのあるべき姿をさぐるこ

とでもある。そして，企業経営における賃金支払制度を実際の賃金額に結

合する際に重視すべき原則についても論及したい。すなわち，企業経営に

よる賃金支払制度の採用とそれを賃金額へ結合することは別個の問題とし

ながらも，しかし我国企業の賃金管理制度の確立には両者とも重要な問

題だからである O
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第 1節 賃金管理といくつかの立場

この論文では，第二次大戦後の我国近代企業における賃金管理制度をと

りあげ，企業経営の視点から，特にその中心的な問題領域である賃金支払

制度 wageand salary payment systemに焦点を当てるものである。それは

賃金の経営理論たる賃金管理が，労務管理の実体をなすという認識による

ことに他ならない。ところで，賃金管理の主たる領域である賃金支払制度

には，企業経営の立場のみならず様々の影響を与える立場が存在する C こ

れらの立場の理論は企業経営における賃金管理制度ないし賃金支払制度の

直接的な要件ではないが，その影響や拘束は決して小さくはない。

そこで，これらの立場からは次の四つの理論があげられる O

①賃金の法律理論

これは賃金問題への法の介入としての立場である O 企業経営で働く労

働者にとって賃金はその生活を確保する手段であり，重要な意味をも

っC そして，企業経営にとっても賃金の法律理論(日本国憲法・労働

基準法他)は賃金管理の基礎となるものである。

②賃金の経済理論

これは労働市場における賃金水準の存在が，賃金管理ないし賃金支払

制度に影響を与えるということである O 特に賃金をめぐる労使交渉に

おいて，企業経営側はその賃金管理制度ないし賃金支払制度を考える

理論として限界生産力説によることが多く，労働組合側は労働価値説

によることが多い宇

③賃金の社会理論

これは賃金決定の際には考慮されるべき要因が存在し，賃金管理ない

し賃金支払制度に影響を与えるということである O この賃金決定要因

21 



近代企業における賃金管理制度の研究

より直接的に賃金管理ないし賃金支払制度に影響を与えるものとは，

どのような要因が妥当なものであるかを論じる。して，

④賃金の経営理論

この賃金管理これは労務管理の実体としての賃金管理のことであり，

の中心的な問題領域が賃金支払制度 wageand salary payment 

systemである O そして，この論文では，賃金支払制度の歴史的発展の

必然として職務給制度をとりあげる。

以上の四つの理論を図示すれば概略次の通りである。

図表 1.賃金管理制度をとりまくいくつかの立場(理論)

①賃金の経営理論
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賃金問題に関する理論第 2節

賃金の法律理論(賃金問題への法の介入)第 11頁

企業経営における賃金支払制度を基本的に支える法律理論この節では，

にふれる O 賃金に関する法律理論は，個々の従業員の賃金を決める賃金支
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払制度の基礎理論といえる C すなわち，賃金問題への法の介入として，具

体的には労働基準法，労働協約，就業規則をとりあげる O

(1) 労働基準法と労働条件

資本主義社会では契約の自由が基本的な原則である。しかし個々の労

働契約を使用者と労働者との間の自由な契約に任せておいたのでは，労働

者がどうしても弱い立場になるので，労働者は不利な労働条件を強いられ

るO そこで，労働者の生活を確保する必要から生まれたのが労働法である C

したがって，労働法は資本主義社会の契約自由の基本原則を修正したもの

であり，具体的には，日本国憲法の条文を受けて，次のような点で修正が

なされている lio

①労働の買い手を確保すること。つまり，労働者の就労の機会を確保す

ること o (日本国憲法第27条第 1項:すべて国民は，勤労の権利を有

し，義務を負ふ。)

②国家が労働の価格(賃金)の決定に介入し，労働条件について法律で

決めること。(日本国憲法第27条第 2項:賃金.就業時間，休息その

他の勤労条件に関する基準は，法律でこれを定める。)

③労働者が労働条件を決定するための交渉を使用者と対等に行なうこと

ができるようにすること O 具体的には，労働者が団結し労働組合と

いう組織の力を背景として，使用者と交渉できるようにすること o (日

本国憲法第28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行

動をする権利は，これを保障する。)

こうして，労働法は“労働者の労働者としての生活に関する法"であり，

また，“労働者の生活を確保することを目的とする法"であるといえる O

つまり，労働法は日本国憲法第25条にいう“健康で文化的な最低限度の生

活"を労働者に保障することを目的とする法であると言い換えることがで

きる。

ところで，日本国憲法第27条第 2項の労働条件法定の原則に対応する基

本的な法律として，労働条件の基準に関する法としては，労働基準法，船
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員法，国家公務員法，地方公務員法の四つがあるが，船員法は海上労働の

特殊性から定められたものであり，公務員法もその職責の特殊性から定め

られたもので，一般に労働者の労働条件について適用される法は労働基準

法である O

この労働基準法は，労働条件の決定に際して満たすべきいくつかの原則

を有する O その第一は，人たるにふさわしい生活維持の原則である O これ

は，労働条件は，労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たす

ものでなければならないというものである。第二は，労使対等決定の原則

である。これは，労働条件というものは，労働者と使用者が，対等の立場

において決定すべきものということである O 第三は，平等待遇の原則であ

るO これは，使用者が労働者の国籍，信条又は社会的身分を理由として，

賃金，労働時間その他の労働条件について，差別的取扱いをしてはならな

いというものである O 第四は，男女同一賃金の原則である。これは，労働

者が女子であることを理由として，賃金について，使用者は男子と差別的

取扱いをしてはならないというものである O

わけでも，労働基準法が，労働条件についての最低基準としての原則を

有することには留意すべきである。つまり，労働基準法は労働条件につい

ての最低の基準を定めたものであるので，その基準に達しない労働条件を

定める個々の労働契約は，その部分についてのみ無効となる。この場合，

無効となった部分は労働基準法の定めるところによることになる O このこ

とが，労働条件についての最低基準としての原則の意である。また，労働

基準法の規定に違反した使用者は処罰される(同法第117条~第120条)し，

労働基準法が定めている労働条件を順守励行させるために労働基準監督行

政(厚生労働省→都道府県の労働基準局)が行なわれる。

(2) 労働協約と賃金問題

労働協約とは，労働組合と使用者の間で締結された労働条件の基準につ

いての契約とされる(労働組合法第14条)0 つまり，労働協約は，労働組

合と使用者との間の団体交渉の結果締結される団体聞の協約である C その
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意味では労働協約というよりは団体協約 collectiveagreementと言う方が

より適切である O ただ，労働協約は，労働組合と使用者の両者による合意

の内容を書面に作成し，両者の署名又は記名押印によってはじめて成立す

るもので，それは法的効力をもっO これに反し，書面に作成せずに口頭で

の約束のみ，あるいは，署名又は記名押印を欠く場合には労働協約として

の効力は認められないとされる O つまり，書面に作成するということは両

者の合意内容を明確にし合意内容に関する無駄な紛争を避けるという意

味を有する。この労働協約の締結によって，労働者の労働条件や使用者に

対する労働者の権利が確保され，労使関係に秩序が形成される O そして，

この労使関係の秩序が維持され，労働協約を守るところに労使関係の安定

が確保されることになる O つまり，労働協約の締結は，経営秩序の源泉に

なるということである O

ところで，労働協約は労働組合と使用者との間の団体交渉の結果締結さ

れたものであり，それはまさに結果であるが，労働協約という結果に到る

プロセスが団体交渉である。その交渉事項は“労働力の売買および使用者

による労働の利用についてであって，この労働力の売買が賃金決定の

問題である。そして，団体交渉とは，この交渉事項について労働組合と使

用者がそれぞれの立場からの支配力を行使することであり，また，その支

配力の行使によって両者が合意を形成するプロセスといえる。団体交渉の

当事者は，両者それぞれ自主的に選出された代表者であるが，その交渉事

項については“労働力の売買および使用者による労働の利用"を中心に実

際の交渉範囲は広いものとなる。つまり，採用・異動・解雇・人事考課基

準などの人事的事項，安全衛生・企業福祉・公害対策・地域関係などの社

会的事項，賃金支払制度・労働時間・休日・定年制・就業規則・苦情処理

などの労働条件的事項にわたることは当然として，場合によっては，経営

方針・業績などの経営的事項，生産計画・設備投資計画・技術導入などの

生産的事項に及ぶこともある C この点で，労使の協力関係を確立するため

のもう一つのプロセスである労使協議の協議事項とほとんど重なることに
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なる。

こうして，労働組合と使用者との聞の交渉である団体交渉は，両者の合

意事項の確認，紛争状態を解消するための努力，労働協約の締結を成功さ

せることを目的とするものであり，その意味では，団体交渉は労使の協力

関係を確立していくプロセスに他ならないといえる。

(3) 就業規則と賃金決定

就業規則は，従業員の職務への就業に当り，①労働時間に関すること，

②賃金に関すること，③退職に関することの三つの事項を絶対的記載事項

とした，各企業毎に作成される規則である O その内容には上記の三つの他

に次の事項が通常含まれる九

④退職手当，賞与，最低賃金額に関すること。

⑤食費，作業用品その他の労働者の負担に関すること O

⑥安全，衛生に関すること。

⑦職業訓練に関すること O

③災害補償および業務外の傷病扶助に関すること O

⑨表彰および制裁の種類および程度に関すること O

⑮その他規定を設ける場合，それに関すること。

なお，②の賃金に関することを別規程として賃金規程(資料回参照)が

作成される場合もある。

この就業規則は，常時10人以上の労働者を雇用する者にとっては作成の

義務がある(労働基準法第89条)が，勿論常時10人以下の労働者を雇用す

る者にとっても作成した方が良いことは言うまでもない。また，その作成

及び変更に当っては，使用者は一方的に作成・変更してはならず，労働組

合ないし労働者の代表(労働組合がないとき)の意見を聞かねばならない

ことになっている(労働基準法第90条第 1項)。さらに，就業規則は法令

や労働協約に反してはならないとされ，これらに反するときは労働基準監

督署長が変更を命じることができることになっている(労働基準法第92

条)。
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ところで，個々の労働契約は，基本的には労働者と使用者との合意

consensusによって成立するものであるが，その際に労働基準法では『使

用者は，………労働者に対して賃金，労働時間その他の労働条件を明示し

なければならないjとしている(第15条)。特に，賃金については， r労働

契約の締結の際における賃金の決定，計算及び支払の方法並びに賃金の締

切り及び支払の時期に関する事項が明らかとなる書面を労働者に交付しな

ければならないJと細かく定めている(労働基準法規則第 5条第 2項)。

すなわち，労働条件，特に賃金を明示するための通常の方法が就業規則に

他ならないといえる。

なお，労働基準法第24条は使用者から労働者への賃金支払について次の

ような原則を定めている。

①賃金は，通貨で支払われなければならない(通貨払)。

この原則に関して，手形や小切手による支払が認められるかどうかに

ついてはなお問題があり，また，海外勤務の労働者については基準に

なる通貨をどれにするかが問題になる O

②賃金は，労働者に直接支払われなければならない(直接払)。

この原則に関しては，例外は認められていない。

③賃金は，労働者に対してその全額を支払われなければならない(全額

払)0

この原則に関して，法令に定めがある時は，それを控除した残額を支

払うことができる O 例えば，給与所得の源泉徴収(所得税や住民税)， 

社会保険料，労働保険料など。

④賃金は，毎月 1回以上，一定の期日を定めて支払われなければならな

い(定時払)。

この原則に関しては，臨時に支払われる賃金・賞与・退職金について

は適用されない。

こうして，我国企業の従業員の賃金決定に関係する法律や規則には，そ

の基礎的なものから順に，①日本国憲法②労働基準法とその関係法③労働
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協約ないし団体協約④就業規則ないし賃金規程(給与規程)⑤個別の労働

契約があることになる O つまり，個別の労働契約における従業員の賃金決

定は，就業規則のそれを下回ることはできないし当然に労働基準法のそ

れをも下回ることはできないことになる。

第 2項賃金の経済理論(労働市場における賃金水準の存在)

企業経営における賃金支払制度ないし賃金管理制度に影響を与えるもの

としては社会的な賃金水準が存在する O そこで，ここでは労働市場におけ

る賃金水準を取り上げ，具体的には，賃金の経済理論である賃金学説の中

で賃金水準決定の理論に触れていくことにしたい。すなわち，この節では，

企業経営の賃金管理制度ないし賃金支払制度を支える理論として，古典派

の代表的賃金理論である賃金基金説，現代の賃金理論である限界生産力説，

もう一つの現代の賃金理論である労働価値説の三つの賃金学説をとりあげ

る。

(1) 賃金基金説(古典派の代表的賃金理論)

この学説は，一定の時期，一定の社会においては労働者に賃金として支

払うために“予定された基金"があり，各労働者の賃金額(賃金水準)は，

この基金総額を労働者総数で除した商であるとする。そして，この基金は

労働者に支払われる貨幣額としてではなくて，労働者の消費のための生活

手段の分量として，自然によって許された不変の大きさであるとする学説4:

である。この学説は，マルサス (ThomasRobert Malthus 1766-1834)が，

その人口法則によって形成した学説であり，ミル OohnStuart Mill1806-

1873) によって完成されたが，この学説はのちに批判されたことから，ミ

ルは放棄した。すなわち，この学説にいう“予定された基金"という賃金

基金が不変の大きさであるという前提に根拠があるかどうかについて疑問

が提出され，一般にはなんらの根拠もない独断であるとされたからである O

なお，このあと，ベーム・バウエルク CBohmBawerk 1851-1914)によっ

て説かれ，ヴイクセル(K.Wicksell1851-1926) によって展開された新賃
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金基金説は，賃金基金(予定された基金)を，労働者総数で除した商が賃

金水準(賃金額)であるとする点では賃金基金説と同じである O その新し

い点は，賃金基金に当てられる部分が“生産の迂回"という資本の理論と

の関連で決まるとしたことである O

すなわち，企業経営は与えられた賃金水準(仮定のもの)で，生産時間

を加減することによって最大の利潤を求め，他方で，労働者は賃金水準の

下降によって完全雇用を求める。この均衡点で，新しい賃金水準と，これ

に見合う生産時間が決まる C そして，この労働者の完全雇用されるところ

で，賃金水準と利潤が決まるとする説である。

(2) 限界生産力説(現代の賃金理論)

この学説は，生産力説を前提として，労働の価格である賃金(賃金水準)

は，追加される最後の，すなわち，限界の労働単位によって付け加えられ

る純生産物(余分の生産物)によって決定されるというものである5)。こ

の学説はジョン・ベーツ・クラーク OohnBates Clark 1847・1938) によっ

て定式化されたもので，その特徴は，労働供給側の事情を与えられたもの

として，賃金(賃金水準)はもっぱら労働需要側の条件によって決定され

るものとしたというところにある。そして，限界効用学説をもとにして，

労働の価格である賃金(賃金水準)も，労働というものは消費者の欲望を

一般的に直接充足するのではないが，生産物の生産ということによって間

接的に消費者の欲望を充足するというかぎりでは，労働の限界生産力に

よって説明されうるものとしたのである。

この学説は，労働者が生産する生産物の価値が大きければ大きいほど，

企業経営はより高い賃金を支払って労働者を雇用しようとする事実を説明

する理論である O すなわち，企業経営が労働者を雇用するとき，“労働の

限界生産力"が“賃金水準"より大であれば，生産物の価値の増加分が支

払う賃金額より大なので，より多くの労働者を雇用しようとし反対に，

“労働の限界生産力"が“賃金水準"より小であれば，逆となる C だから，

“労働の限界生産力"と“賃金水準"とが等しくなる労働需要の点が企業

29 
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経営としては最も有利な雇用量となる O つまり，完全自由競争のもとで，

均衡状態では賃金水準(賃金額)が労働の限界生産力に等しくなるという

ものである O

なお，この学説の前提である生産力説は F.A‘ウォーカー(1840-1897)

によって定式化されたもので，それは賃金(賃金水準)は労働の生産力に

よって決定されるというものである。

(3) 労働価値説(もう一つの現代の賃金理論)

“賃金は労働力という商品の価格である"ということが，マルクス

(Heinrich Karl Marx 1818-1883)の賃金理論における主張であるが，この

ことが労働力の商品化論に基づくものであることは言うまでもない。そし

て，この労働力という商品の価格は，他の全ての商品の価格と同じように，

その特殊な物としての労働力の生産，したがってまた，その再生産に必要

とされる“労働時間"によって決定されるとする O この労働力の生産また

は再生産に必要な労働時間とは，労働者の生存に必要な生活資料を生産す

るための労働時間のことであり，そして，この生活資料には，労働者自身

の肉体的な生存費，労働者の家族の維持費，労働者の教育費及び訓練費の

3つが含まれるとする61。このようにして，賃金とは，労働=労働時間によっ

て生産される生産物によって決定されるものであるというのがマルクスの

賃金理論である。

賃金がたえず“労働力の価値"以下にヲ|き下げられようとする傾向にあ

ることを，マルクスは賃金の動態論という O そして，労働力の生産または

再生産に必要な生活資料を生産するために必要な労働時間を“必要労働"

といい，これを超える労働時間を“剰余労働"とよぶ。しかし，マルクス

によれば“労働力の価値(必要労働)..どおりの賃金を支払っても，なお

剰余労働が生じるという。例えば，次式の通りである O
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〈実際の労働時間〉

8 

-資本家の受け取る価

値。

〈必要労働〉

6 

.資本家から労働者へ

賃金として支払われ

る分。

(労働力の価値)

[ ~~時間但)
物と等しいもの。

〈剰余労働〉

2 

・資本家のものとなる

ものO

このことは，マルクスの学説の独創的な構想であるが，マルクスは，さ

らに，実際にはなお賃金はたえず労働力の価値(必要労働)以下に押し下

げられる傾向にあるという O 例えば，次式の通りである。

〈実際の労働時間〉

8 

〈必要労働〉

5 

.必要労働以下に押し

ドげられた労働}Jの

価値 (6-1=5)。

(賃金の動態論)

(剰余労働〉

2 + 

したがって，資本家は剰余労働分(上の式の 2時間)と，労働力の価値

(必要労働)以下に押し下げられた分(下の式の 1時間)との合計 3時間

の剰余労働を手にすることになる O

労働者が生み出した価値 > 労働者が受け取った価値

(生産物賃 金)

第 3項賃金の社会理論(賃金決定の際に考慮されるべき要因)

社会全体における賃金の水準ないし賃金の高さがどのようにして決定さ

れるかのしくみを論ずるのは，経済理論としての賃金学説であるが，他方，

企業経営で働く労働者個々人の賃金の高さを決めるのは、その企業経営独

~ 31 
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自の理念にもとづく賃金支払制度である O この二つの中間にあって，企業

経営が労働者の賃金の高さを決める際に影響を受ける基準もある O それが

賃金決定の際に考慮さるべき社会理論としての賃金決定要因である。

すなわち，この節では，賃金決定要因の種類にはどのようなものがある

かをみた上で，その中で妥当な賃金決定要因と考えられるものをとりあげ

るc

(1) 賃金決定要因の種類

賃金は企業経営側の立場からみた場合と労働者側の立場からみた場合と

では，その性格を異にすることは当然である。すなわち，企業経営側から

みた賃金は，生産費ないしコスト(人件費)としての性格を有するのであ

り，このことは賃金を決定する基準としての賃金決定要因としては“企業

の支払能力(賃金支払能力)" ，ひいては“労働生産性"を提出する O また，

労働者側からみた賃金は，生計費としての性格を有するのであり，このこ

とは賃金決定要因としては“労働者の生活水準¥ひいては“物価の変動"

を提出する iJコ

賃金は，このような二面性をもつものではあるが， しかし現実には，労

働力の需給，初任給水準の変化，賃金比較，一般景気状態，経済成長，労

働者の賃金アッフoへの意欲の強弱等，多数の要因が作用し，ある水準に決

まる面も有しているので，いわゆる，その時その時に形成される“賃金相

場(世間相場)"も賃金決定要因となるヘ

すなわち，賃金決定要因としては種々のものがあげられるが，実際の賃

金決定に際して大きな影響力をもつものは次の 5項目と考えられる c

①世間相場(賃金相場)

②労働者の生計費水準(労働者の生活水準)

③物価の変動(消費者物価の上昇)

④労働生産性

⑤企業の支払能力(賃金支払能力)

なお，厚生労働省は賃金決定要因(モデル)として次の 3項目 9 をあげ
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ている。

①労働力の需給(有効求人倍率)

②消費者物価水準(上昇率)

③企業の利益(国民所得に占める法人所得の割合)

(2) 妥当な賃金決定要因

①世間相場(賃金相場)

この要因は，“他社なみ"・“業界なみ"という表現でしばしば取り上げ

られる要因であるが，それは極めてあいまいな内容である。しかし一般

にはベース・アップの額ないしベース・アップの率が世間なみであること

をもって世間相場と考えられている。このベース・アップは解決がなかな

かに困難なものであるところから，その解決のために世間相場という要因

は労使双方の納得を得やすいという利点をもつことで重視されるのであ

るO また，労働市場において労働力不足という事態が現出した際には，こ

の世間相場は賃金決定に有力な要因として作用する側面をもっている。

なお，賃金の“世間相場"の維持が労働者のモラールのために必要であ

ることは，この要因への配慮に欠けた賃金決定が労働者のモラール低下を

招くことを考えるとき，明白なことである O

②労働者の生計費水準(労働者の生活水準)

賃金は労働者にとっては生計費として，その生活の費用であり，また，

その生活の唯一の源資という意味をもっている O さらに，賃金は豊かな社

会にあっては，労働者としての社会生活を営むに足る費用であるという意

味を加える。すなわち，賃金は“健康で文化的な最低限度の生活(日本国

憲法第 25条)"ないし“人たるに値する生活(労働基準法第 1条)"のため

の費用という意味をもっO ただ，この生計費には具体的にどこまでを含む

かはあいまいであるとしても，それが文化水準や地域や，また，生活様式

や家族構成に規定されるものであることは明らかである O

③物価の変動(消費者物価の上昇)

賃金決定要因の中でも消費者物価の上昇は重要である。つまり，賃金決
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定自体が消費者物価の上昇を考慮におくのでなければ妥当性を有しないか

らであるつ

ところで，物価 pricesは価格 priceとは異なる O 価格は個々の商品の売

手側からの買手側への申込み値段であり，その交換価値の貨幣金額への表

現である C しかし，価格 priceはあくまでも個々の商品ごとにバラバラな

のであり，その上昇・下落も様々である。そこで，これらの価格の全体が

どのように動いているかを把握するために考え出された概念が“物価

prices"に他ならない。したがって，物価は現実に存在するものではなく，

価格の動きの包括的な傾向を知るためのものといえる。また，賃金決定と

消費者物価との関係については，たとえ名目賃金が上昇したとしても，他

方で消費者物価が上昇したならば実質賃金(賃金の購買力)としては賃金

上昇はなかったに等しいのであり，また，消費者物価の上昇が名目賃金の

上昇を上回る場合は，むしろ実質賃金は低下するのである。それが，労働

者のモラール低下につながることはいうをまたな¥.-'0 つまり，消費者物価

上昇分の賃金上昇は最低限必要なことである。

実質賃金名目賃金 ~ ~ 
= 一一一 X l(HI 

(賃金の購買hl 消費者物価指数 ~ --

④労働生産性

生産性とは，投入量 Inputと産出量 outputとの比をさし，一般には生

産に関わる能率として理解される O つまり，生産性には，資本生産性，設

備生産性，原材料生産性，労働生産性などがあるが，ここでは，労働生産

性が賃金に影響を与える要因として重要である。労働生産性にも，さらに，

物的労働生産性，価値労働生産性，付加価値労働生産性などがある O この

三つの労働生産性のうち，物的労働生産性は他の二つの労働生産性にくら

べて労働者側(労働組合側)からみた賃金決定要因としては最も重要視さ

れるコそれは，他の二つの労働生産性が物価や他の市場要因によって変動

しやすいのに対し，物的労働生産性は労働の密度ないし労働の成果を直接

に表わしやすいし，そのことが高い賃金決定に結びつけられやすいからで
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ある乙その意味で，労働生産性の増大は賃金支払能力を増大させるヘし

かし，むしろ賃金支払能力を示す労働生産性としては，付加価値労働生産

性が最も妥当性をもっといえる c

!労働生産性の増大

(生産量の増加) | 

⑤企業の支払能力(賃金支払能力)

労働の成果の向仁

(付加価値の増加)

賃金は，企業経営側からみるとき人件費というコストであるが，それが

社会的にみて公正で妥当な額であり，また，労働者(労働組合)側を満足

させるものであっても，最終的に企業が支払い得るものでなければならな

い。そこにこの賃金決定要因の重要性がある。もし，企業の賃金支払能力

を無視して賃金決定がなされるならば，結果的には企業経営を行き詰まら

せ倒産の危機に至らしめるので，それは適切な賃金決定であるとは言えな

い。しかし反面，現在の我国の企業経営においては“世間相場なみ"の

賃金支払ができない場合は，必要な労働力を確保できないであろうし，ま

た，確保しても，その高いモラールは獲得できないと思われる C

企業経営にどの程度の賃金支払能力があるのかを測定する有力な方法の

ーっとして，労働分配率(人件費分配率)をあげることができる O これは，

付加価値に占める賃金支払額(人件費)の割合を示したものであるが，そ

の分配の割合は企業経営側と労働者(労働組合)側との交渉によって決め

られるのが普通である C

労働分配率 賃金支払額(人件費)
x 100 

(人件費分配率) 付 加 価 値
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第 4項賃金の経営理論(労務管理の実体としての賃金管理)

(1) 賃金の基本的な意味

ここでは，一般に自明のこととして使用されている“賃金"について，

我国の諸法規の規定を手掛かりとして，その基本的な意味を明らかにした

上で，賃金管理の労務管理における位置づけを，賃金管理の企業経営にお

ける機能を通じて明確にする O

まず，賃金の基本的な意味を明らかにするために，我国の諸法規の“賃

金"に関する規定をみることにする ll'

①労働基準法(昭和22年 4月制定):第11条

この法律で，賃金とは，賃金，給料，手当，賞与その他名称、の知何を

間わず，労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをい

つO

②厚生年金保険法(昭和29年 5月制定):第 3条の三

〔報酬〕賃金，給料，俸給，手当，賞与その他いかなる名称であるか

を問わず，労働者が，労働の対償として受けるすべてのものをいう。

ただし，臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは，

この限りでない。

③労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年12月制定):第 2

条の 2

この法律において「賃金」とは，賃金，給料，手当，賞与その他名称、

のいかんを問わず，労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通

貨以外のもので支払われるものであって，労働省令で定める範囲外の

ものを除く。)をいう。

④勤労者財産形成促進法(昭和46年 6月制定):第 2条の二

〔賃金〕賃金，給料，手当，賞与その他名称、のいかんを問わず，勤労

の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう O

⑤雇用保険法(昭和49年12月制定):第 4条の 4
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③の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に全く同じ。

以上に見たとおり，現行の諸法規における“賃金"の定義は，それぞれ

の法律の目的に沿ったものであり，それぞれに多少異なった内容を規定し

ているが，実用的な意味での賃金の定義としては意義がある。特に，労働

基準法における賃金の定義は，この法律が労働者の労働条件に最も密接に

関連し，労働者を保護するという目的をもつことから，賃金の概念は広く

解されていると思われる。

ところで，“賃金"については今日極めて日常的に使用されるものとなっ

ていて，賃金に関する理論においても時に自明のこととして厳密な定義が

なされていないきらいがあるが，ここでは賃金の基本的な意味を明示して

おきたい。

すなわち，賃金は雇用契約によってあらかじめ使用者と労働者の間で，

給付，反対給付の内容として決められるものであり，そこに，“賃金は労

働の対価である(労働の提供ー労働の対価)..という概念が成立すると見

るべきである O しかし，賃金は契約によって決まっている点で“利潤"と

は異なるものであり，また，労働に対する対価である点で“利子"や“地

代"とは性格を異にするものである O こうして，賃金の基本的な意味は

“労働の対価"とみなされるのである c

なお，使用者が労働者に対して支払うものとしては，賃金をはじめ次の

ようなものがあげられる l九

①労働の対価(=賃金):賞与・退職金を含む。

②福利厚生施設・福利厚生費

③企業の業務に必要な設備備品・経費(工具・作業服・事務用品など)

④恩恵的なもの(慶弔見舞など)

⑤臨時に支給されるもの

(2) 賃金管理の労務管理における位置づけ

賃金管理は，企業の維持発展という企業経営の目的を達成することに寄
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与する労務管理に役立つように，賃金額や賃金支払制度の諸機能を管理す

る施策といえる O それは，経営管理ないし労務管理の一分野として重要な

内容を構成する。つまり，賃金管理は，雇用管理，教育訓練及び能力開発

管理，作業環境管理，企業福祉管理，人間関係管理，労使関係管理という

ような労務管理の基本領域のーっとして位置づけられるし，これら労務管

理の基本領域と相互関係をもつものとして位置づけられる。そして，賃金

管理は，企業の全体的観点からするときは経営管理ないし労務管理の一環

であるが，他方で企業の個別的観点からするときは労働条件管理でもある。

さらに言えば，賃金管理は賃金総額の計画の必要性の観点からするときは

費用管理ないし財務管理の側面をも有するといえる O その意味で賃金管理

は多面性を有する管理として把握すべきである O 下図はシステム論的にと

らえた，賃金管理の労務管理における位置づけであるL1

図表 3.賃金管理の労務管理における位置づけ

労務計画(労務方針)

労務監査(評価・測定)

ところで，賃金管理の労務管理における機能は，労務管理の分野に密接

に結合して発揮されるが，それは以下のように示すことができる]1，

①雇用管理，特に，良質な労働力の採用と配置に関して，初任給や賃金

水準が社会的レベルあるいはそれ以上であること。また，昇進や昇格
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においては，合理的な昇進・昇格制度を基礎とした実施と，それに見

合う適正な賃金増額を確保すること C

②労働能力の育成と開発に関して，自己啓発や教育訓練の効果による能

力伸長に応じた賃金上昇をはかること O

③労働力の保全，つまり，労働安全や労働衛生，作業時間の適正化に関

して，各年令階層に応じた最低生活費の保証をすること c 賃金水準を

一定以上に保つことによって生活の必要から過度の残業を希望するこ

とのないようにすること O 賃金を原因とした家庭の争いが生じないよ

うに一定水準の賃金額と適正な貸付制度の整備をはかる(労働災害の

主要原因の一つは家庭の不和である)こと O

G:作業意欲の刺激と向上に関して，合理的な加給の採用などの適正な経

済的(金銭的)インセンテイブ incentiveによる効果をはかること。

⑤職場における人間関係の管理に関して，特にモラールや信頼感の形成

のために，賃金水準が社会レベル並みかそれ以上であること。収入に

安定があること。従業員の希望に合った賃金体系であること c 昇給や

賞与の査定を公正にすること O また，従業員聞の人間関係の円滑化の

ためには，賃金の個人間格差が適正なバランスをもつようにすること O

時間給と能率給の双方を採用する場合はその金額のバランスを保つこ

とc 同レベルの従業員の昇給や賞与を査定するときはとりわけ公正さ

を保持すること C

⑥労使関係の円滑化に関して，賃金の上昇を対社会的に均衡させること C

賃金の上昇を自社の生産性上昇や株主への配当水準と均衡させるこ

とO 企業の利益と従業員への賞与を均衡させること。従業員の老後の

保障のための種々の待遇や制度を社会的に均衡させること。

以上のように，労務管理はその実施効果をほとんど賃金管理の領域に依

存しているといえる。これを言い換えれば，賃金管理の内容ないし領域は

労務管理の全ての分野に結び、ついて，労務管理の効果を左右しているとい

える。すなわち，賃金管理は労務管理の全ての分野において機能する点で，
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労務管理の基本領域の中でもとりわけ重要な位置を占めるといえる。

(3) 賃金管理の領域

賃金管理の主たる領域は賃金支払制度と賃金額のごつである。前者の賃

金支払制度には賃金体系と賃金形態の二つがあるが，賃金体系は賃金形態

が集まったもので，基本給+付加給+諸手当から成るものであり，これに

はその算定方法も含まれる O また，賃金形態とは，賃金が労働者に支払わ

れる方式をさすもので，これには次の 3つがある。

①基本給決定の要素や方法によるもの:年功給，職務給，職能給，総合

給など。

②賃金の支払または算定の期間単位によるもの:時間給，日給，週給，

月給，年俸など。

③賃金算定方法によるもの:固定給，業績給，能率給など。

次に，後者の賃金額には，①賃金総額，②賃金水準，③個別賃金の 3つ

があるが，賃金総額は全従業員への賃金支払総額をさし，賃金水準は従業

員一人当りの平均賃金をさす。個別賃金については，モデル賃金と雇用形

態別賃金の二つに分けられるが，モデル賃金は，年齢別，学歴別，勤続年

数別，男女別，職種別の標準従業員についての賃金であり，雇用形態別賃

金は，正社員，パートタイマー，アルバイト，派遣社員，臨時社員などの

それぞれの賃金である。

なお，賃金管理の領域としては，その他に，賞与(ボーナス)，一時金，

退職金などの不定期賃金や，福利厚生なども考えられるが，当論文では賃

金支払制度と賃金額を賃金管理の領域としわけでも賃金支払制度に焦点

をしlまってとりあげ、る O

図表4.に示した表は，労働省の「給与構成調査」における給与構成(賃

金構成)である。

この表中の所定内給与は，労働協約による所定の労働時間に対して支払

われる賃金額をさし所定外手当は同じく労働協約による所定外の労働時

間に対して支払われる賃金額をさす。また，所定内給与の中の基本給は給
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与(賃金)の基本となるものであって，賃金額の比重が最も高いものであ

るO したがって，この表では基本給(IかEかIIIのどれか)と業績給と諸

手当(勤務手当，生活手当，奨励手当，その他の諸手当)から賃金支払制

度は構成されることになる O

賃金支払制度=基本給+業績給+諸手当

図表4.給与構成表(定期給与)

基本給 1 (年齢給，勤続経験給，

学歴給などによるもの)

基 本 給| ク II (職務給，職能給，

与給内{疋所

期

給

勤務手

職種給によるもの)

ク III (総合決定給によるもの)

給|個人能率給
|団体能率給

役付手当

当|技能手当

特殊作業予当

家族子当

地域手当

生活手当|通勤手当

住宅手当

その他

，-L. 

疋
業 績

与

奨励手当

その他の諸手当

I超過勤務手当
所定外給与|

| 他

第 3節 賃金管理と賃金支払制度

以上見てきたように，賃金問題は経営理論としては賃金管理のことであ

り，それは労務管理の実体をなす管理として位置づけられる C そして，賃

金管理制度の実施形態としては賃金支払制度 wageand salary payment 

systemと賃金額がその中心的な問題領域をなす。この賃金支払制度と賃金

額は，賃金の法律理論を基礎としながら，従って，賃金支払制度と賃金額
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は種々の法律に制約を受けながら，労働市場における賃金水準のあり方を

論ずる賃金の経済理論と，賃金決定の際に考慮されるべき妥当な要因を論

ずる賃金の社会理論とに影響を受けて決定されることになる C

すなわち，賃金管理制度(賃金支払制度と賃金額)は，労働基準法，労

働組合法，労働関係調整法の労働三法をはじめ，国家公務員法(人事院規

則)，地方公務員法(当該都道府県の条令)，船員法や，最低賃金法，賃金

支払確保法，あるいはまた，労働協約や就業規則などの制約をうける。特

に，労働基準法は労働条件全般にわたる基本法として重要であることは言

うまでもないし，また，就業規則は労使ともに最も身近かな労働条件を定

めた規則として重要である C また，労使関係において，労働者側(労働組

合側)が採る理論が多く労働価値説 laborvalue theoryであるのに対し.

使用者側(企業経営側)の採る理論は現代の賃金理論である限界生産力説

marginal productivity theoryである C つまり，労働の限界生産力が賃金水

準と密接な関係をもっとされ，企業経営側の賃金交渉における理論的根拠

とされる C さらに，賃金決定の際に企業経営は，賃金についての世間相場，

労働者の生計費水準，物価の変動，労働生産性，企業の賃金支払能力等を

妥当な賃金決定要因として，現実の賃金決定において考慮する O これらの

うち，企業の賃金支払能力と消費者物価の上昇はとりわけ影響力の大きな

要因である三

こうして，労務管理(経営管理)の実体としての賃金管理は，賃金支払

制度と賃金額を中心的な問題領域とするが，この論文では主に賃金支払制

度wageand salary payment systemに焦点をあてて考究した上で，そのあ

とで賃金額との関係についても論及することにしたいc
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現実の動向

第 1節 年功序列型賃金支払制度からの脱却

我国においてはバブル経済崩壊後の長びく不況の中で，企業はリストラ

の名目で人件費の抑制を進めている O それは，賃金支払制度の問題領域を

超えて希望退職や早期退職などの雇用問題にまで発展している C 例えば，

2001年度における電機メーカーの主なリストラ策をあげると次去のとおり

である。

図表 5.我国の電機メーカーのリストラ策 (2001年度)

企業名 合理化策 削 減 数

宅H三~ 士 通 電子機器・部品事業の縮小 16，400人以上(国内5，000人)

N E C DRAMからf散退 4，000人以上(国内2，500人)

松下電器産業 早期希望退職の導入 5，000人(すべて国内)

東 之争+-
社内カンパニー制(10杜) 18，800人(同内17，000人)

の強化 うち， 8，500人削i成，i斉

日 、J_ 希望退職 15，600人(国|人111， 100人)

うち，海外で2，600人削減済

ソ 70工場を55工場以下に集約
17，000人(海外中心。加えて，

一 一 国内削減数をプラスする。)

沖電気工業 希望退職 2，200人(すべて国内)

尽 セ フ 希望退職 10，000人

ア イ ワ 希望退職 5，000人(国内1， 400人)

(2001年8月・ 9月・ 10月の朝日新聞，日本経済新聞の報道から集約して作成)

また， 2001年度における我国の主な希望退職，早期退職の事例をあげる

と次表の通りである。
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図表 6.我国企業の主な希望退職・早期退職の事例 (2001年度)

企業名 募集人数 募集実績 対 象 者

松下電器産業 上限なし 9/1 募集開始 勤続10年以上かつ58歳以下

に目日うヨ 士 通 上限なし
120人 45歳以上55歳以下

(8/20現在)

ア イ ワ 400人 400人
本杜の管理職と30議以上の

一般職

夕、 1， 800人
2，210人 40歳以 Lかつ勤続10年以 t-_

マ ツ
(J:!p日〆切) の間接部門社員など

いすず自動車 700人 740人
32歳以上かっ勤続10年以上

の事務・技術職

三菱自動車
1，200人

1，382人 40歳以上かつ勤続10年以上

工 業 (2，028人応募) の一般社員

雪印乳業 1，000人 1， 035人
45歳以 kの管理職. 50歳以

仁の一般職

丸大食品 400人 197人 38歳以上58歳以下

マイカル 1， 700人 1， 730人 40議以上

イ ズ ミ ヤ 400人 424人 40歳以上かっ勤続17年以上

ダ イ エ ー 1， 000人
1， 000人

40歳以上59歳以下
(初日 16:30〆切)

日産建設 300人 290人 全社員

NTT東日本 3，000人 2， 700人※
40歳以上57歳以下かつ勤続

10年以上

NTT西日本 5，000人 4，250人※
」

※KTT東日本，西日本の募集実績は 4回に分けた募集のうち 3回分

(2001年 8月25日付朝日新聞)

これらは事業の縮小による不要な人員の削減の面もあるが，そのねらい

とするところは等しく人件費の削減である O つまり，適正な要員管理を直

接の問題としながらも，実はそれは人件費の削減という賃金管理に結びつ

く問題である σ そして，それは，我国における労働市場が未成熟なままの
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状態で出現したことに大きな問題があるコ

ところで，我国における年功序列型賃金支払制度は，低賃金と労働時間

の長さによる従業員の採用後の定着率の悪さを改善して，勤続の奨励ある

いは企業への忠誠心を形成するために，第 2次大戦前の大正時代に萌芽を

見たものである。つまり，長く勤めるほど，また，企業へ素直に服従する

ほど賃金が高くなる制度である。それは第 2次大戦まで続き，労働の質量

と賃金の高さが同じ価値の対価になったのは，第 2次大戦後に労働基準法

その他の労働法が制定された以降にほかならない。それ以前の賃金は使用

者の思恵以外の何ものでもないといっても過言ではない古しかし，それほ

どに年功制の色彩は賃金支払制度に強く影響したと言える O

(1) 電産型賃金体系 (1945年)

第 2次大戦後 (1945年)，我国で初めての賃金支払制度が出現する。そ

れは次のような電産型賃金体系15' である O

図表 7.電産型賃金体系

|家族給(家族手当)20% 
生活保障給 i 
I~'~"'''~''- l本人給(年令給)47%，つ

基本賃金一一i 、

ト基準労働賃金 l~ ， ~，~ 1能力給 21% ---------jま
l(100%) | l勤続給 5%-----------.J哲

l地域賃金 (地域手当) 7% 

，~~，= ，" ，~， H_  ̂  r時間外手当

l:ìt ~bJ }}'.f，ß，~4>- 1超過労働賃金lI '-~" ，-，，~， "~-l 当直手当

基準外労働賃 金 特 殊 労 働 手 当

特殊労働賃金l作業手当，
I :，.:.~.-:::， _:_ -:-: rへき地手当
l特殊勤務手当|
‘ l居住地制限手当

73 
% 

この電産型賃金体系の中心になったのは，理論生計費を基礎として決定

される本人給(年令給)で，基準労働賃金全体の実に47%を占めた。また，

家族給(家族手当)は20%，地域賃金(地域手当)は 7%であり，この三

つの賃金形態の合計74%が生計費によって決定されたことになる。こうし

て，電産型賃金体系には生活給の典型的な賃金支払制度だとされる所以が
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認められる C

また，この電産型賃金体系においては，本人給(年令給)47%に，能力

給21%と勤続給 5%を加えたものが基本給とされ，基準労働賃金全体の

73%を占めた。この能力給は，各労働者の技術，能力，経験，学識などを

総合加味して査定されるものであり，勤続給は 1年につきいくらとして

決定されるものである。こうして，電産型賃金体系は，我国における初め

ての賃金支払制度であるにも拘わらず，賃金決定基準をはっきりと定めた

こと，生活給の色彩が強いこと(基準労働賃金全体の47%)，基本給部分

のウエイトが高いこと(基準労働賃金全体の73%)，その他，諸手当が整

理されていることが特徴となっている O

(2) 年功給制度 (1960年)

ところで，年功序列型賃金支払制度は，年功給という賃金形態を基本給

とする賃金支払制度であるが，この年功給は1960年ごろから我国企業に出

現した賃金形態で，労働者個々人の学歴・年令・勤続年数等を総合的に判

定して決定される属人給ないし個人給である C それは同ーの企業に長く勤

続すればするほど賃金や処遇において重く扱われるものである O

我国経済が高度成長を遂げた原因の一つに終身雇用の慣行があるが，こ

れを支えたのは，まさに年功的処遇である C 年功給は職務内容や業績によ

る賃金形態ではないので，配置転換をスムーズに実施できることや，賃金

の安定によって従業員の一体感を形成できること，ひいては，良好な労使

関係を実現できること等の特徴をもっている c

(3) 職能給制度 (1975年)

年功給制度に続いて1975年以降に我国の賃金支払制度に出現したのは職

能給制度である。この職能給制度の基本給である職能給は，定額給として

の基本給を職務遂行能力の評価に基づいて決定するものである。それはい

わば，労働者の潜在能力の質の判定に基づいて決定するものであり，個々

の労働者の所有する能力を重視する賃金形態である O

職能給制度にはいろいろな類型がある日が，職能的な資格要件による資
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格制度を，職能的な等級分類基準による等級制度として採用した“職能資

格制度"や，職務を等級に区分し，それぞれの等級に必要とされる職務遂

行能力を明確にして基準となし個々の労働者がその職務遂行能力をどの

程度所有しているかを評価して格付ける“職能給制度"が代表的な類型で

ある。しかし，職能給制度の実際は厳密に言えば採用している企業により

その内容を異にすると言えるし，従来からの生活給ないし年功給の影響が

色濃く残されている賃金支払制度だと言える C

なお，職能給における職務遂行能力(労働者の所有する能力)の質の判

定は，その決め手となる個々の労働者の資格条件の考課がなかなかむづか

しいために，ともすればその運用において恋意的になる危険性があり，で

きる限り客観的で明確な基準の設定とその運用が必要とされる C

ただ， 1980年代にはいると，高齢化や国際化が急速に進み，企業経営に

とっては人件費コストの増大となって，大きな負担となってきている。

(4) 成果分配制度・年俸制 (1990年)

こうして， 1990年代には，我国企業における賃金支払制度に生活給ない

し年功給，職能給に加えて，成果分配制度や年俸制というような新しい賃

金支払制度の採用が見られるようになる O つまり，従来から我国企業にお

ける賃金管理に大きなウエイトを占めていた年功序列制ないし年功序列型

賃金支払制度からの脱却の萌芽が認められるのである C

図表8.我国における賃金支払制度の変遷
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以上をまとめると，我国の賃金支払制度は図表 8. のような変遷をた

と守ったことになる C

なお，成果分配制度と年俸制については次に節を改めて説明することに

したい。

第 2節 我国企業における新しい賃金支払制度の採用

第 1r頁成果分配制度

成果分配制度は，経営活動の成果を使用者と従業員の協働による結果で

あるとの認識にもとづいて，使用者と従業員との間でいかに配分するかを

決める制度である O ところで，何を経営成果とみるかについては種々の見

解があるが，一般には“利潤 profit"が最も広く採用される。つまり，利

潤分配制 profitsharing planは歴史的に古くから採用された制度である

が，近年は“付加価値 addedvalue"を経営成果とすべきであるという見

解も有力になっている。

この付加価値とは，経営活動によって企業の外部から購入された生産物

に対し，自社で加工を加えて新たに生み出した価値であり，それは次の構

成要素を加算することによって求められる(加算法)。

減価償却費+人件費+賃借料+金融費用+租税公課

十法人税等充当額+当期純利益=匪亙盃歪l
また，付加価値は，売上高から外部購入生産物の価格を差し引くことで

も求められる(控除法)。

売上高一外部購入生産物の価格=匪亙亙歪l

もともと成果配分という考え方は，経営成果が使用者(資本)と従業員

(労働)の協働による結果であるという認識に基づくものである O そこで

付加価値が重視されるのは，それが企業の生産を通じて新たに生み出され

た価値であり，使用者(資本)と従業員(労働)のそれぞれの貢献した成

果が未分化の状態にある協同成果だからである O この協同成果は公正に分

配されねばならないのであるが，そして，この公正分配は成果分配制度の
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一つの指導原理であるが，この公正とはそれぞれの貢献の度合いに応じた

分配を意味している。つまり，貢献の度合いを測定する方法が問題になる

のである O その方法としてはダグラス関数 Douglas-typeProduction 

Functionのような関数が利用されるものもあるが，これは実用性に乏し

く，むしろ過去の“経験数字"を利用するものが実用性に秀れたものとし

て利用される。すなわち，使用者と従業員の協働による協同成果は，その

公正な分配の基準をこの“経験数字"に求めるのが妥当とされるc

なお，成果分配制度には“公正分配"の他に，もう一つの指導原理とし

て“インセンテイブ incentive"があげられる O なぜなら，成果分配は経営

成果の公正な分配であると同時に，次の共同貢献ないし共働への有効な刺

激 incentiveでなければならないからである。特に，生産性の向上をめざ

す企業経営の成果分配制度においては，そのインセンテイブ性が重視され

るのは当然である。ただ，それは従業員個々人を対象とするよりは集団を

対象とするものであることに留意されねばならない。

次に，“利潤"と“付加価値"を経営成果とする具体的な成果分配制度

を見てみることにする。

(1) 利潤分配制 Profit Sharing Plan 

これは“利潤"を経営成果とする成果分配制度である。この制度は，従

業員も利潤の創出に貢献しているので，その分配にも参加させるべきだと

いう考え方と，その利潤の分配によって従業員の経営に対する理解を深め，

経営への協力を促進しようという考え方の二つが基礎となっている。すな

わち，前者の考え方が公正分配のことであり，後者の考え方がインセンテイ

ブ性のことである。

一般に，利潤分配制は下記の三つを不可欠の条件とするとされる。

a.利潤の分配で、あること O

b.計算方法や分配方法が前もって決まっていること O

c.賃金の代替物であってはならないこと O すなわち，賃金は賃金とし

て別に支払われること O
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この三つの条件は，公正分配を重視したものといえるが，むしろ，イン

センティブ性を重視して，従業員の人間的協力を確保し，生産を増大して

コストを引き下げるのが，この利潤分配制の本来のあり方ではないかと思

われる。

なお，利潤分配の方法には，現金制，繰延べ制，混合制の三つがある O

a.現 金制 これは，利潤分配を即金で行なう方法であるが，その他

に株式で行なう方法もある O 株式による方法は資本参加

によって，従業員に所有者としての意識をもたせること

を最大のねらいとしている O

b.繰延べ制 これは，従業員に対する分配の額を信託基金 trustfund 

の各人の勘定口座に払い込み，その資金を自社株式，他

社株式，債券，不動産などに投資するものである O 従業

員への支払いは退職・廃疾・解雇などの特別の事由が生

じた場合に行なわれる O

c.混 合制 これは，上記の現金制と繰延べ制を併用するものである。

(2) ラッカ一制 Rucker Plan 

これは，アメリカの経営コンサル夕ントでで、あるラツカ一 A

I凶93幻2年に考案したもの Ji"で，“付加価値"を経営成果とする成果分配制度

であり，生産分与制ともよばれている O

ところで，この成果分配制度における具体的な経営成果とは，生産品の

販売価値 salesvalue of outputから，原材料・消耗品・動力その他の外部

給付に対する支払いを差しヲ|いた額を指すとされる C すなわち，それは製

造工程中に原材料に付加された価値を意味し，“生産価値"とよばれる。

この生産価値は，完全に企業内で処分可能なものであるとされ，従って，

これを如何にして公正に使用者と従業員に分配するかがここでは核心とな

る。

そこで，このラッカー制では，全体の経済における経済分析と個別企業

における経営分析によって，公正分配の基準をそれぞれ“経験数字"とし
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て導き出している。しかも，両者に共通する法則を媒介として，二つの経

験数字を結びつけている点は大きな特色といえる O

a.全体の経済における経済分析←一生産分配の法則

この法則は， 1914年から1947年までの34年間のアメリカの製造工業

統計を分析して発見されたもので，それは『賃金総額は一定率で生

産価値 productionvalueに比例して変動しているj18) というもので

ある。具体的には，ラッカーは39.395%(ラッカー近似常数といわ

れる)19' という平均分配率を経験数字として導き出している O そし

て，ラッカーは，これを競争市場における非恋意的・非人間的な動

きによってもたらされた統計的事実であるとしている。

b.個別企業における経営分析-一一経済工学的監査 economic

engineering auditによる一定分配率の導出

この経済工学的監査という経営分析による個別企業の一定分配率の

算出方法の細部は，特許となっているため公表されていない。しか

し，“生産分配の法則(経済分析)"とほぼ同じ方法を用いて過去の

実績を分析し，個別企業に特有の分配率を経験数字として導き出し

ていると推測されている2九

こうして，ラッカー制の特徴を次のようにまとめることができる。

a.全体の経済の分析(経済分析)によって発見した“生産分配の法則"

を，個別企業の成果分配に適用すること O

b.成果分配の基準には，付加価値の一種としての“生産価値

production value"に対する賃金総額の比率を使用すること O

(3) スキャン口ン制 Scanlon Plan 

これは，地方の製鉄工場の平炉工で，かつ，労働組合の支部長(指導者)

であった].N.スキャンロンが， 1930年代に，この会社の苦境を切り抜ける

ために考案したもので，“付加価値"を経営成果とする成果分配制度である C

しかしこのスキャンロン制は純粋の成果分配制度というよりは，むしろ

成果分配制度を含む“従業員の参加意識を強調したプラン "21iというべきも
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のである。すなわち，スキャンロン制では労使協力が主たる目的であって，

成果分配制度はその一翼を担う重要な要素として組み込まれているものと

理解できる O

ところで，スキャンロン制は“卓越した人間理解に基づく組織の哲学で

ある"かといわれる。それは，この制度においては全ての労働者には 1個

の成人として行動する能力や，自己指揮，自己訓練，自己統制を行なう能

力や，また，企業の経営生産問題の解決に貢献する能力が備わっていて，

適切な環境の下ではそうすることを望むものであるという人間観(労働者

観)に立脚しているからである O このことは，明らかにこの制度が単なる

金銭的インセンティブのプランにとどまらないことを示している。

他方，スキャンロン制は生産性向上をめざす労使協力の制度でもあり，

この点では“参加 participation"を方法原理としている O それは，具体的

に次の二つを内容としている O

a .“提案制"を中心とする経営参加(集団中心の提案制)

b.“賞与プラン"による分配参加

この二つの具体的な参加は，相互に作用し合って企業経営におけるチー

ムワークをすすめ，生産性の向上をもたらすように工夫されている O すな

わち，成果分配制度としての賞与プランは，生産性向上のインセンティブ

として機能するのみならず，チームワークが如何にうまく行なわれたかを

測定できるものとして.いわばチームワークの参加者にフィードバックす

る機能をもつのである。

なお，この制度における経営成果の算定と分配は，月単位で，次のよう

な要領で実施される O

a.過去の一定期間の実際の労務費率を算出し，それを基準の率とする C

b. この基準の率を用いて，その月の基準の労務費を算定する O

c.実際の労務費と基準の労務費を比較して，その月の労務費の節約額

(マイナスのときは不足額)を算出する O

d.労務費の節約額は，一定の割合で企業経営側と労働者側に分ける O
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e.労務費の節約額のうちの労働者側のとり分を賞与の源資とし，労働

者各人に月の稼ぎ高に応じて分配する C

f.ただ，製品価格や賃金基準その他に大きな変化がある場合には，基

準の率は弾力的に修正される。

(4) その他の成果分配制度

A.アメリカン・モーターズ プランb

American Mortor' s Plan (Progress Sharing Plan) 

この制度は，生産性向上の成果を労働者に分配するもので，具体的に

は，税込み利益額から純資産額の10%を差しヲ|いた額の15%を分配の

源資とするものである。なお，この源資の213は，金業年金，団体保

険，失業手当の補足などに活用され，残りの1/3は従業員持株制度に使

用される。

B.カイザー・プラン Kaiser Plan 241 

この制度は，カイザー製鉄会社におけるストの経験から， 1963年にア

メリカ鉄鋼労連との合同委員会が工夫したもので，原価節約額を成果

分配の源資とするものである。具体的には，生産 1トン当りの材料費

と労務費の標準額を設定し，この標準額と実績額との差に，生産した

トン数を乗じて原価節約額を求める。そして，この原価節約額から，

原価節約のための資本コストを差しヲlいた残額に一定率(労務費/労

務費+材料費)を乗じた額が労働者に配分されるというものである C

次に，我国において成果分配制度を導入している企業の実例・ 3社を紹

介するc

く成果分配制度導入企業の実例〉

A. HOYAの場合

HOYAは光学ガラス，クリスタルガラス，メガネ，電子用特殊ガラスの

分野における世界的なトップメーカーであるが， 1985年から，従業員の能

力開発，業績配分，組織活性化の三つを基本目的として，賞与について事
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業部別の業績配分(成果分配制度)を導入しているお)C

①賞与の年間支給総額は固定的賞与と変動的賞与を合計したもので，固定

的賞与が基本給の 4ヵ月分，事業部別の変動的賞与が経常利益の15%

!経常利益x( 1 -0.5) x 30%1 であるべすなわち，この後者の変動的

賞与が成果分配に相当する C

②この成果分配は，まず，各事業部の業績を次の表のような 6つの評価項

目によって，単純平均の指数とする O

図表9 事業部業績の評価項目

No 項 日 算 式 比重

1 総資本貢献利益率 計画達成率 10 

2 7三三E二2 上 高 計画達成率 10 

3 貢 献 手Ij 益 計画達成率 10 

4 売上高生産性 前年比伸び率 10 

5 貢献利益生産性 +葺 成 比 10 

6 付加価値生産性 前年比伸び率 10 

1口3、 員十 60 

(間的問配分賃金研究委員会(編)労働新)

時代の賃金と成果配分， (財)日本生産性本部， p.97 

③次いで，算出された指数を次図の適用基準にあてはめてランク付け (A

ランク

乗数

ランク

乗数

図表10.評価指数の適用基準と賞与月数の算出基準

(指数 125120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 
l 

(ランク) A B C D E F G H J K L :"1 

A B C D E F G 

1. 150 1.125 1. 100 1. 075 1. 050 1. 025 1. 000 

H I K L ;"'1 

0.975 0.950 0.925 0.900 0.875 0.850 

(日町四問分賃金研開河)労働新時間吋1
果配分， (財)日本生産性本部， p.98 ) 
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からMまで)を行い，さらに，このランク付けの結果を次表にあてはめ，

ランク別 (AからMまで)の乗数を算出するつ

④さらに，この乗数を変動的賞与(経常利益の15%)に乗じ，事業部別の

変動的賞与を算出する。つまり，これに固定的賞与を加算して賞与の年

間支給総額とする C

なお，賞与は年に 2回(上期と下期)に支給されるが，上期について

は，原則として固定的賞与が 2ヵ月分，変動的賞与が0.9ヵ月分であるコ

下期については，上記のようにして算出された事業部別の変動的賞与か

ら，支払済の上期の賞与月数が差し引かれた残りの月数分が支給される

ことになる。

⑤こうして，個々の従業員への配分方法は次の式によることになる ~7; 

30%X考課指数

基本給xi伽出勤率 f x事業部賞与蜘資格指数

40% x (一律)

(注:資格指数，係長1.03，一般1.00) 

× × × 

くまとめ〉

この HOYAの成果分配制度は，経常利益の15%を従業員に配分する利

益分配制であり，それが，賞与に追加される形式での業績配分である点と，

さらに，従業員の能力開発や組識活性化と組み合わせられている点に特徴

がある。なお，事業部別の変動的賞与が従業員にとっては複雑な計算式に

よって算出される点には改善の余地があるとみられる O

B.京王百貨居の場合

京王百貨屈は， 1961年に設立された東京の百貨庖であるが，生産性の向

上を目的として， 1976年に業績加算制度(成果分配制度)を導入しているお

それは，売上高の予算額(半期ごと)を達成した時に，在籍する全従業
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員に対して“褒賞金"の形で配分される。

その支給内容は以下の通りである却 o

①売上高予算を超えた金額の 6%を配分総額として，個々の従業員へは売

上高予算の達成率に応じて配分する O

業績加算額(配分総額)= (売上高実績額一売上高予算額)x 0.06 

ただし粗利益達成率が売上高予算達成率を下回る時は，粗利益達成

率を売上高予算達成率とみなして，業績加算額(配分総額)が計算され

るO

②従業員 1人当りの支給額は原則として次の通りである O

1.社員，特定社員，日勤嘱託社員……一律定額

2. 定時社員………………………………社員の60%

3. 4日制の定時社員……………………社員の40%

4. 土・日曜日の定時社員………………社員の30%

× × × 

くまとめ〉

この京王百貨庖の成果分配制度は，売上高について予算額をオーバーし

た分の 6%を従業員に配分するものであり，それが同百貨庖における労働

生産性の向上というインセンテイブ incentiveと結合されている点に特徴

がある O なお，計算式はかなりシンプルといえるが，“ 6%"がどのよう

な根拠で出された数字であるかについては説明されていない。

c.ジョンソン社の場合

ジョンソン社は，家庭用・自動車用・業務用・工業用等の化学製品の製

造販売会社であるが， 1963年から，他の優良企業以上の労働条件(特に，

賃金や賞与や企業福祉)を従業員に与えることを目的として，つまり，そ

の目的のーっとして利益分配金制度(成果分配制度)を導入している O な

お，この制度は親会社である米国ジョンソン杜(1917年導入)と同じもの

で，世界45ヵ国の同杜の関連会社でも同じ制度が導入されている加。
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①利益分配金は 1会計年度(7月 1日~翌年 6月30日)に一定額以上の

利益が生じたときに，その一部(分配率による)が支給される O その計

算式は次の通りである 31

lその会計年
利益分配金 | 

(総額)
=~度の税込み一(期首正味資本 x 0.1) + ( 1一税率)r X分配率

利益

なお，分配率は別途に年度末の取締役会で決定されるが， 25%が最高限

度とされる(実際には，制度発足以来25%が適用されている)。

②個々の従業員に支給される利益分配金は次の式による 1:2

図表11 標準利益分配率表

利益分配金計算期間 標準利益分配率

末日現在の勤続年数 職群第 1 職群第 2 職群第 3 職群第 4

1年未満 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

1年以上 6.5 7.0 7.5 8.0 

2年以上 8.0 9.0 10.0 11.0 

3年以上 9.5 11.0 12.5 14.0 

4年以上 11.0 13.0 15.0 17.0 

5年以上 12.5 15.0 17.5 20.0 

6年以上 14.0 17.0 20.0 23.0 

7年以上 15.5 19.0 22.5 26.0 

8年以上 17.0 21.0 25.0 29.0 

9年以上 18.5 23.0 27.5 32.0 

10年以上 20.0 25.0 30.0 35.0 

(間的部問分賃金研究委員会(編)労働問の賃金と 1
成果配分， (財)日本生産性本部， p.111 j 

※職群 I第 1 (--般社員)

第2 (係長以上及び係長以上に相当する専門職)

第3 (課長以上及び課長以上に相当する専門職)

第4 (部長，役員及び同レベルの専門職)
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利益分配金 その従業員の標準の利益分配金
個々の従業員の利益分配金 x

(総額) 標準の利益分配金(総額)

上記②における式の右辺の“その従業員の標準の利益分配金.. (分子)

は， (基本給及び賞与)と標準利益分配率を乗じて算出する C

また，“標準利益分配率"は図表11.の表による。なお，分母の“標準

の利益分配金(総額)"は，分子である“その従業員の標準の利益分配金"

を合計したものである。

× × × 

くまとめ〉

このジョンソン社の成果分配制度は，労働生産性向上のインセンテイブ

を目的としているというよりは，従業員の労働条件のレベル向上のための

一つの方法として導入されているところに特徴がある。それは，年間 6カ

月分の賞与の他にプラスアルファとして従業員に支給される点と，また，

ジヨンソン社が

営理念とする点カか冶らも明らカか、である。ただ.

最高(ぼ35.0%) と最低(侶5.0%) とでで、は大きすぎるように思われる O

第 21頁年俸制

1990年以降リストラの名目で人員整理が進むのに伴って，我国企業の主

として管理職層・専門職層(役員待遇に近い役職者)向けに“年俸制"の

導入が広まっている。それは，従来の従業員集団を対象とした生活重視の

賃金から，従業員個々人を対象とした職務重視の賃金への賃金支払制度の

修正ともいえる C ただ，年俸制導入は従業員の全てに対してではなく，管

理職・専門職層が中心である点で，結果として複線型の賃金支払制度の導

入となっている現実は否定できない。

ところで，年俸制導入のねらいは次のような点3:¥ にあるc

1.中高年層ホワイトカラーに役員並みの経営意識を高めること C
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2.業績に応じての個別管理を強めること O

3.年収調整をわかりやすいものにすること O

4.人件費管理の適正化。

5. 目標面接の有効化。

6.全般的な実力主義の強化c

このような年俸制のねらいは，また，そのまま年俸制のメリットと言い

換えることもできる。これに対して，年俸制は次のようなデメリットも有

する針。

1.目先の業績のみを追い，本質的な生産性の向上を見失うおそれがあ

る。

2.業績の評価方法が不完全な場合，たまたま良い業績をあげた者だけ

が高い年俸を受けることになれば，不公平感が高まり，また，職場

の連帯感を失うおそれもある O

3. 管理職にとっては部下の育成も重要な役割であるが，短期の業績重

視では，このことが軽視される職場風土になるおそれがある O

4. 短期の業績で年俸を決めるのは，失敗を恐れる雰囲気が生まれ，新

しい開発に取り組むチャレンジ意欲を失うことになりかねない。

このように年俸制の導入は，我国の企業に広まっている賃金支払制度で

はあるが，それにはメリットもある反面，デメリットも多いことを十分に

認識すべきである C

ところで，年俸制による賃金の性格はどちらかといえば報酬の性格が強

く，賃金形態でいえば図表12. に示すように単一職務給:~5) といえる。それ

はまた，実力主義による労働の対価ともいえ，刺激性 incentiveの強い制

度である O

図表12.職務年俸制

(単 s 職務給)
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しかし，我国における年俸制には，上記のような欧米的な職務年俸制を

導入するには困難が認められる。それは，我国の労働者の採用方式が職務

を契約する形の採用ではないからである。その意味で我国の年俸制は欧米

的な単一職務給による職務年俸制とは異なる我国独特のものとならざるを

得ない。

つまり，我国の年俸制は，その職務に与えられた基本的職責の大きさで

決まる職位給(職務給)と手当(通勤手当や住宅手当など)，さらに，業

績評価によって配分される業績給の三つで構成されるのが普通である。こ

れを図示すれば下記の通りである O

図表13. 日本型年俸制

(しミわゆる職務給。その職位の基本的

職責の大きさによる。)

(通勤手当や住宅手当など)

(業績評価に応じて配分されるもの)

この図中の職位給(いわゆる職務給)については，職位の評価という評

価技術が開発され導入されねばならなし凡そのためには，我国において，

1960年から1975年にわたって導入されたが，その後は顕著な進展をみてい

ない職務評価への回帰外が検討されるべきである。

このことについて， (財)社会経済生産性本部・雇用システム研究セ

ンター・成果配分賃金研究委員会は，平成 7年 5月に発表した rZ1世

紀における日本の人事賃金制度jにおいて，“役割給"の導入に関し

て，次のように述べている。

すなわち， I高齢化の中で職能給，年齢給だけでは，これからの

賃金体系は成立しない。そこで新たに，役割給の導入が求められ

てこようが，そのためには，役割評価という新しい評価技術を開

発，導入し定着させていくことがこれからの課題となる。翻っ
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て， 1960年から1975年の15年間，わが国にもアメリカ的な職務評

価技術が導入され，職務給が一部産業に広がっていったが， 1975 

年以降，今日まで，既に約20年間近くわが国では職務評価技術は

顕著な進展を見ていないc そこで，今，職務評価への回帰が問題

となってくるのである・H ・..………(略)……………また，

(財)社会経済生産性本部の同委員会は，成果配分賃金を組み合

わせた日本型年俸制を次のように公表孔している O

( 2カ月分前後)

(いわゆる職務評価によるもの)

(役割の達成度分，個人ベースの

もの)

(変動業績賞与として，集団ベースのもの)

なお，労働基準法第24条第 2項は，毎月 1回以上の賃金支払いと一定期

日の賃金支払いを定めているので，年俸制においても年収の額ないし年俸

の額を各月に割り振って(月給1/16x 12回+賞与2/16x 2回)，一定期日

に支払うことになる。

次に，年俸制を導入している企業の実例・ 3社を紹介する。

く年俸制導入企業の実例〉

A.サンスター株式会社の場合

サンスター株式会社は，国内に本社の他 8支庖 2工場をもっハミガキ

材料の製造販売でよく知られた会社である O 同社は職能資格制度を採用し
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図表15 職能資格制度

職能 資格名 等級 職務遂行レベル

理事 16 経営補佐業務

幹 参与 15 L級管理・専門業務

育1;
イシ 14 

参事 13 中級管理・専門業務
職

ク 12 

間理開業務[古巨 副参事 11 

イシ 10 

指 主事 9 企画・監督業務

導 ク 8 

職 上級職 7 応用・指導業務
4日2ミ~

ク 6 

中級職 5 熟練判断業務
業

ノノ 4 定型判断業務
務

初級職 3 定型業務
職

自巨
タ， ? 定型補助業務

補助職 1 補助・見習い業務

(社会経血性本部同分賃金研究委員会(編)， 2削 1
における日本の人事賃金制度，社会経済生産性本部， p.133 ) 

ており，この制度は次表のように業務職能，指導職能，幹部職能の三つの

職能と級から16級までの資格等級から成っている391

同社の賃金支払制度は， 一般社員(1~ 5等級)については，基本給

(職能給+年齢・勤続に対応する本給)と諸手当(役付手当，職務手当，

地域手当等)で構成される賃金支払制度を適用するが，幹部社員 (10等級

以上の幹部職能にある者)約340名には年俸制が適用されている。

同社では，賃金支払制度をグローパルに通用するものにしようという

トップマネジメントの意向が強い動機となって年俸制を導入しているが，

その導入の目的は次の三つである""

1.役員を補佐して経営責任を負う上級幹部を育成すること 2

2.幹部社員の経営参加意識を高揚すること O
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3. 業績に対する責任給与を支給すること c

同社の年俸制は，総人件費の固定を管理するために導入されたものでは

なく，あくまでも幹部社員の活性化がねらいであると

基

i性

内

〈小，l口〉

不十

基

i全

外

」

図表16.賃金支払制度

般 十士 只 幹 音E 社 員

基本給 比率

職能給 職能給 55% 

業績給 35% 
本給(年齢対応給) fド (業績に応じ変動)

諸手当 年

職群子~

役付子宝'i(r場の係長・班長) 役職手当 2% 

職務子、'i(営業外勤手弁) 俸
(慶弔費)

家族健康子宮 福祉手当 8% 

地域手当(住宅に対する地域格

差を含む) ~Å 

通勤子当 通勤手当

単身赴任手当 単身赴任手:Ij

賞与 業績賞与

(会社業績が慕礎) (会社業績目標をクリアした時)

( 問 自 性 本部制町金研究委員会(編)21「
における日本の人事賃金制度，社会経済生産性本部， p.137 

年俸は，職能給 (55%)，業績給 (35%)，福祉手当 (8%)，役職手当

(2 %)で構成され，これに通勤手当，単身赴任手当と業績賞与が加えら

れて年収となる。このうち，業績給は目標管理(業務品質管理活動 Action

for Qualityを通じて実施されるもの)による業績評価にもとづいて支給さ

れるもので，幹部杜員個々人の成果に応じて変動するものである。また，

業績賞与は会杜の業績が社内で設定する目標をクリアした時に支給される

ものである。なお，年俸は12分割して，毎月，年俸の1/12が支給されるこ

とになる O

× × × 
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くまとめ〉

サンスター株式会社の年俸制は，幹部社員の活性化をねらいとする点が

特徴であるが，年俸の構成に職能給のウエイトが高いこと，また，年俸に

いくつかの手当が含まれている点で，いわゆる日本的な年俸制といえる O

B. ソ二一株式会社の場合

ソニー株式会社は，電気機械器具を製造販売する世界的に有名な会社で

あるが，同社は，職位(役職)と職能(職能格)を分離した次去のような

職能格付制度(職能資格制度)を採用している=

図表17.職能格付制度

〔職能格〕 〔統括職位〕 〔専門職位〕

役 員

部 長

管 1;部長代理
推薦

推薦
部長補佐

長 ;J九」門
職|課長代理 トマイスター

推薦 括謀
課長補佐

選考
係 長

選考
係長代理

j主宰
~ I S 5 

推薦
S 4 

般| 推薦
S 3 

推薦
職 I S ワ

推薦
S 

推薦
新入社員

(社会経済生出部問分賃金研究明(編).21間山る日)

本の人事賃金制度，社会経済牛産性本部. p.l41 
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この表では，全従業員をその職務遂行能力によって，一般職の 7段階

(S 1 ~係長)と管理職の 6 段階(課長補佐~部長)の計l3段階に格付け

るC ここで，部長・課長・係長という呼称は職能格(職能資格)の名称と

して使用されていることには留意すべきである。なお，専門職位にある者

には真に優秀な人材を当てるため厳格な審査が行なわれて任命される O

ところで，同社では，管理職(課長補佐~部長)を対象に年俸制が導入

されている O その導入の目的は次の通りである 4¥

1.管理職の業務実績に対応した処遇の実現

2. 年功型の賃金支払制度の変更

3. 管理職のチャレンジ精神の高揚

そこで，同社の年俸制は次の式で表わされるヘ

年俸=本俸(毎月の給料) +業績給(賞与に相当)

本俸(毎月の給料)は全ての手当を含んだもので，年額の1/12が支給さ

れ，業績給は12月と 6月の年 2回支給される。本俸(毎月の給料)は管理

職昇格時に，それまでの給与額や年齢には関係なく一律に同額が支給され

るので，何歳で昇格しても昇格時の本俸は同額であり，その意味で能力主

義が徹底されているコまた，業績給(賞与に相当)は，毎月の給料とは全

く無関係に個々人の業績評価によって決められる O それは，職能格基準額

と業績評価額から成るが，前者のウエイトは小さい。したがって，業績評

価額が業績給(賞与に相当)の中心となるが，それは管理職個々人の目標

設定の難易度と目標達成度の評価によって 9ランクの定額にリンクされ

決定される O この 9ランクの定額聞にはそれぞれかなりの幅があるので，

業績給の個人間格差は相当に大きくなるしくみであるヘ

× × × 
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くまとめ〉

ソニー株式会社の年俸制は，管理職(課長補佐~部長)の 6段階に対し

て，年功型の賃金支弘制度を変更して，その業務実績に対応した処遇をは

かり，併せて，チャレンジ精神を高揚するためのものであるが，何よりそ

の制度のシンプルさに特徴がある。また，管理職個々人の目標設定(難易

度)と目標達成度(実績)のレビューとミーテイングによる目標管理は，

納得性と実力主義の徹底に大きな効果を発揮していると思われる ο

C.藤沢薬品工業株式会社の場合

藤沢薬品工業株式会社は，東京と大阪の本社のほか，全国に19の支庖，

図表18 職能資格制度

〈資格〉

(呼称)

l経
〈経営職 I級〉

(部長)
丘"三';

〈経営職 E級〉

l千J組合H J 〈約川名)
(次長)

〈経営職E級〉

(課長)

9級

I 般職 ( 約3800 名〉

来員/ih L l 

l級

(凶
本の人?事手賃金制度'社会経済生産性本部， p.l60 
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53の営業所・出張所 4つの工場， 3つの研究所をもっ，抗生物質を中心

とする医薬品の製造販売会社である。

同社は図表18. のような職能資格制度を採用しており，その資格のラン

ク数は，経営職が 3ランク(皿級 .II級・ I級)，一般が 9ランク(1級

-9級)である C

図表19.賃金支払制度

〈ー・般職層〉

「本人給

「基本給ート資格給(資格等級に応じて設定)

基準給与--1 L 職能給

」家族子当

「住宅手当
基準外給与ーイ

」職務子当(主任手当等)

〈経営職層〉

「役割給
基準給与→

」資格給

基準外給与 住宅手当

(山
本の人事賃金制度，社会経i済斉生産性本部， p.l61 j 

同社では，経営職 I級の部長以上の役職者と高度な専門職約130名を対象

に年俸制が導入されているが，その導入の目的は次の通りである斗

1.環境変化の激しい時代における日本的経営の限界

医療環境の変化の中で課題が山積しており，従来の日本的な暖昧

な業務運営では，タイムリーかつ確実な課題の解決が行なわれな

い。契約を基本とした正しい課題の認識と達成を行う必要性が出

てきたこと O

2. 人材の流動化への対応

今後，国際化などの戦略の実現のためには，内部の人材の育成
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ばかりでなく，外部からの人材の調達が必要となってくる O また

逆に，若い優秀な者の引き抜きに対抗する意味からも，年功を基

本とした賃金支払制度ではなく，職務と業績を中心とした賃金支

払制度が必要となること。

3. 従業員の意識変化への対応

高度成長期においては，経験(年功)が大きな能力であったが，

技術革新が目まぐるしい現在では経験が必ずしも重要な能力では

なくなった。年功についての従業員の意識が，特に若い従業員に

おいて変化してきていること O

ところで，同社の年俸制(年俸の構造)は次の通りである O いわゆる年

俸は役割給と期待給の合計である O そして，年俸の他，業績給と手当(勤

務地手当および実費弁済的な手当)が支給される。

図表20.年俸の構造

役割(その職位に号えられた基本的職責)
の大きさで決定

同じ役割の中で期待・責任の相違によっ
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この表中の役割給ti，“役割の大きさ(役割区分)..に対応して定額で決

められているが，それには次のような三つの区分があるヘ

1.役割区分 1 会社の業績に極めて重大な影響を及ぼす職責を担う

もの(本部長，事業部長)。

2.役割区分n:会社の業績に大きな影響を及ぼす職責を担うもの

(本社部長，支庖長)。

3.役割区分田:管理・運営業務が職責の中心内容であるもの(範囲
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は限定される)。

なお，役割区分 Iには 2つの期待区分があり，役割区分Eには 3つの期待

区分がある O 期待給は，この期待区分ごとに定められている数に単価を乗

じて算出される C

また，業績給は，会社のその前年度の業績を反映して決められる C すな

わち、それは利益処分の性格を有し，前年度の業績評価によって決定され

る。

こうして，年俸額(年収額)は 6月に決定され， 4月にさかのぼって，

毎月年俸額の1/18が支給される o 7月と 12月には，賞与としてそれぞれに

年俸額の3/18，業績給として112ずつが支給される。なお，役職定年制によ

り55歳で役職から離れた場合は年俸制から月給制に切り替えられる。

× × × 

くまとめ〉

藤沢薬品工業株式会社の年俸制は，経営職 I級の部長以上の役職者クラ

スに対し，“年功"を基本とした賃金支払制度から“職務と業績"を中心

とした賃金支払制度への変化をはかるものであり，その役割給のウエイト

の高いことが特徴である O 確かに，同社の年俸制は年功色を薄めることが

できるし特に若い従業員の意識の変化にこたえることはできるが，役割

の大きな職責にある役職者と強いリンクをもつことになる点には，少なか

らず検討の余地があると思われる。

第 3節 職務給制度採用の妥当性

第 1r頁 高齢化・国際化が要請する年功序列型賃金支払制度からの脱皮の

試み

さて， 1980年代に急速に進んだ高齢化・国際化は，従来から我国企業に

おける経営の特徴であった終身雇用の慣行と年功序列制に大きな影響を及

ぼしている O 特に，高齢化は，人件費というコストの増大が大きな負担H

となって，企業経営に柊身雇用の慣行と年功序列制を受けとめる弾力性を
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減少させている O また，国際化は，我国における賃金管理ないし賃金支払

制度と欧米のそれを比較し類似点と相違点を明確に把握し調和をはか

る必要1，を迫っている C

つまり，我国企業における人間を重視した終身雇用の慣行及び年功序列

制は，高齢化・国際化によって，欧米企業における仕事(job職務)を重

視した職務評価制に接近せざるを得ない方向に向っていると言わざるを得

ない=例えは¥成果分配制度や年俸制の我国企業における採用は，まさに

この方向における出現であり，新しい賃金支払制度のあり方への脱皮の試

みといえる。近年，成果や業績という要素にもとづく賃金形態を賃金支払

制度の中の基本給として採用する企業経営が増加しているが，それは個々

の労働者が達成した成果や業績に応じて基本給を決定していく，いわゆる，

成果主義賃金支払制度ないし業績主義賃金支払制度目である c し か し 行

き過ぎた成果主義ないし業績主義は，労働者間の人間関係を希薄にして組

織への忠誠心を弱めることになる。特に，自己の成果達成や業績達成に専

ら関心が向かうあまりーチームワークを軽干見したり，マンツーマンによる

O]T on the job trainingとしての部下の育成がなおざりになるなどは見逃

がすことのできない欠点1山である C つまり，これらの新しい賃金支払制度

が我国企業に完全に定着するには乗り越えねばならない課題も多いと言わ

ざるを得ないご

そこで，高齢化・国際化が要請する年功序列型賃金支払制度からのさら

なる脱皮の試みとして，ここで職務給制度への回帰ないし採用を主張した

しミ《

第 21頁職務評価と職務給制度

職務給制度は職務給という賃金形態を基本給とした賃金支払制度である

が，この基本給である職務給を職務評価 jobevaluationに基づいて決定す

るものである。しかし職務給の実際においては多くの場合，職務がいく

つかの等級にまとめられて，その等級毎に賃金額が決定されるので，それ
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はまた職階級 wageclassification systemともいえる O 従来，我国企業で採

用されてきた年功給が，個々の労働者の学歴，年齢，勤続年数等を総合的

に判定して決定される属人給ないし個人給，あるいは身分給であるのに対

しこの職務給は職務評価に基づいて職務に対して支払われる仕事給であ

るO この点で両者は大きく相違する C また，我国企業で広く採用されてき

た職能給が，個々の労働者の職務遂行能力の評価に基づいて決定される賃

金形態であるのに対し，職務給は職務 jobの評価に基づいて決定される賃

金形態であるョそれは，いわば，職能給が個々の労働者が所有するまだ発

揮されてはいない潜在能力の質の判定に基づいて決定されるのに対して，

職務給は個々の労働者の発揮された顕在能力を測定するものであるコ従っ

て，職務給と職能給は職務概念と能力概念の評価において有機的なつなが

りを持つといえるのであり，ただ，職務概念と能力概念の評価においてウ

エイトを掛けるところが異なる点で差異が生じるといってよい。

ただ，職能給における職務遂行能力の評価(個々の労働者が所有する潜

在能力の質の判定)は，その決め手となる個々の労働者の資格条件の考課

がなかなかむづかしいために，ともすれば運用において恋意的になる危険

性があり，公正さを欠くきらいがあるコこの点でできる限り客観的で明確

な基準の設定と公正な運用が必要とされる。

その点で，職務給は，職務内容を精密に分析して職務の相対的価値

relative valueを決定する職務評価に基づくものである点で，職能給に比べ

て合理性，科学性に秀れるといえよう。すなわち，職務給は欧米において

広く採用されている賃金支払制度として長い歴史をもち.賃金支払制度と

しての成熟度もさることながら，研究の蓄積が厚い点でも職能給に秀れる

といえる O

加えて，近年，我国企業において導入が広まっている“年俸制"におけ

る賃金形態の名称は職位給とか役割給といわれるが，それはいわゆる職務

給のことに他ならないc つまり，年俸制においては職位の評価ないし役割

の評価が開発され導入されねば科学性・合理性を持ち得ないことになるの
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であるが，それには職務評価 jobevaluationの研究が推進されねばならな

いことを示唆している O

ところで，職務評価の方法には色々な種類があるが， (A)職務と職務

を直接に比較する方法として序列法 RankingMethodと要素比較法

Factor-comparison Methodがあり， (B)一定の基準を設定して，これに

よって各職務を比較する方法として分類法 GradingMethodと点数法

Point Methodがある C また， (C) 職務を全体として把握し評価する方法

として序列法と分類法があり， (D) 各職務間に共通するいくつかの要素

を選定し，それぞれの要素について各職務を評価して，その結果を数量的

に表わす方法として要素比較法と点数法がある O 要するに，職務評価の主

な方法としては，序列法，要素比較法，分類法，点数法の四つがあるヘ

(1) 序列法 Ranking Method 

これは，職務評価の方法として一番早くから用いられたもので，職務を

分析せずに全体として把握ししかも，職務と職務を直接に比較する単純

な方法である。評価は総合的な評価であり，職務の困難性 di旺icultyと責

任性 responsibilityという基準(尺度)によって，各職務の相対的価値を

判定し，全職務に序列をつけるものである C 非量的評価方法 Non-

quantitative Systemsといわれる♀

(2) 要素比較法 Factor-comparison Method 

これは，職務を分析して職務聞に共通するいくつかの評価要素を選定(分

析的接近)しその評価要素ごとに，別途に選定した基準職務 Keyjobの

現在の平均賃金額が配分されて金銭的尺度 monetaryscaleが設定される。

それと同時に，この別途に選定した基準職務を評価基準(尺度)として職

務と職務を直接に比較する方法である c つまり，職務の相対的価値が金銭

的尺度に関連させられて評価されるのである。量的評価方法 Quantitative

Systemsといわれる。

(3) 分類法 Grading Method 

これは，職務評価の方法の中では一番簡単な方法であり，職務の重要性
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によって全ての職務を評価し分類するものであるむそして，具体的にはあ

らかじめ設定された等級 gradeに格付けするものである。つまり，職務を

分析せずに全体として把握し，職務の重要性という基準(尺度)によって

各職務の相対的価値を判定し，全職務を比較する方法である。ただし，評

価基準としては職務の重要性よりは職務の複雑性ないし職務の困難性がよ

り適切だと思われる。非量的評価方法といわれる。

(4) 点数法 Point Method 

これは，まず，職務を熟練 skill，努力 e旺ort，責任 responsibility，作業

条件 workconditions等の構成要素に分析(分析的接近)し，次に，これ

らの構成要素に対してウエイト weightづけがなされる(例えば，熟練

40%，努力30%，責任20%，作業条件10%というようにウエイトが掛けら

れる)。つまり，各職務はウエイトづけされた構成要素という基準(尺度)

によって評価され，その評価結果は点数(比率)という量的なもので表わ

されて，各職務の価値とされるのである O この方法では各職務の序列の上

下のみならず，どれだけの上下をもつかをも評価することになる。量的評

価方法といわれる=

こうして我国企業における終身雇用の慣行と年功序列制にもとづく賃金

管理ないし賃金支払制度は，高齢化と国際化によって修正を迫まられてい

るO つまり，我国企業における年功給も職能給も，生活給の影響を強く受

けていて，このことは団塊の世代が40代半ばを過ぎつつある現在，人件費

負担の増大をまねくことは明らかだからである。そして，この我国におけ

る年功序列型賃金支払制度が早晩限界に達することは間違いなく，そこか

らの脱却の方法としては職務給制度の採用こそが妥当であることを主張し

たいのである O
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第 1節 賃金問題と賃金支払制度

賃金支払制度 wageand salary payment system. payment systems of 

wage and salaryとは，個々の労働者に支払われる賃金額の決定方法及び支

払方法の全体をさすものであり，それは賃金の形態及び賃金の体系を総称

するものである O また，賃金支払制度は企業経営が賃金総額をどのように

個々の労働者に配分するかに関して示す，その賃金額の支払項目ないし支

払い理由ともいえ，賃金額決定以外の問題を全て含むものといえる D

ところで，近代的労務管理は，企業経営側における科学的管理としての

作業能率増進方法の再検討に端を発し，第一次世界大戦以降にその発展が

著しかったことは周知のことであるが，それには大別して二つの分野をあ

げることができる=すなわち，一つは人事管理であり，他は狭義の労務管

理-，]である O

人事管理Lt，“労働力としての労働者"を対象とする労働者対策であり，

その課題は経営的生産における合理化の要請にもとづく労働力の最高能率

的利用と機械化の精錬化の推進である c その経営的生産における合理化は

機械化原理によって指導されることから，労働者を非人間化・機械化する c

また，それは労働生産性向上を要請することから，労働者過剰の招来・労

働者解雇の不安を結果する。これらのことは労働者側にとっては悪として

認識されることであり，労働者の勤労意欲ないし能率増進を根源的に減退

させる原因となる三これに対する解答を人事管理が提出し得ないことは，

それが経営的生産の機械化による能率増進に関するものとして位置づけら

れるものである以上，自明のことである C こうして，労働者の勤労意欲を

根源的に刺激し高揚することが，企業経営にとって重要な課題となる C 狭

義の労務管理は，まさに，この課題の解答として出現するものに他ならな
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いc それは当然に人事管理が解答を提出し得なかった問題の解決を，その

課題とする。そこで、狭義の労務管理は“労働力の所有者としての労働者"

を対象とする労働者対策であり，それは機械化の発展による労働者の人間

性疎外の克服，すなわち，労働者の人間化の実現を中心課題とする日もの

である O

このように近代的労務管理は明確に課題を異にした二つの労務管理を含

むものとしてとらえることができる。そして，それは近代的資本主義経営

と企業の社会的存在構造の二重性にもとづいて必然的に成立するものとい

える日。そうだとすれば，賃金問題は企業経営における労務管理に単に位

置づけられると見るよりは，労働者の最高能率的利用を課題とする人事管

理の側面からの賃金と，労働者の勤労意欲の向上を課題とする狭義の労務

管理の側面からの賃金との，二重の側面を有する賃金として位置づけられ

ると見る方が妥当である。

ところで，賃金問題の目的は，労働者(労働組合)の立場からはその生

活の安定にあり，企業経営の立場からはその勤労意欲の高揚による能率増

進にある O また，賃金は労働者と使用者(企業経営)との聞の労働契約に

もとづくものであり，それは法律上双務契約:'1 としての性格を有するもの

である O

労働者の生活の安定なくして勤労意欲の高揚による能率増進はなく，し

かも，勤労意欲の高揚は賃金問題のみによって解決され得ないことも明白

である。それは，賃金という金銭的奨励 financialincentiveの他に，その

他諸種の非金銭的奨励 non-financialincentiveが存在する川からである。

この非金銭的奨励とは，人間工学 HumanEngineeringや人間関係論

Human Relationsなどの研究成果を応用して労働者の勤労意欲の高揚をは

かり能率を増進させようとするものである O 特に，行動科学 Behavioral

Scienceにおいては，現代労務管理に貢献して，とりわけこの点を勤労意

欲の高揚による能率増進のために注目する C それは，労働者の勤労意欲の

高揚について，従来からの“経済的なもの"よりは“社会的なもの"を重
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視することを示唆;'ib している O それにもかかわらず，企業経営(使用者)

からみた賃金問題は，依然として勤労意欲の高揚による能率増進のための

重要な手段であることに変りがないこともまた自明のことである己少なく

とも，勤労意欲の低下を招かないようにするためにだけでも重要な手段で

あるといえる。

こうして，賃金問題は労働者(労働組合)にとっては賃金額を，企業経

営(使用者)にとっては賃金支払制度 wageand salary payment system 

を重要な関心事とすることになる C 労働者の受け取る賃金額は一般の価格

問題の一環として重要な意味をもっし，他方，企業経営が採用する賃金支

払制度は，労働者の受け取る賃金額と関連するが故に重要な意味をもっ。

つまり，労働者の最高能率的利用(人事管理)と労働者の勤労意欲の高揚

(狭義の労務管理)との二重の性格を有する賃金問題は，企業経営の立場

からみるとき，企業経営自身が判断すべき問題として賃金支払制度を重要

なものとして提出するつ

第 2節 賃金支払制度の形態

賃金支払制度の形態の種類は非常に多岐にわたるが，しかしその基本

的な形態は時間賃金と個数賃金の二つ，すなわち，“時間給制度"と“出

来高給制度"の二つである O その他の形態は全てこの二つの基本的形態を

補修したものか，折衷したものとみることができる。時間給制度は日給制

度とも呼ばれるが，この形態が労働者の労働時間に関わるものであるのに

対し，能率給制度とも呼ばれる出来高給制度は，労働結果の出来高に関わ

るものである O また，時間給制度が“同じ時間に対して同じ支給 equalpay

for equal timeの原則"によるのに対して，出来高給制度は“同じ出来高

に対して同じ支給 equalpay for equal outputの原則"によるものである。

その点で出来高給制度は能率奨励的な賃金支払制度として時間給制度に優

れるといえるコ

そこで，賃金支払制度の主要な形態を賃金算定公式としてあげると次の
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ようになる訂 c

記号

y.，，' =賃金 Wage 

Np =出来高 Number of pieces 

Rp =個数賃率 Rate per piece 

Rh =時間賃率 Rate per hour 

Ha =実際の作業時間 Hours actual 

Hs =標準の作業時間 Hours standard 

( l'\ p~'， Rp ) 
Rh ノ

B=経験的賞与率 Bonus in per cent 

(Hs -Ha) 節約時間(マイナスのときは浪費時間)

(Hs -Ha)・Rh=節約賃金(マイナスのときは浪費賃金)

Rm =機械賃率 Ratefor machine 

(1) 時間給(日給)制度型一一節約賃金および浪費賃金の全部を企業経営

に帰属させる制度c

A.単純時間給制度(単純日給制度 singletime rate plan 

W=  Ha' Rh 

B.複率時間給制度(能率時間給制度 multipletime rate plan: 

day work with production standards 

W=  Ha ・(Rh)1 

W=  Ha ・(Rh)，

W=  Ha ・(Rh)3

(2) 出来高給制度型一一節約賃金の全部を労働者に帰属させる制度。

A.単純出来高給制度(金額請負または単価請負) single or straight 

piece rate plan 

¥V = Np . Rp = Hs . Rh = Ha . Rh + (Hs -Ha)・Rh
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B. 時間給(日給)保障付単純出来高給制度 guaranteedpiece work: 

~anchester plan: 100% premium plan: standard hour rate plan 

(基準能率(能率附未満のとき W ニ Ha.Rh 

基準能率以上のとき， W=  Hs' Rh 

C. 複率出来高給制度 multiple piece rate plan 

(a)テイラー差別的出来高給制度 Taylor differential piece rate plan 

(二率制出来高給制度)

基準能率(能率100%)未満のとき， W=  Np ・(Rp)l

基準能率以上のとき， W=  Np ・(Rp)，

ただし， (Rp) ゴは(Rp) ，の25~40%増し。

(b)メリック複率出来高給制度 Merrick multiple piece rate plan 

(三率制出来高給制度)

能率83%未満のとき， W=  Np ・(Rp)1 

ただし， (Rp) 1 = basic piece rate 

能率83%以上100%未満のとき. W=  Np ・(Rp)，

ただし， (Rp)， = 1. 10 (RpL 

能率 100%以上のとき， W=  Np ・(Rp)ュ

ただし， (Rp)ュ=1. 20 (Rp) 1 

(3) 利潤分配制度型 profit-sharing plan ~~労働者がある予め定められ

た基準に従って自己の雇用されている特定企業の利潤に参加する特定

の制度合

(労働者へ帰属する利潤の割合については種々のものが設定される :'o) 

(4) 割増し制度塑(節約賃金分配制度型 premiumplan一一節約賃金の

一部分(割増し)を労働者に，その残部と浪費賃金の全部とを企業経

営に，それぞれ帰属させる制度っ

A. タウン分益制度 Towne gain-sharing plan 

(予定 cost)一(実費 cost)=差額 cost(節約賃金額)

または

78 



第4章 賃金支払制度と職務給制度

(契約価格)

ただし，差額 costのよが労働者への帰属分c
2 

B.ハルシー割増し制度 Halsey premium or constant sharing plan 

基準能率未満のとき， W=  Ha' Rh 

基準能率以上のとき， W=  Ha' Rh +占 (Hs-Ha) . Rh 

ただし， x= 2~3 
C. ローワン割増し制度 Rowan premium or variable sharing plan 

基準能率未満のとき， W=  Ha' Rh 

Ha 
基準能率以上のとき， W = Ha . Rh + ii; (Hs一 Ha)・Rh

fHs -Ha ¥ 
= Ha' Rh + IーーマT一一1.Ha' Rh 

ns 

( 1 + Hs一Ha)+一一一一一l'Ha' Rh 

( 2一宮). Ha . Rh 

D. 100パーセント割増し制度 Onehundred percent premium plan 

i基準能率未満のとき W=  Ha' Rh 

基準能率以上のとき， W二 Ha. Rh + (Hs -Ha)・Rh

E. フイツカ一機械賃率制度 Fickermachine rate plan 

〈時間を基準にするもの〉

能率100%未満のとき， W=  Ha' Rh 

Hs -Ha~， Hs -Ha 
能率100%以上のとき， W = Ha . Rh + ~~V 2 ~~~ . Rh +一 2一・ Rm

〈個数を基準にするもの〉

能率100%未満のとき， W=  Ha' Rh 

能率100%以上のとき， W = Np . Rp + (Hs -Ha)・Rh

二 Ha'Rh + (Hs -Ha) . Rh 
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+ (Hs -Ha) 守
F. マンスフィールド割増し制度 Mansfield premium plan 

基準能率未満のとき， W= Ha. Rh 

Ha 
基準能率以上のとき， W= Ha. Rh +百5(Hs一 Ha)・Rh

ただし， Rh = 1.12 

G. ベール割増し制度 Bayle premium plan 

基準能率未満のとき， W= Ha. Rh 

IHs一日a¥'
基準能率以上のとき， W = Ha . Rh + 2Ha . Rh ¥......" Hγ) 

H.パース割増し制度 Barthpremium plan 

|能率問未満のとき W=Ha. Rh 

能率100%以上のとき， W = As . Ha . Rh 

(5) 賞与制度型 bonusplan-一節約賃金の全部と賞与とを労働者に帰属

させる制度。

A.ガント課業・賞与制度 Gantt task and bonus plan 

基準能率未満のとき， W= Ha. Rh 

基準能率以上のとき， W = 1. 20Hs . Rh 

= 1. 20Ha . Rh + 1. 20 (Hs -Ha)・Rh

B. ネッベル能率賞与制度 Knoeppel e伍ciencybonus plan 

能率66%未満のとき， W= Ha. Rh 

能率66%以上100%未満のとき， W = ( 1 + B) . Ha . Rh 

能率100%以上のとき， W = Hs . Rh + 0.25Ha . Rh 

= 1.25Ha . Rh + (Hs -Ha)・Rh

ただし，能率100%のところで 5%のステップを付ける 3

c.ビジロー賞与制度 Bigelow bonus plan 

|瞬間未満のとき， W= Ha. Rh 
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能率70%以上100%未満のとき，

w = ( 1 + B) . Ha . Rh + 0.05Ha . Rh 

(ただし， O.OlHa. Rhの場合もある)

能率100%以上のとき， w = Hs . Rh + 0.25Ha . Rh 

= 1.25Ha . Rh + (Hs -Ha) . Rh 

D.エマーソン能率賞与制度 Emerson e出ciencybonus plan 

能率67%未満のとき， W=  Ha. Rh 

能率67%以上100%未満のとき， W = Ha . Rh + B . Ha . Rh 

= ( 1 + B) . Ha . Rh 

能率100%以上のとき， W = Hs . Rh + 0.20Ha . Rh 

= 1.20Ha . Rh + (Hs -Ha) . Rh 

E. ウェンナランド賞与制度 Wennerlund bonus plan 

能率75%未満のとき， W=  Ha. Rh 

能率75%以上100%未満のとき， W=(l +B)・Ha.Rh 

能率100%以上のとき， W=  1.20Hs. Rh 

= 1.20Ha . Rh + 1.20 (Hs -Ha) . Rh 

F. アトキンソン能率賞与制度 Atkinson e百iciencybonus plan 

能率62.5%未満のとき， W=  Ha. Rh 

能率62.5%以上100%未満のとき，

w=Ha Rh+t (Hs Ha)Rh 

能率 100%以上のとき， w=Ha Rh+÷(Hs一 Ha). Rh 

G. ピジロー・ネッペル能率賞与制度 Bigelow-Knoeppele伍ciency

bonus plan 

3 
能率70%未満のとき， W = ~ Ha . Rh + * Hs . Rh 5 

能率70%以上100%未満のとき， w=  (1 + B)・Ha.Rh 
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l能率100%以上のとき.w= (0.30Ha + Hs)・Rh

H.パークハースト差別的賞与制度 Parkhurst di旺erentialbonus plan 

これは，能率60%以上に，仕事の難易・責任の軽重によって級

から10級までの10種のどれかの bonusを与えるもの。 Bonusは率で

はなく，金額で示される。

(6) 割増し・賞与制度型一一割増し制度に賞与制度的配慮を加味する制度。

A. ボーム差別的割増し制度 Baumdifferential gain-sharing plan: 

Milwaukee plan 

(これは，ハルシ一割増し制度の時間賃率について三率制を採用し，

基準能率以上において労働者の能率いかんによって適用賃率を変更

するもの。)

能率100%未満のとき， W=  Ha ・(Rh)1 

能率100%以上111%未満のとき，

(Hs -Ha) 
W=  Ha ・(Rh)1 + ¥U0  2 ・(Rh)，

ただし， (Rh) ，= 1.06 (Rh) I 

一 (Hs一Ha)
能率111%以上のとき， W= Ha ・(Rh)I + ¥U0  2 ・(Rh)，

ただし， (Rh) 3 = 1. 15 (Rh) 1 

B.ディーマー賞与・割増し制度 Diemer premium or combined bonus 

and premium plan 

基準能率未満のとき， W=  Ha' Rh 

基準能率以上のとき. W=  1.20Ha' Rh +す CHs-Ha) . Rh 

(7) 部門間調整制度型 interdepartmental plan日一一各職種間・各部門間

に一様な賃金支払制度を実施し，その賃金所得の均等化を目指す制

度向。

A. ピド一点数制度 Bedaux point system町 l
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(これは，実際に仕事に要する時間と余裕時間とが適切に結び、合わせ

られた 1分間の仕事量を示す“ B" という単位で，すべての仕事を

評価するものJ

(1日の課業=450B (基準能率))

基準能率未満のとき， W= Ha. Rh (時間給保障)

基準能率以上のとき， W = Ha . Rh + 0.75 (Hs一 Ha). Rh 

(すべての節約時間に対して75%のプレミアムが付加される。)

B.ヘインズ・マニット制度 Haynes-manit system 

(これは，分を単位とする割増し制度で，通常の労働者が 1分間に

特別の努力なしに生産しうる仕事量の4/5を示す“manit"という単

位で，すべての仕事の価値を表現するもの。)

基準能率未満のとき， W= Ha. Rh (時間給保障)

基準能率以上のとき， W=Np.Rp(出来高払い)

=100%割増し制度

= Ha. Rh + (Hs一 Ha). Rh 

(8) 計測日給制度 measured day work一一出来高給制度から時間給制

度への復帰としての制度目

W=基本給(仕事給=時間給)+奨励給(属人給)

(ただし，基本給と奨励給は 6 1から 3 1までの比率による)

企業経営における能率増進問題は，まさに歴史的には上記にあげたよう

な賃金支払制度との関連において発現する。工場制工業経営成立当時にお

いては賃金問題は賃金支払制度中心であったし，また，賃金支払制度の歴

史的な形態変遷の中に能率増進問題の大きな位置づけを見い出すことがで

きる C

すなわち， 1880年代における米国での能率増進運動は，当時一般に採用

されていた単純出来高給制度 singleor straight piece rate planの改善問題

をとりあげる O その改善の方向は出来高給制度と同様の能率奨励的機能を
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もちながら，賃率切り下げの必然性を緩和しようというところにあった。

そして，このことが賃金支払制度発展の契機となり，タウン HenryR. 

Towne (1844-1924) のタウン分益制度→ハルシー FrederickA. Halsey 

(1856-1935)によるハルシ一割増し制度(恒常分配率制度 constant

sharing plan)→英国のウエーア杜 Messrs.G. and J. Weir of Glasgowによ

る節約賃金分配率の変更としてのハルシー・ウエーア制度→ローワン

James Rowan (1851-1906) によるローワン割増し制度(変動分配率制度

variable sharing plan)と，より高度に改善された能率給制度として発展す

る。ここではまさに賃金支払制度が能率増進問題の核心をなしていたので

あり，換言すれば，企業経営における労働者の勤労意欲の高揚をはかる核

心をなしていたのである O

この能率増進問題は，テイラー FrederickW. Taylor (1856・1915)の課

業管理 taskmanagemen t (科学的管理 Scienti五cManagement)の出現に

よって飛躍的に発展する O そこでは能率増進問題は単に賃金支払制度の問

題としてのみならず，もっと大きく経営合理化の問題として採り上げられ

る。すなわち，能率増進問題は“労働の能率増進問題"ひいては“組織的

能率問題ないし経営能率問題日，..として深化される。こうして，テイラー

の課業管理における賃金支払制度であるテイラー差別的出来高給制度

Taylor di百erentialpiece rate plan (二率制出来高給制度)は，機能的職長

制度・計画部門制度・指図票制度等とともに，課業管理システムを構成す

る単なるー構成要素として位置づけられることになるω のである O そのこ

とは，賃金支払制度が，いまや能率増進問題を根本的に解決し得るもので

はないということ，むしろ，能率増進を支持援助するもののーっとして存

在すること引を意味している。こうして，テイラーの課業管理はいわば能

率増進問題における賃金支払制度の位置づけを明確にしたといえる。しか

しそのことは企業経営における賃金支払制度の価値を軽視してよいとい

うことと決して同じ意味ではない。むしろ，賃金支払制度は能率増進問題

に対してその位置づけを正当に評価されたとみるべきであり，従来に比べ
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れば確かにその金銭的奨励機能は低下させられるが，企業経営の側面から

みるとき賃金支払制度は依然として重要な地位を失ってはいないのであ

るO

第 3節 職務給制度の発展

第 11頁職務給制度の前身としての計測日給制度

賃金支払制度は歴史的には能率奨励的機能を排除され，それは能率増進

問題とは直接に関係なく問題とされることになっていくのであるが，その

結果として“時間給としての定額給"が問題とされるようになり，ここか

ら時間給制度が発展することになる。

計測日給制度 measuredday workは， 1934年のアメリカにおける自動車

工業会社で採用された賃金支払制度6GJ であるが，それはいわば，能率増進

問題の解決のために高度に発展した出来高給制度(能率給制度)が，能率

増進のための万能薬たり得なくなった限界点から，再び時間給制度(日給

制度)に回帰する時点で発現したものである O

すなわち，この計測日給制度の賃金算定公式仏は次の通りである O

賃金=基本給(仕事給・時間給)+奨励給(属人給)

(ただし基本給と奨励給は 6 1から 3 までの比率による。)

この計測日給制度は時間給である基本給に属人給である奨励給を加算し

た時間給制度に他ならない。それは，賃率設定とその変更方法に三つの特

徴をもっ。

その第一は，賃率設定に関して仕事(職務)と人(労働者)の二つにつ

いての時間賃率 anhourly rate per man-jobを設定したことである O つま

り，仕事(職務)を反映する基本給 baserateと人(労働者)を反映する

奨励給incentiverate. extra compensation rateとの二つからなる時間賃率

を設定したこと出)である。基本給については仕事(職務)の計測 job-
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measures附がなされ，各種の仕事(職務)を測定してその価値を決定した

上で賃率が設定される C すなわち，仕事(職務)は十分に分析され，また，

他の仕事(職務)と比較検討され，その際には，熟練・責任・作業条件・

精神的努力・肉体的努力・正確・器用・危険・修習期間・必要な調和性な

どの諸要素il)が考慮に入れられるのである 3 また，奨励給については人

(労働者)の計測 man-measures'いがなされ，有形，無形の人的諸価値を

各人(各労働者)別に評価決定した上で賃率が設定される。すなわち，人

(労働者)を考課し，その際には，各自の生産力・仕事の巧拙・多方面性

versatility ・信頼性 dependabilityなどの諸要素I21が考慮、に入れられるので

あるコ

第二の特徴は，賃率の変更に関して基本給は原則として変更されず，奨

励給のみを定期的に変更するゆということである。つまり，基本給は作業

方法に技術的な変革がない限り変更されず，また，事業の状況や企業の賃

金政策が是認しない限り変更されないものとする Il1。これに対し，奨励給

は能率に対する奨励の試みを目的として定期的に変更される。その変更の

期間は，通常，見習工で 1ヵ月，その他の労働者で 3ヵ月であるヘいう

までもなく，この計測日給制度は時間給としての定額給を問題とするもの

であり，能率給制度における賃率の問題ではない。そして，この時間給と

しての定額給が，仕事(職務)の計測にもとづく基本給と人(労働者)の

計測にもとづく奨励給との二本建てで構成されていることには十分留意さ

れねばならない。

第三の特徴は，従前の時間給制度のように作業能率とほとんど無関係と

いうものではなく，この計測日給制度では基本給は作業能率に関連しこ

れを刺激するということである。加えて，従前の出来高給制度のように各

自の生産力・仕事の巧拙といった要素の他に，多方面性や信頼性のような

作業能率にかかわらない要素が考慮されること配である。

こうして，計測日給制度は仕事(職務)の計測による日給(仕事給・時

間給)を基本給とし，これに人(労働者)の計測による属人給を奨励給と
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して加給するものであり，他の日給制度(時間給制度)と顕著に異なる特

徴は，仕事(職務)を反映する賃率と人(労働者)を反映する賃率の二本

建てで構成されるところにあるといえる O なお，この賃金支払制度の奨励

給に“各自の生産力.. (=作業量)という要素が含まれる点は，それが能

率加給の問題III であることから，奨励給=個人給として一概には断定でき

ない側面も有している。それでも，この計測日給制度における基本給は，

まさに.職務給制度の基本給の前身としての条件を備えているといえるし，

奨励給(属人給)も職務給制度における個人給の模範といえる O

第 2項職務給制度と労働能力

時間給としての定額給である基本給の合理化の要請から発展した賃金支

払制度が職務給制度 jobevaluation wage rate systemであるが，この制度

の基本給である職務給は，時間給としての定額給である基本給を職務評価

job evaluation貯に基づいて決定するものである。つまり，各労働者の担当

する仕事(職務 job)の質の判定に基づいて基本給を決定するものである O

また，それは，仕事(職務)の内容を精密に分析査定して，仕事(職務)

の相対的価値 relativevalue円)を決定しこれを賃金額に結びつけるものに

他ならない。

きて，人間は種々の能力をもっているが，これらの能力のうち賃金を対

価とする能力が労働能力 laborabilityである C それは人聞がもっている能

力のうちのほんの一部分である 2 また，職務はその遂行上それぞれに困難

性を有するが，この困難性は職務がこれを遂行する労働者(人)に要求す

る“能力"と言い換え得るものである O そこで，この労働者(人)が所有

している労働能力と，職務 jobがその労働者(人)に要求する困難性(=

能力)を，両者に共通する

考えられる O 一つは労働能力=職務(困難性)であり，同一能力同一職務

の場合である O 二つは労働能力<職務(困難性)であり，これは労働者の

労働能力不足(荷が重い)の場合である O 三つめは，反対に労働能力>職
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遂行能力とは，その労働者の労働能力がどの程度の職務を遂行することが

できるかという点で問題とされる能力である C それはあくまでも職務の遂

行上で問題とされる能力のことであって，いわゆる労働者が属人的に所有

する一般能力とは異なる O 要するに，職務遂行能力とは，労働者が賃金を

獲得するために企業経営(使用者)に提供するところの職務に関するまだ

発揮されてはいない潜在能力(職務を遂行できる能力)のことである O

こうして，職務給が職務そのものの困難性を本質とする賃金形態である

のに対し，職能給は労働者本人が所有する職務遂行能力(潜在的能力)を

本質とする賃金形態といえる O また，職務給が職務評価に基づいて決定さ

れるところの仕事(職務)に関する賃金(仕事給)であるのに対して，職

能給は人事考課に基づいて決定されるところの人間(労働者の能力)に関

する賃金(属人給)であるともいえる O 従って，職務給では，まず職務に

見合った賃金額(基本給)が設定され，その後にその職務を遂行できる労

働者が配置されるのに対し，職能給では，まず労働者の職務遂行能力に見

合った賃金額(基本給)が設定され，その後にその労働者に職務が割当て

られることになる。当然，職能給においては，その労働者の職務遂行能力

と実際に割当てられた職務とは必ずしも等しくならない，いわゆる役不足

がしばしば生じることになるのである。また，職能給においては職務遂行

能力の質に応じた労働者の格付けや昇進・昇格等は，その決め手となる個々

の労働者の資格条件の評価(考課)がなかなか難しいために，ともすれば

運用において恋意的になる危険性がある点には十分留意されねばならな

し、。

図表22.職務給と職能給の相違

職務給:仕 事(職務)=賃金額(仕事給)→労働者(配置)

職能給:人(職務遂行能力)=賃金額(属人給)→職務(割当て)

第 31頁職務給制度における賃金体系

(1) 年功序列型賃金の職務給化の型
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職務給は，“狭義の職務評価"を本質とする賃金形態である C この狭義

の職務評価が不可欠の前提とされ，その評価結果に賃率が適用されるとこ

ろに職務給が出現するのであるが，それが，従来から我国の賃金体系であっ

た年功序列型賃金に対するものとして導入される点に，まさに我国独特の

職務給の日本的修正をみることができる O すなわち，日経連のいうように

“諸阻害要因との妥協"をはかりながら，基本給の合理化の「究極の目的JW

として， I従来の年功序列賃金を漸進的に職務給化J821することは，我国独

特の職務給の導入というべきである O そして，ここから同時に，我国にお

ける職務給が「賃金体系を構成する諸要素のーっとして存在Y し，年功

序列型賃金から職務給への移行は， I実際問題としては長期的展望のうえに

たっていわれていることであって，現実は部分的な移行JR4として考えられ

ていることが理解できる。

ところで，職務給を賃金体系へ導入する型については，大まかに， (a) 

基本給を対象として職務給化を計画する方法(基本給の職務給化)と， (b) 

基本給は現状の属人的決定方式のままにしておいてこれとは別に職務給を

新たに付加する方法(基本給と職務給の併列型)の二つに分けられる配。

基本給の職務給化については，さらに，全面的職務給化と部分的職務給化

の二つに分けられる。すなわち，これらの職務給導入の型の具体例をあげ

れば次のようになる O

① 基本給の全面的職務給化

( i )基本給 単一職務給

( ii )基本給 範囲職務給

② 基本給の部分的職務給化

「職務給

基本給ト勤続給 l
| ト(個人給)
」年齢給 j

③ 基本給と職務給の併列型
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「基本給一一個人給
基準内 i 
賃人卜職務給

五|

L(業績手当)一一(奨励給)

この三つの職務給導入の型のうち，③の併列型や②の部分的職務給化に

比べて，①の全面的職務給化が最も望ましい職務給導入の型であることは

いうまでもない。何故なら，賃金体系の中核をなす基本給を全面的に職務

給化するところにこそ，十全な基本給の合理化が実現されるからである O

(2) 職務給制度の基本給への個人給の補足的採用

ところで，今日の賃金管理は，決して単純な“労働の対価"だけではな

く，“労働力の対価ないし労働力の所有者の対価"をも考慮しなければな

らないものとして発展してきている O このことは，また，近代的労務管理

の二つの相反する指導原理からみても，当然そうなるべきである。そうだ

とすれば，企業経営にとっては全面的な職務給化が基本給としては理想の

型だとしながらも，なお，企業経営における賃金管理には，個人給的性格

を有するいくつかの賃金形態の採用を否定することはできない。すなわち，

職務給制度の基本給においては，主体給としての職務給の他に，基本給の

補足給として資格給，勤続給の二つの個人給を否定できないのである O

①資格給:第一に，職務給は果して労働者の所有する能力を適正に評価

するか，という問題がある O すなわち，職務給という賃金形態は労働の対

価ないし職務の対価なのであって，それは，職務が労働者に対して要求す

る能力の対価として考えられる O いわば，職務給は職務能力給である O そ

れは企業経営において“同一能力・同一労働 equalwork for equal ability" 

が実現されることによって，能力給=職務給として理解できる。しかし

それが実現されていないとき，特に，労働能力>職務(困難性)の役不足

のとき，そこには，職務を超える能力給=資格給という賃金形態が発現す

ると理解される。ここに，今日の賃金が労働力の対価をなすものとなる一

面をみることができる O なお，職務の質と量において，職務が要求する仕

事以上に仕事が達成されたときに発生する問題が
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たがって，能率加給は職務給を基礎として合理的な加給がなされるべきも

のであると理解される O そして，それが，当然に妥当な能率の算定を前提

とせねばならないものであることはいうまでもない。

②勤続給:第二に，職務給は労働者の労働能力の伸長を適正に評価する

かという問題がある O それは，“労働力の対価"をなす“勤続給"の問題

である O 労働者の勤続は，他の企業に就職し得る機会を失うと同時に，多

くの場合“労働能力の伸長"が認められるのが一般的である O したがって，

企業経営にはこれらの点での保障の負担が存在するのであり，ここに勤続

給の必要性が認められる。

こうして，職務給に加えて，個人給的性格を有する賃金形態として資格

給及び勤続給の二つを否定し得ないのであるが，これらは人事考課による

昇給がともなうものであり，定期昇給の基礎となるものである。

(3) 同一労働同一賃金の原則による労働の対価としての職務給と同一労働

力同一賃金の原則による労働力の対価としての個人給

また，企業経営における賃金原則については，基本給に関して二つの立

場が考えられる。一つは， I同一労働同一賃金の原則」の立場であり，他

の一つは，賃金原則の現実的解釈からする「同一労働力同一賃金の原則」

の立場である。

まず， I同一労働同一賃金の原則」の立場は，“労働の対価"としての賃

金を職務給に求めるものである O 職務給は，職務と能力が同一の場合にお

ける能力給の転化形態をなす一方で，他方，能率加給の基礎をなす。それ

はまた，客観的な職務評価に基づく賃金であることによって，横断的・超

企業的な賃金となる可能性を有し同時に，企業間の職務別最低賃金をな

すものである O なお，職務給は，能率加給の基礎をなすことによって能率

給的性格を有することとなるのであるが，このことは職務給が基本給にお

ける主体給としての位置を確立するさまたげとはならない。こうして，職

務給を主体給とし，これに能率加給を行なう職務給制度は，近代的労務管

理の一分野たる人事管理の範囲に属するものとなる。いうまでもなく人事
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管理は営利原則を指導原理とする経営管理の一分野たる生産管理に包摂さ

れるものである。そこで，職務給とこれにもとづく能率加給は，人事管理

の労働する労働者の最高能率的利用の見地から，“広義の機械化原理"ルに

よって指導される賃金としての意味をもつことになる O それは資本主義経

営がもっ一方の側面である O

次に，企業経営における賃金原則の現実的解釈の立場，つまり， I同一

労働力同一賃金の原則」の立場は，“労働力の対価"ないし“労働力の所

有者の対価"としての賃金を，属人給としての個人給に求めるものである O

個人給には，職務を超える能力の補償としての資格給，勤続による労働能

力の伸長，また，企業への間接的貢献と労働者の犠牲の補償としての勤続

給の二つを含む。この二つは人事考課によるものとされ，定期昇給の基礎

となる O これらは職務給の補足給として位置づけられる。さらに，この二

つの個人給は，各企業経営において賃金支払能力に格差があるという現実

的理由から，個別企業的賃金でもある O こうして，個人給は，近代的労務

管理のもう一つの分野たる狭義の労務管理の範囲に属するものとなる。そ

こで，個人給は狭義の労務管理の，労働者の生活・労働者の勤労意欲の向

上・労働者の人間性回復の見地から，“人間化原理川71 によって指導される

賃金としての意味をもつことになるョそれは資本主義経営がもつもう一方

の側面である O

このようにして，資本主義経営における賃金は“労働の二重的性格川

によって規定されることになる c すなわち，労働者は，他の物的生産力と

ならぶ単なる人的生産力ないし労働力 manpowerとしてのみならず，労働

力の所有者たる人間 humanbeingとして二重の性格を有し，賃金はこれに

規定されるのである。そこで，金業経営は，真の競争力の維持・増大のた

めには，単に労働者の労働力の最高能率的利用をはかるだけでは十分では

なく，同時に，労働力の所有者たる人間，いいかえれば，人間としての労

働者の労働意欲を高揚して，その自発的協力を確保することを不可欠の問

題として採り上げねばならない。こうして，賃金が“労働の二重的性格"
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を反映して，労働者の最高能率的利用を志向した“職務給"および“能率

加給"と，労働者の人間性回復による労働意欲の高揚を志向した“個人給"

および“定期昇給"とを，基本給とすることは企業経営において現実的合

理性をもつこととなる O

(4) 職務給制度における賃金体系

以上から職務給制度における賃金体系をまとめてみると次のようにな

る。

まず，職務給を基本給の主体として，資格給及び勤続給を基本給の補足

とする O その意味で，この賃金体系は，付加給と諸手当を加えて“職務給

制度"となる。主体給たる職務給は，労働者の最高能率的利用を志向する

人事管理の指導原理たる広義の機械化原理を背景とする賃金形態として理

解する O この職務給は狭義の職務評価 jobevaluationを本質として設定さ

れるものであり，能率加給の基礎となるものである O

次に，補足給たる二つの個人給(資格給・勤続給)は，労働者の生活の

安定による勤労意欲の増進を志向する狭義の労務管理の指導原理たる人間

化原理を背景とする賃金形態として理解する。この個人給は企業主観的に，

企業の支払能力的において設定されるものであり，定期昇給の基礎となる

ものである判。

そして，職務給が職務評価によるのに対し，資格給及び勤続給について

は人事考課によって，評価されることになる。

この賃金支払制度〈基本給(職務給+2つの個人給)+付加給+諸手当〉

における 2つの個人給は，企業経営が“労働者の所有する能力"を評価し

た賃金形態として理解できる。

なお，主体給たる職務給と 2つの個人給の賃金絶対額における相対的比

率の決定については，きわめて重要な問題であるが，それは「各企業の具

体的な事情によっておのずから相違するので，一義的に断定を下すことは

できないJ911

ものである。しかしこの 2つの個人給が職務給の補足給で

あるところから，I賃金の主内容は，あくまでも職務給 能率加給にこれ
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をもとめなければならないことは明白なことであって，したがって，

職務給のこの 2つの個人給に対する相対的な賃金絶対額は大きな比率を占

めるといえる C

次の図表23. は，以上に論じた職務給を中心とした賃金体系(ただし，

基本給のみ)をー去にまとめたものである O 蛇足ながら，職務給制度では

この基本給に付加給と諸手当が加算されることになる O

図表23.職務給を中心とした賃金体系(ただし，基本給のみ)

三目、己Iニ

社ム的A 
王 存

職務給 能力給
l 加

基 体 職務評価; 平合日

客観的(労働の対価) (職務=能力) による l

J の

本
J小Z口〉 (基

決定
;礎

事合 補
資格給=能力給

人事与諜主耳給
企塁観的 建生に

個人 給 (職務を超える能えj部分)
足

(労働力の対価) 勤続給 による! 礎基
給 lの

(能力の伸長部分)

(5) (財)社会経済生産性本部・生産性労働情報センターによる“職務等級制

度および職務給"についての分析

なお，昨社会経済生産性本部・生産性労働情報センターが，平成11年11

月22日から12月24日までの期間に，上場企業2，398社を対象に調査した『第

3回日本的人事制度の変容に関する調査(日本的人事制度の現状と課題・

2000年版)j (2000年 3月発表)では，“職務等級制度および職務給"につ

いて次のように分析している(資料田を参照)。

①まず，全般的に，経済や経営のグローバル化の進度にともない，米国企

業に普及している職務等級制度・職務給制度について研究が進んできて

いる(ここでの職務等級制度とは，職務の価値を測り職務序列をつけて，

それに応じた賃金を支払う制度)としている。すなわち，管理職層に職
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務給を導入している企業は21.1%あり，そのうち14.8%が職務給を基本

賃金のベースにおいている企業である C また，導入検討中の企業が22.7%

ある。非管理職層への導入は，現在導入している企業は17.7%で，その

うち10.1%が職務給を基本賃金のベースとしている O また，導入検討中

の企業は17.7%である(資料の p.215参照)。なお，前回の98年の調査で

は，職務給をベースとした賃金支払制度について， Iおおいに関心がある」

は30.6%，Iやや関心がある」は46.5%となっている O

②導入されている職務給のタイプとしては， I職務等級をベースとしながら

も，成果や能力なども評価して賃金を決める」という範囲職務給型が

47.8%と約半数を占めている。この他に， I職務等級に応じたシングル

レートで賃金を決める」という単一職務給型は28.4%，I職務等級をベー

スにしつつ，年令や勤続年数に応じた定昇を含めて賃金を決める」とい

うタイプが17.9%となっている O

③職務給制度のメリットとしては， I職務という明確な基準で格付けられる

ため年功的処遇を避けられる」点をあげた企業が77.3%で最も多い。次

いで「担当している仕事と賃金を見合ったものに出来る」点をあげた企

業の65.6%となっている。

これに対して，職務給制度のデメリットとしては， I職務グレードで賃

金が決まるため，職務給の賃金額の下がる職務への配置転換がさせにく

い」が69.1%で最も高くなっている C 次いで「誰にも納得のいくような

職務序列付けが困難である」点が65.3%となっている O

(6) 労働省労働大臣官房政策調査部による『職務給Jについての分析

また，労働省労働大臣官房政策調査部が平成10年12月(隔年調査)に5，319

社を調査(回答企業数4，890社，回答率91.9%) して，平成11年10月に発

表した速報(報告書は平成12年 1月発行)によれば， r職務給Jについて

は次のように分析している(資料回及び回を参照)0 

①「職務，職種など仕事の内容」で基本給を決定している企業は，管理職

に対してが70.1%で，管理職以外に対しては68.8%である。
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なお，産業別にみると建設業，卸売・小売業，飲食庖に多い(管理職の

場合)0 

Z職務や職種によって賃金体系を別建てにしている企業は52.3%(前回平

成8年調査では50.9%) となっている。

③「仕事給」を賃金支払制度にもつ企業は25.5%で， I職務給のみ」は管

理職で7.3%，管理職以外で6.1%である O また，何らかの形で仕事給を

もっ企業は管理職で48.6%，管理職以外で47.9%である c I職務給のみ」

は，管理職，管理職以外とも，産業としては運輸・通信業，卸売・小

売・飲食庖，鉱業に多いっ

④賃金形態では， I定額制」が99.1%で，そのうちでは「月給制」が96.3%

で最も多い。「年俸制」は12.3%となっている O

第 4I頁 賃金規程の実例および職務給制度導入企業の実例

(1) 賃金規程の実例(3杜)

なお，実際の企業経営で採用されている『賃金規程』について，その実

例を 3社あげておきたい(詳しくは資料回を参照)。

※賃金規程の実例における賃金支払制度の中心となる賃金形態(基本給)

A. 業種:化学および機器(従業員4，000人)の場合

この企業の賃金支払制度(賃金区分)は，その賃金規程第 3条の通りで

あるが，中心となる賃金形態は本人給の中の“本給"である。その“本

給"は“職給ならびに遂行能力"によって決められる(第 5条の1)0

B.業種:スーパー(従業員990人)の場合

この企業の賃金支払制度(賃金体系)は.その賃金規程第 8条に示され

る通りであり，その中心となる賃金形態は“本給"である O この“本給"

は，“職務の質"にもとづいて定められた等級(第21条)と，“年令・経

験・勤務成績"にもとづいて定められた号数(第22条)とによって決め

られる(第20条)。

C.業種:ホテル・レストラン(従業員700人)の場合
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この企業の賃金支払制度(給与の種類)は，その賃金規程第 2条に示さ

れる通りであるが，その中心となる賃金形態は“本給"である。この

“本給"は，“職務内容"と“職務内容に対する能力・成績等"によっ

て決められる(第10条)。

(2) 職務給制度導入企業の実例(詳しくは資料回参照)

A. 日本ヒューレット・パッカード株式会社の場合

(日本型職務給制度のケース)

①日本ヒューレット・パッカード杜]apanHewlett-Packard Co. (従業員約

4，300名)は，コンビュータシステムおよびその周辺機器，電子応用測

定器，電子部品等の製造販売，輸出入，レンタル等を事業内容とする会

社である O

②同社の職務給制度には次のような特色がある。

1.職務給は職務の困難性による相対的差異が基本であるが，職務レベル

の設定に日本的な横並び意識が導入されていること G

2.与えられた職務以外は遂行しないといった個人主義を防止するため

に，従業員個々人に割り振る職務は，その60~70% とされ，残りの30

~40%は管理職が適宜与えるようにしかつ，評価の対象とされてい

ること O

3. 日本における雇用慣行である長期勤続におけるモチベーションを考慮

して，賃金カーブにはタテ軸のレンジ幅とヨコ幅の年齢幅が設けられ

ていること O

←ー←いわゆる同社の職務給制度は日本型職務給制度といえる C

B.武田薬品工業株式会社の場合

(範囲職務給のケース)

①武田薬品工業株式会社は，医療用医薬品の他，一般の医薬品，食品，ビ

タミン，化学品，農薬等の製造販売を事業内容とする会社である C
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②同杜の職務給制度には次のような特色がある。

1.職務評価において幹部社員と一般社員を区別し，前者には， HAYガ

イドチャート・プロフイール法という職務評価法によって HAYポイ

ントが算出され，これによって職務等級制度が設けられること。また，

後者には，アカウンタピリティー(成果責任)とコンピテンシー(行

動特性)が取り入れられたポイントシステムという職務評価法によっ

てACEポイントが算出され，これによって同じく職務等級制度が設

けられること O このコンピテンシーを取り入れた職務評価とポイント

システムという職務評価法は，我国では同社が初めて採用したもので

ある O

2.幹部社員の賃金(基準内賃金)は全くの職務給のみで決定され，また，

一般社員の賃金(基準内賃金)は，職務給の他に本人給(一定の生活

水準を保持するためのもので，評価によって影響を受けない基本的な

賃金部分)が設けられること。

3.職務給には， R' S . Eという 3つのゾーンと，それぞれのゾーンに

12・24・48個のステップが設けられ，年功的色彩のない職務等級別の

職務給になっていること O

一一いわゆる同社の職務給は範囲職務給といえる O

C. 日本電気株式会社の場合

(併列型職務給のケース)

①日本電気株式会社は.通信機器，コンビュータをはじめとする電子機器，

電子デバイス等の製造販売を事業内容とする会社である O

②同社の職務給制度には次のような特色がある。

1.賃金支払制度において，一般職，主任職，管理職はそれぞれ異なるこ

と。一般職は“本給"と“仕事・資格給主任職は人事考課による

月額給与，管理職は年俸制が採用されること。

2. 一般職の“仕事・資格給"は，資格にリンクされた仕事給であり，い
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わゆる職務給である O 賃金額のウエイトが高まれば職務給制度となる

ものであること。

3.一般職の“本給"は属人給であり，ここから一般職の賃金支払制度は

職務給と属人給の併列型となること O

一一いわゆる同社の職務給(一般職)は併列型職務給といえる。

第 4節 “意思決定"要素による職務評価(バターソン法)

近年の金業経営における情報化の進展にはめざましいものがある O そし

て，この情報化が企業経営のシステム化をもたらしていることを考慮する

とき，これと関係の深い“意思決定 decision-making"の質を職務jobの質

としてとりあげるバターソン法 PatersonMethod は注目さるべき職務評

価の方法である O つまり，意思決定の質を職務の価値として重要視するバ

ターソン法は情報化に適合する職務評価の方法として妥当性を有するとこ

ろから，以下にその詳細を紹介することにしたい。

第 1項評価要素および評価尺度

(1) 評価要素~意思決定 decision-making ~ 

バターソンは， I企業の全労働者の職務は，同じ方法で分析され，等級

への格付けがなされ，評価がなされねばならないJ93i

として，ブルーカラー

とかホワイトカラーとか，あるいは，スタッフのためとかのそれぞれ“異

なる賃金支払制度"は認められないという O つまり，パターソンは，一企

業の全職務に対して，単一の職務評価法を適用すべきだというのである C

また，彼は，労働者は職務においてはそれぞれ異なるが，待遇においては

公平であるべきだとする 3 そして，企業の維持発展のために遂行される自

己の職務に対しては，“適切な価値による評価円"1がなされ，それによって，

公平なケーキの分け前 fairshare of the cakeが得られるべきだと主張す

る。

すなわち，パターソンは， I記録にある歴史の初めから，重要な意思決
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定の職務は，大きな報酬に値してきたし，そこには常に意思決定の性質の

相違があったということに注目して，この“意思決定 decision-making"

を，企業の各職務が有する“適切な価値"としてとりあげるのである C そ

して，この意思決定の性質の相違や，意思決定における重要性と報酬との

関係が，一般にどこででも同じパターンをとるところに着目しその相違

を社会的・客観的なものとしてとらえ，これによって企業の全職務を評価

しようとする C しかも，パターソンは，課長や事務員や実験室の助手とい

うような.r業務によって職務の価値を比較し評価して意見を述べることは

不可能に近い」出 J ことであるとして，この“意思決定 decision-making..要

素をただ一つの職務の価値として採用することを強調する。したがって，

図表24.Charles Walter Lytleによる評価要素

工学校教育的内容

a.熟練 Scholasticcontent 

Skill l:i訓練期間

Learning period 

玄精神的努力

b.努力 Mentalapplication 

Effort 主肉体的努力

c.責任

Responsibility 

d.作業環境

Working 

conditions 

Physical rεsistance overcome by operator 

.a;過失の重大性

Seriousness of errors 

;亘解決すべき問題の独自性

Originality of problεm 

z監督度

Degree to which work is supervised 

gチームワークおよび対外接触

Teamwork exercised by operator 

⑨危険・不愉快度

Hazards and disagreeable conditions 

志作業員への支出

Expense to operator 

(Charles Walter Lytle. 10b Evaluation Methods， Ronald Press Kew York 

1946.l 
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それは複数の評価要素に分類・再分類されることもなく，また，ウエイト

付けがなされるようなこともないのである。つまり，それは，われわれが

理解するような複数の評価要素の採用とは，全く異なるものである O

そこで，いうならば，パターソン法は図表 24. に示すように多くの評価

要素を設定するものではなく，“意思決定"という評価要素のみに基づいた，

一企業における単一の職務評価法であるということができょう。

(2) 評価尺度~意思決定構造 Decision-structure ~ 

さて，パターソンは，この“意思決定"要素によって企業の全職務に対

する評価尺度をっくり上げる O すなわち，“意思決定"要素は，当初は各

職務が内的に有するところの“適切な価値"として把握され，その性質の

相違が分析され，評価の対象とされる O そして，次に評価尺度が設定され

る段階においては，各職務とは別個に独立させられた，いわゆる評価のた

めの要素として，さらには進んで，かえって各職務を評価する尺度となる

訳である。

そこで，次に，パターソンによる評価尺度~意思決定構造 Decision-

structure ~の設定についてみていくことにしよう。

まず，パターソンは経営組織における“意思決定過程 Decision-process"1，1 

に注目する。それは次に示すようなものである。

図表25.意思決定過程 Decision-process

4. l 〈 hhω叫叫叩…ed帥山山d白伽伽b凶恥凶a配叫ck
(同f帰帯)

l. 2. 3. 
Inf.-一一-0-→Conc.---{壬一→Dec.一一号Lー-fExec 
(情報判断意思決定執行)

|5  
Feedforward一---{コ

(前進)

この図表では，パターソンは，情報 Information.判断 Conclution，意思

-103 



近代企業における賃金管理制度の研究

決定 Decision，執行 Executionの四つを意思決定過程の機能単位としてあ

げ，それぞれの関係(1.~ 5.) を次のように説明している。

1.情報一一判断の関係 (0印)

この関係での判断単位者は情報単位者の上級者である O 情報単位者

は判断単位者に対して，情報提出についての責任をもっO また，判断

単位者は情報単位者に対して命令する権限をもっO

2.判断一一意思決定の関係(口印)

この関係では情報の適否の関係を有する。判断単位者と意思決定単

位者は“同位置"にある者である。

3. 意思決定一一執行の関係(マ印)

この関係での意思決定単位者は執行単位者の上級者である。意思決

定単位者は執行単位者に対して命令する権限をもっO

4.執行←ー情報の関係(回帰)

これは“意思決定"を執行した結果の，情報単位への回帰で、ある C

必要な場合には，意思決定の修正による調整がなされる。この関係で

は情報の適否の関係をもっO

5.情報一一一執行の関係(前進)

これは“判断"や“意思決定"以前の，執行単位における実行可能

性についての，正確で妥当性ある事実の確認のためのものである c こ

の関係では情報の適否の関係をもっO

このような意思決定過程 Decision-processの5つの関係の説明から，彼

は図表26. のような“意思決定の複合 Decision-complex川を提示する O

以上のようなパターソンの意思決定過程 Decision-processは，バターソ

ン独自のものであり， Information (情報)・ Conclusion(判断)・ Decision

(意思決定)・ Execution(執行)の四つの機能単位を設定し，それぞれの

機能単位聞の関係を明確に示すものとして評価できょう O

そこで，パターソンは，このような意思決定過程から企業経営における

“意思決定の相違"を次のように 6種類示す凶 o
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図表26.意思決定の複合 Decision-complex

(上級者)
Conclusion 

(判断)

Line X I 

|ト
Information 

(情報)
(下級者)

マ印:命令(責任)関係

口 印:情報の適否の関係

O 印:連絡可能な関係

Line X :同位置の関係

(上級者)

O Decision 
口 (意思決定)

トト
O Execution 

口 (執行)
(下級者)

①会長や社長の，企業の生産活動や販売活動等についての“政策

policy"に関する意思決定。

② 製造部長・販売部長・経理部長・デザイナ一等の，政策 policyを実

行するための“計画 plans" に関する意思決定。

③ 生産課長・販売課長・経理課長等の，計画 plansにもとづく活動計

画の“具体化 interpreting" に関する意思決定。

④熟練機械工・監督工の，例えば生産開始についての立案のような

“実施過程 process"に関する意思決定。

⑤ 実際に機械を動かす工員や，帳簿の記入をしたり切手を貼ったりす

るような事務員や，タイピスト等の，“作業 operation"に関する意思

決定。

⑥ 作業上の“要素 elements"に関する意思決定。
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このような六つの意思決定の種類(相違)にしたがって，次に，パター

ソンはそれぞれの意思決定の種類に対応する管理層および労働層をあて

るC すなわち;

①政策 policyには 最高管理層 topmanagementを，

②計画 plansには 上級管理層 seniormanagementを，

③ 具体化 interpretingには一一一中級管理層 middlemanagementを，

④ 実施過程 processには一一←一一熟練労働層 skilledを，

⑤作業 operationには 半熟練労働層 semi-skilledを，

⑥ 作業上の要素 elementsには一未熟練労働層 unskilledを，それぞれ

対応させるのである。

こうして，彼はこの六つの意思決定の種類を， Band (職帯)l()IIJ と名付け，

政策 policyを“BandE"とすることから順に，計画 plansを“BandD 

具体化 interpretingを“B臥an凶dC"，実施過程 processを“Ba加ndB"，作業

operationを "Ba加ndA"，作業上の要素 elementsを“Band0" と分類し

ていくのである。そして，以上のような意思決定の種類一-Band(職帯)

には，それぞれに“調整 coordinating"1Q，が必要とされるとする。すなわ

ち，例えば社長は副社長を，専務取締役は製造部長や経理部長や技師長等

を，課長は係長を，監督工は熟練工を，班長は半熟練工を，それぞれ調整

するとする O なお，未熟練工は自動的に半熟練工としての意思決定をして

いる未熟練工に調整されるとする。

このようにして，バターソンは未熟練労働層を除く各 Band(職帯)に，

“調整 coordinating"を追加して， 11の“Grade(等級)"1ぽ!を設定する c

なお，ここで奇数の Grade(等級)は，その下の Band(職帯)の意思決

定を調整するという，調整的意思決定を併せもっとしている。

以上が，パターソンの提唱する，“意思決定の種類"に基づいた評価尺

度としての“意思決定構造 Decision-structure..である。これをまとめた

ものが図表27.川である 3

〈図表27(意思決定構造)における各 Band(職帝)についての説明>
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図表27.意思決定構造 Decision-structure

Band Kind Title Grade Kind Title 
(職帝) (種類) (職階) (等級) (種類) (職位)

10 副司 整 社 長
E 政策の決定 最高管理層

9 政 策 扇Ij 社 長

8 調 斗赦E乙 耳Z 締 役
D 計両の決定 ヒ級管理層

7 画 音E 長

6 調 整 課 長
C 具体的決定 中級管理層

5 具体化 係 長

4 調 整 監 督 工

B 日常反復的決定 熟練労働層 熟練工
3 日常反復化

(専門技術工)

2 調 整 班 長

A 自動的決定 半熟練労働層 半熟練工
自動化

(機械工)

O 限定的決定 未熟練労働層 O 限定化
未熟練仁

(一般労働者)

① Band E 

これは，企業の進路に関する広範囲の方針についての，重役会によ

る意思決定。重役会レベルでの経営に関する意思決定である O

② Band D 

これは，政策の実行方法に関する計画についての意思決定。例えば，

生産のマスター・スケジュールの決定のようなものである C これは製

造部長・技師長・経理部長というような部門管理者によって立案され

る計画に関する意思決定である。

③ Band C 

これは， Band Dの計画の範囲内で，何がなされるべきかについて

の意思決定。例えば，装填する機械をどれにするか，労働者の割り当

てをどうするか，原価計算手続きはどのようなものにするか等の意思
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決定である。

④ Band B 

これは， BandCで決定されたことについての実施過程 processにお

ける意思決定3 例えば，熟練施盤工による施盤の準備，上級事務員に

よる原価資料の入手方法等の意思決定である O

⑤ Band A 

これは，実施過程 processを構成する作業operationに関する意思決

定。例えば，機械工による準備された施盤の操作法の決定，標準的な

原価計算の形式の使用方法についての決定等であるc

⑥ Band 0 

これは，作業を構成している要素 elementsについての一般労働者に

よる意思決定。この一般労働者は，その作業内容や実施方法について

はすでに正確に教えられている O この種の意思決定は 2~3 日以内，

あるいは数分以内というものさえあるほど，短時間で修得可能な作業

についてのものである O 例えば，部品の組み立て，清掃，一覧表の様

式の作成等である c

そこで，各職務はその意思決定の性質の相違をそれぞれ評価され，この

意思決定構造 Decision-structure(評価尺度)における Grade(等級)のど

れかに格付けられることになる。

ただ，実際の格付けに当っては，パターソンは一つの Grade(等級)内

において職務価値たる意思決定の相違を，より詳細に示すために，

Subgrade (補助等級)1州を採用する O そして，その Subgradeの数につい

ては・

④ 四つや五つ，あるいはそれ以上に分類するよりも，“低い・中間・

高い"とか，“困難・中間・容易"とかいうような，連続した三つに

分類するほうが単純であること。

② その単純さの故に，二っか三つに分類することは容易に理解され，

承諾されること O そして，この理解や承諾は payの設定には最も重要
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なことであること O

③ 評価の過程で， Subgrade はGradeの分類に従って区分されること

になるが，少数の Subgradeならば計算や交渉に当っては容易である

こと C また，長所や経験を認めて Subgradeを増やすような場合には

都合がよいこと C

というような理由から， (a)各奇数の Grade(等級)には最大限三つの

Subgrade (a . b . c) を採用し， (b)各偶数の Grade(等級)には最大限

三つの Subgrade(a . b) を採用するのである O そして，この Subgrade

は特に BandB ・A'Oにおいては，それぞれの労働層の労働者による

並置や比較が容易になされるので，必要度が高いとされるのである包

なお，パターソンは，このような格付けの実例として，化学工業会社・

製鉄会社・印刷会社・保険会社・公益事業の五つの企業の例を紹介してい

るO

第 2項職務評価手続き

(1) 職務評価の実施機関

バターソン法の職務評価手続きは，“格付け会議"と“職務査定委員会"

によって実施される O

まず，格付け会議は，次の二つのステップl刊を実施するものである。

1.現行の組織構成の作成，および，リストアップした全職務の精査。

2. “現行の給料支払構造"としての， Grade' Subgradeへの格付け，お

よび¥BasicPayの記入。

次に，職務査定委員会は，以下のような 5つの段階M を追って実施する

ものである。

1.設計された現行の給料支払構造に明白にみられる異常な点(その職務

の Payをさす)の指摘・討議。

2. Pay curve一“Bandand Grade Pay Curve"の作成。この curveは，

Bandへの配分の状態やその意味を明らかにする上で意義がある=当
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委員会では，この curveが全体の給料支払構造を満足させ得るもので

あるかどうか，あるいは，不規則な配分が存在しないかどうかを判断

する。

3. Pay curveへの Gradeboxの設定。ここでは， Grade box聞の異常な

重複，かなり低い Payを含む Grade，あまりにも多い Payの数があ

るGrade，Gradeboxの異常な大きさなどが明らかにされる O

次に， Payにおける格差の“不公平さ"の処理。その例としては，次の

ようなものがあげられる。

①現在の Gradeboxが標準的な Gradeboxより下ならば，それを標

準的な Gradeboxまで引き上げること。

②あまりにも高い Payは，その Payに見合 った 上位 の職 務

(Grade)に昇進させて，標準的な Gradebox内に入れるか，ある

いは，その職務には臨時的に高い Payが支払われるものとして再

編するかの決定をすること。

③標準的な Gradeboxを超えた Payがなされる職務によって， Pay 

curveと共に標準的な Gradeboxをも引き上げる機会とすること O

そして，その結果，これらの職務を公平な配分の範囲に入れるこ

と。ただし，このことによって，従来より以上に多くのPayがなさ

れる職務がふえることになるが，なお現行のレベルのPayにとどま

る職務もあること O

4. 各 Gradeへの， Grade boxに含まれる Subgradeの設定。これは，高

い Subgradeの Payと低い Subgradeの Payの聞に一線をヲ|くこと

で区切りがつけられる c 当然，この場合は，二つの Subgradeへの区

分を意味している Q また，各 Gradeboxの境界にある垂直な接線で，各

Gradeは接続することになる。

5. Payに関する政策や構造の必要な変更についての決定。例えば，

Subgradeのさらに正確な設定， Subgrade内で報酬を増加させるため

の基準の設定など。ただし，このことは，本来の職務評価からは外的
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な機能である。

なお，職務査定委員会の決定事項は，次の三種類m となる。

1.給料支払構造についての政策における決定。

. Pay curve 

-現行の Paycurveの傾斜についてと，その傾斜にどのような変化を

採用すべきかについて。

. Gradeおよび Subgradeにおける Payの重複について。

2.異常な Payに関する決定。

・どのような職務が Paycurveに属さないところで報酬を与えられて

いるかについて。

-どのような職務が報酬の上でよく待遇されているかlこついて。

3. 臨時的な Payにおける決定。

-労働条件について。

-労働市場の影響について。

・特別な場合の，いわゆる特別手当の支払いについてD

(2) 格付け会議による職務の格付け

以上のように，職務の格付けについては，“格付け会議"によって実施

されるのであるが，この会議は“職務査定委員会"とは別個の機関川であ

ることを，強調しておきたいc この格付け会議は，次のような資格を有す

るメンバーによって構成109 されるものである O

1.職務評価の全計画に責任をもっ議長。

一一職務の格付けに関して精通している者。

2.職務についての知識を有する分析者。

ーー一職務に関する詳細な・情報を準備する者。

3. 責任ある職務に就いている課長。必要ならばそれ以外の課長。

4.労働組合，あるいは職務評価の理論に詳しい者。

以上のようなメンバーによって構成された格付け会議は，“課業を分析す

る"110) というやり方で，職務をただちに Band(職帯)，および，その Band



近代企業における賃金管理制度の研究

の奇数の Gradeか偶数の Gradeかに位置づける c ただ，課業分析の形

式による Grade付けにおいては，複数の課業をもっ職務，しかも，複数の

Grade付けにつながる職務については，特に慎重に検討されることになる C

なお，実際の格付けに当っては， - Grade内において，より詳細に，職

務における価値の相違を示すために， Subgrade (補助等級)が採用され

る。それは，特に Bando. A . Bにおいては，それぞれの労働層の労働

者による並置や比較が容易になされるだけに必要度が高い。そこで，

Subgradeの数Jl:!については以下のような理由によって，奇数の Grade

( 9・7. 5・3・1)には最大限 3つ (a.b.c)が採用され，偶数

の Grade(10. 8 . 6・4・2・0) には最大限二つ (a. b)が採用さ

れる C

第31頁 バターソン法による職務評価の事例(化学工業会社の場合)

そこで，次に，パターソンがあげる五つの会社についての事例のうち，

化学工業会杜の場合をとりあげて，パターソン法適用の是非を検討してい

くことにしたい。

なお，この会社は，英国の国際的な企業の子会杜で，多種類の化学製品

を製造・販売している会社である。

(1) 現行の組織構造

まず最初に，この会社の“現行の組織構造"が図表28. のように作成さ

れるハ

この組織においては，職務は，垂直的には技術的な側面と化学的な側面

が重視して採用されている C また，水平的には各部門を相互に結合するよ

うなものとして採用されている O その職務の数は46であるが，職務記述書

の調査により必要と認められる12の職務が新たにつけ加えられ，全部で58

となっている C

(2) Grade. Subgradeへの格付け

そこで，この58の職務は評価尺度(意思決定構造 Decision-structure)
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図表28.現行の組織構造

海外販売部長一 ------1 海外の代表者

国内販売部長一一← !醐上級販売J折H当代去者

販売担当代表者

製品計両相当マネージャー

( 6名)

化学者の長 (RとD)

市場部長一一一一一一一一一一一 一一一一 1-jプロジェクトの指導者 (RとD)

プロジェクトのt日当主主師
化学者 (RとD)

実験室マネージャー 他.

サービス担当化学者の長

者学化

長

員

他

当

の

・

一

務

担

者

者

他

ヤ

事

者

ス

学

学

イ

当

理

ピ

化

化

者

パ

担

管

一

析

析

学

席

場

庫

サ

分

分

化

首

相

倉

長スビサ先音山
日
寸

長十
L

A
4』

a

口田

購買部長一一

整備拘当マネージャー

生産管理者(化学製品)他.

他.

エンジニアリング-セールス

ifl当マネージャー

組立て担当マネージャー

技師他.

エンジニアリング

.サービス担当

マネーンヤー

技師長|生産担当マネージャー 1 r生産担当技師

( 3名…x.y. Z) I l生産見積り担当者他.

工業関係技師他.

l 生産管理者他.

一，-デザイン事務所担当

マネージャー 他.

(T. T. Paterson. Job Evaluation. Vol. 2， p. 106) 

により，次の図表のように Grade. Subgradeに格付けられ，その格付け

の後で，“BasicPay"が記入113 きれる O

q
t
u
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図表29.現行の給料支払構造

Job 
職 位 Grade Subgrade 

Basic Pay 

No ($ ) 

副社長 9 30，000 

CGrade 7) 

2 技師長 7 C 25，050 

3 市場部長 7 C 24，900 

4 国内販売部長 7 C 24，000 

5 海外販売部長 7 a 21，300 

6 購買部長 7 a 18，000 

7 得意先サービス部長 7 a 16，800 

(Grade 6) 

8 製品計画課長(L) 6 C 15，300 

9 生産課長 (z) 6 C 15，000 

10 製品計画課長(J) 6 C 14，700 

11 製品計画課長 (K) 6 b 15，900 

12 製品計画課長 (N) 6 b 15，600 

13 エンジニアリング・サービス担当課長 6 b 14，550 

14 製品計画課長 (M) 6 a 16.500傘

15 製品計画課長 (p) 6 a 14.100 

16 化学課長 (RとD) 6 a 12，900・
17 生産課長 (y) 6 a 12，600 • 

(Grade 5) 

18 生産見積担当係長 5 C 15，900 • 

19 化学サービス担当係長 5 C 13，200 

20 地域別販売係長 戸J C 13，200 

21 生産係長 (X) 5 C 13，200 

22 プロジ、ェクト担当技;師 5 C 12.300 

23 首席バイヤー 5 b 12.020 

24 生産係長(技師) 5 b 12.900 

25 倉庫係長 D b 12.600 

26 エンジニアリング・セールス担当係長 5 b 12.450 

27 整備担当係長 5 b 12，450 

28 デザイン事務所担当係長 5 b 12，000 

29 工業関係の技師長 5 b 12.000 

30 技師 5 b 8.550・
31 化学者 5 b 8.400 • 

32 分析化学係長 5 a 12，000 
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33 組立て担当係長 5 a 11.400 

34 プロジェクト担当係長 (RとD) 5 a 9.300 

(Grade 4) 

35 製造監督仁(化学関係) 4 b 11.400 • 

36 国内販売担主主任 4 b 10.380 

37 実験室担ペ主任 4 a 9.000 

38 -職工長 4 a 8.400 

39 分析化学者(部署の主任) 4 a 7.800 

(Grade 3) 

40 生産見積担当者 3 C 10.800 • 
41 相場担当事務員 3 C 9.900・
42 サービス担当化学者 3 b 7.800 

43 -機械組女王 3 b 7.560 

44 -電気技師 3 b 7.560 

45 -組立て工(溶接I) 3 b 7.560 

46 -翻訳者一製凶者 3 a 9.300 

47 -作業所の主任(化学関係) 3 a 7.800 

(Grade 2) 

48 -荷役係(化学関係) 2 b 7.500 

49 -倉庫係の班長 2 a 7.800 

50 -運送関係荷役係 2 a 7.500 

51 -イ苛役係(雑役担当) 2 a 7.500 

(Grade 1) 

52 -タンク係 C 7.560 

53 -運転手(連結車) b 6.270 

54 -化学製品の製造工 b 6.240 

55 -ペンキの吹き付け係 b 7.560 

56 -化学製品の雑役係 a 6.240 

(Grade 0) 

57 -フォークリフト卒の運転子 O C 6.240 

58 -一般の肉体労働者 。 a 5.790 

(T. T. Paterson. Job Evaluation. Vol. 2. p. l07~108) 

(3) 異常な点をもっ職務の指摘

さて，上記の図表の市印のついた職務ナンバー，つまり， Job No.l4・

16・17・18・30・31・34・35・40・41・46・52・55・57の， 14の職務につ

いては，次のように種々の異常な点が指摘される O
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1. (No.14:製品計画課長 M-) 

これは Grade6の中では，いくらか Payが高くなっている O それは，

この職務在位者が若い者の多い中では，退職に近い，かなりの年令の

者であることから， Basic Payに付加がなされているからである。

2. (No.16:化学課長-RとD-)

これは過度に低い Payである。誤った等級づけといえる。なお，後

にもみられるように，全般的に化学者にはかなり低い Payがなされる

傾向がみうけられる。

3. (No.17:生産課長 y-) 

これは組織の再編によって，新しい責任を負ったばかりの職務であ

るO しかしその Payはまだその責任に対応してはいない。

4. (No.18:生産見積担当係長)，および， (No.40:生産見積担当者)

これは，両者ともに過度に Payが高い。その Payは計算を度外視

しているといってよいほどである O このことはかなり高水準の Payと

して， Pay curveにも現われることになる O これは，以前の組織構造

からそのまま持ち込まれたものである O

5. (No.31:化学者)，および， (No.39:分析化学者)

これらについては，同じ Gradeの職務からみるとき，番外ともいえ

るfG;t"、 Payである。

6. (No.34:プロジェクト担当係長)

これは， No.31の化学者と同じく，低い Payである。

7. (No.30:技師)

これも大変低い Payである O それは，No.42のサービス担当化学者と

の比較の結果，取引先への進言という同じ職務内容をもつことが理由

となって，同等の Payがなされているからである。しかし技師は，

ユニークでしかも困難な“具体化 interpretive..の意思決定の必要と

実施という点では，化学サービス担当係長と同じとみるべきである O

8. (No.41:相場担当事務員)

116-
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これは非常な熟練を要する職務であると考えられる 2 そのため，

Basic Payに，経験による付加や奨励のための手当が加えられている。

9. (No.46:翻訳者一製図者)

これは独特の職務である C 現在，この職務にある者は言語学者であ

り，海外との工芸に関する通信に当っている O この例外的な職務にお

いては， Basic Payに恐らく秘密の付加がなされていると思われる。

10. (No.35:製造監督工 化学関係一)

この種の職務が最初に現われるのは， Grade 5においてである O そ

の職務内容は，毎週の積み込みを計画したり，在庫のための臨時の製

造数量を計算したりすることである O そして，そのようなことは，そ

の完遂についての責任をもっ購買部長によっても，毎日精密に調べら

れている 2 そこで，この職務内容は NO.35の製造監督工から分離して，

Grade 5に移すか，あるいは，職務内容はそのままにして Grade5の

Payとするかが考えられる C

11. (No.52:タンク係)，および¥(No.55:ペンキの吹き付け係)

これは，どちらもその職務にある者が年期奉公をした“熟練工"な

ので，“熟練"の Payになっている=この二つの Grade1の職務では，

熟練した者がよい仕事をするという信念の故に，熟練工が使用されて

いる c

12. (Grade 2の荷役係の全部)

これは“実在来束"の Payである C

13. (No.57:フォークリフト車の運転手)

これは， Payからみて Grade1の職務と考えられるが，そう言える

確たる証明の資料は何もないc

以上のような指摘から，結局，職務の No.16・17・18・30・31・34・39・

40・52・55・57の， 11の職務の BasicPayについての調整が勧められる c

なお，全体として，この現行の BasicPayの金額と Gradeへの格付け結果

との関係をみると，他の Gradeでは，おおむね相関関係が濃いのに対し，

円
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Grade 6においてはむしろ薄いということが明らかである。

(4) Band and Grade Pay curve (Dog-leg) 

そこで， BandとGradeの現行の Payの金額から，次の図表30. のよう

30 

図表30.BandとGradeの等差中項

Band Pay Grade Pay 

E 9 30，000 

D 21.700 
24，660 

18.700 

C 13，560 
15，200 

12.500 

B 8，800 
9.800 

8.240 

A 7，010 
7，575 

6.250 

(T. T. Paterson， Job Evaluation， Vol. 2， p. 110) 

図表31. 8and and Grade Pay curve 
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な“等差中項"を算出し，これによって，“Bandand Grade Pay curve" 

を図表に示すコ

そうすると，図表31. (Band and Grade Pay curve) において“Grade9 

から 4まで"と，“Grade3から Oまで"とは，それぞれに直線となるが，

この両者は BandBの点において“Dog-leg(逆くの字型)"1凶を示すこと

がわかる。このことは，次の二つのことを意味しているc

1.管理層(BandE . D . C)から，労働層(BandB ・A'0)が区別

されているということこ

2. 労働層の Payが奨励手当を含むために，部分的に高い Payとなって，

この curveの傾斜をゆるくしているということ。

(5) Grade-boxの設定

次に，この Paycurveに現行の各 GradeのBasicPayの金額を記入し

(・印)， Gradeごとに“Grade-box" を描くと，次の図表のようになる O

亡2
g 
U予

h 
C可
丘司

30 

20 

10 

図表32.現行の Grade-boxs

70: 

(・印)・各 Gradeの
Basic Payの金額

( x En) : Dog-leg 

o 234  5 6 7 9 

Grades 
(T. T. Paterson. Job Evaluation. Vol. 2. p. 111) 
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この図表32. をみてわかることは，次の 4点である O すなわち，

まず，いままでにこの会社では職務評価法が採用されたことがないと

いうことである。

1. 

また反対に，化学の Payが過度に高く，2. 生産見積担当者 (No.40-1S)

この両者はどの Payが過度に低いということである O者 (No.39-16)

ちらも， Grade curveに平行に描かれることになる O

また， Grade 3 boxが， Grade 4と2の boxに重複しているというこ

とである O

3. 

4. Job NO.35 (Grade 4 box)をGrade5 boxに移し，Job No.41と46(Grade 

を除外すると，“Dog-leg(逆くの字型)"が Grade3で生じる3 box) 

ことになるということである C

Pay curveの調整(6) 

そこで，上述の第 4の点から， Grade 3が上部の直線 (Grade9 ~ 4)の

調整された Paycurve 

各 Gradeの

BasIc Payの金額

)
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(T. T. Paterson. Job Evaluation. Vol. 2. p. 112) 
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最下部に延長されて，新しく接続されることになる c このことは，JobNo.38 

(職工長)は，熟練工・半熟練工・未熟連工と同じ下部の直線 (Grade0 

~3) 上に接続されることでもある C 以上を示すと図表33. のようになる。

この図表33. において，下部の Grade(0 ~ 3)の Payは，当然のこと

であるが，上部の Grade(3 ~ 9) にくらべて，相対的に低くなっている。

そこで，下部の Gradeの Payを引き上げるためには，まず，その現行の

Payの， Basic Payと奨励手当との区別をすることを考えるべきである。

つまり，現行の Payから，真の意味での BasicPayを抽出することを考え

るのである。そうすると，下部の Grade(0 ~ 3)の直線が上部の Grade

(3 ~ 9)の直線に接続されることになり，その結果，下部の Payの上昇

につながると考えられる。すなわち，このことは，これら下部の Gradeの

Payが管理層の Payと同じ直根上で，しかも，現行の BasicPayが保障さ

れた上で，昇給していくことを示すものである。こうして，生産見積担当

者 (No.40-18)の Payが Gradeboxに含まれることとあわせて，首尾一貫

した賃金支払構造が出来上ることになるこ

(7) Subgrade boxの設定

次に，この首尾一環した Paycurveの各 Gradebox内に，図表34. に描

かれているような a. b . cの三つの Subgradeを， "Subgrade box" 

として示す。この Subgradeboxは，各 Gradeにおける Subgradeの Basic

Payに重複がみられるところから，当然に重複して描かれている。もっと

も， Gradeの重複は不可であるが， Subgradeについては重複してもよい

しあるいは，重複しないでもよいとされる C なお，現行の Grade4には，

aとbの二つの Subgradeしかないが，それはこの Gradeに，意義のある

職務の数が十分になかったことによる O

また，この図表34. のような Paycurveによれば， Payの計算が容易に

なることから， Grade' Subgrade，あるいは， Jobの数が増え，そのこと

が，結局， Payの増加につながると考えられる。しかしそれらの増加を

超えて，次のような二つの長所があげられる。

つ】
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図表34.Pay curve and Grade boxes (勧告)

30 

(a . b . C) : Subgrade 

20 

(x印): Gradeの Pay

10 

23456789  
Grades 

(T. T. Paterson. Job Evaluation. Vol. 2， p. 114) 

1.その Gradeに見合った，より高度の困難な意思決定がなされるように

なるという， Gradingの経済性が認められること C

2. また，特に“調整"機能の委譲によって，コントロールの間隔が短縮

で、きるようになること。

(8) 組織構造の再編についての勧告

最後に，この会社の組織構造の再編について，特に BandDについて，

勧告がなされる。その再編の中心点は， Grade 7を， Grade 8とGrade7 

に区分し，これまで Grade9の副社長が担当していた“調整"機能を，こ

の Grade8に委譲することである O そうすることによって，副社長に本来

の“政策 Policy"に関する意思決定をなさしめるのである。それは，具体

的には，三つの専務取締役の職務 (Grade8) を新設することを勧告する。

そして，この Gradeが実行委員会ないし副社長の政策決定補佐機関として
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機能するようになることを示唆するのである C

このようにして，新しく再編された組織構造(BandDについて)は，

次の図表のようになる O

図表35.Band 0における組織構造の再編(勧告)

Grade 

9 8 7 6 5 

販売担当 l 一地域別販売係長

専務取締役 海外販売部長

プロジェクト担当技師

化学課長一ー プロジェクト担当係長

化学製品
(RとD) (RとD)

および
得意先 化学サービス担当係長

サービスー 分析化学係長
計画担当

部長 化学者
専務取締役

両日 購買部長一 倉庫係長

生産係長(化学関係)

ネ士
生産見積担当係長

生産係長(技師)

計画・原価担当係長

長 デザイン事務所担当係長

工業関係の技師長

技師長 整備担当係長

(!ム) エンジニア エンジニアリング.

リング・ セールス担当係長

サービス 組立て担当係長

担当課長 技師

生産謀長 (y)

一生産係長 (y)

生産課長 (Z)

(T. T. Paterson， Job Evaluation， Vol. 2， p. 115) 

第 4項バターソン法についてのまとめ

以上，バターソン法における評価要素としての“意思決定 Decision-

making"要素と，その意思決定の種類に基づく評価尺度たる“意思決定構

123 
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造 Decision-structure"をみた上で，化学工業会社へのバターソン法の適

用事例を紹介したコ

ところで，経営組織の本質は，“責任事項とその関係の規定町引であるが，

この責任事項は，“経営全体の観点から，職務の配分として科学的に規定

されるもの "11(;である c つまり，この職務の配分によって責任と権限が基

礎づけられ，個々人の職務上の責任と権限が展開される。そして，特に，

経営組織においては，この職務の配分による責任と権限の中に，人がはい

り込むという点が強調されねばならない。そこで，“経営組織の性格は職

務の体系として把握"11 ~ J されるのであるが，この経営組織の基底にあるの

は，動的・内的な人間の意思決定過程 Decision-processl181 に他ならない3

すなわち，この意思決定の過程が，とりもなおさず職務の体系として把え

られるのである O こうして，経営組織は意思決定過程を質的内容とする職

務の体系に基づいた責任と権限の体系となるのである O

また，この意思決定過程の問題は近代組織論の中心テーマであるが，バー

ナードニサイモンは，この“意思決定"を，I一定の目的を達成するため

の，代替的手段のうちからその一つを選択する合理的な人間行動であるJllリ

としている。そして，この意思決定の実質的内容を構成する要因は，“コミュ

ニケーションの内容・経路・構造"1引である。この点で，特に企業の組織

的意思決定 organizationaldecisionにおいては，コミュニケーションと不

即不離の関係におかれることになる C すなわち，意思決定の質はコミュニ

ケーションの内容・経路・構造に規定されることになるのである c なお，

サイモンは，このコミュニケーションを「決定前提が伝達される過程Jlel

であるとし“決定前提"の具体的なものとして，意思決定段階への情報・

助言・命令の伝達仁意思決定段階から執行段階への「決定の伝達J1221 を

あげる C このようにして，コミュニケーションの中心点は，即，“意思決

定の中心点"12:)1 となり，そこでは情報の収集・処理・伝達がなされること

になる。

バターソンが，以上のような企業の経営組織の意思決定過程を職務の体
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系として注目しそして，意思決定の質を職務の質として，その質的相違

を評価する要素としての“意思決定"要素のみを選定することは，評価要

素としてまさに妥当性を有する O つまり，パターソンが経営組織論的観点

から選定する“意思決定"要素は，職務がこれを担当する労働者に要求す

る

度"という絶対的評価基準への適合性をも有するのである O なお，バター

ソン法においては，この“意思決定"要素のみが選定され，他に，“各職

務のその企業に対する重要度"の基準からの“責任"要素は導入されない

点で，役付層などを意図的に高く評価するような，責任の二重評価は認め

られないc

さらに，この化学工業会社の事例を検討・吟味してみるとき，パターソ

ンによる職務評価法は，従来の職務評価法とは異なる新しい理論を十分に

証明しているといえる=しかも “意思決定"要素のみによる評価尺度(意

思決定構造)の設定にはじまるパターソンの理論及び手続きが，これらの

事例において忠実・適正に適用されていることも明らかに理解できる。と

りわけ，一企業の全職務の統一的な評価という点は，パターソンの職務評

価法の最大の特徴である C

しかし，企業の組織構造が，その組織上の本質的な相違として，“意思

決定と作業ないし活動"12.tiという二つの要素を，二元的に有しているもので

あるということからみるとき，パターソン法における評価尺度に対しては，

若干の問題点を指摘せざるを得ない。すなわち，彼の評価尺度が意思決定

要素のみで設定される点で，作業層(労働層)における“作業ないし活動"

要素，いいかえれば，“技能・熟練"要素が十分には考慮されていないこ

とになるということを指摘しておきたい。それでも，バターソンが“意思

決定"という要素に注目しこれのみによって評価尺度を設定し企業の

全職務を統一的に評価する職務評価法を提唱すること，また，これに併せ

て，その職務評価法の実際の事例を掲示することは，その職務評価法の漸

新性と現実性において，十分な評価に値するものである。
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第 1節 賃金支払制度の賃金額への結合

賃金支払制度と賃金額は，どちらも賃金管理の主たる内容であるが，こ

の両者は全く別個のことである c 賃金支払制度には，賃金を労働者に支払

う方式である賃金形態と，この賃金形態が集まった基本給，付加給，諸手

当の組合せからなる賃金体系の二つがある。また，賃金額には，賃金総額，

賃金水準，個別賃金の三つが含まれる。こうして，この両者はそれぞれ別

個のことではあるが，しかし実際には密接な関係を有する O ただ，賃金支

払制度はその賃金額決定に関して何らの解答も準備するものではなく，い

わゆる賃金水準の問題に関して何らの配慮を払うものではないことに留意

せねばならなし~つまり，賃金水準の決定には自ら別個の原則が必要とな

るのである O

ところで，企業経営の目的は，その維持発展にあることは言うまでもな

いが，労働者の生活水準の向上もまた，もう一つの企業経営の目的である。

このことは，賃金が労働者の立場ーから見たとき生活費(生計費)としての

側面を有することと対応している O しかし，企業経営側からみた賃金はコ

スト(労務費ないし人件費)としての側面を有するものゆであって，その

性格は異なる側面をもっO 労働者としての立場からの生活費としての賃金

は，労働者には高い方が好ましいであろうし，企業経営の立場からのコス

トとしての賃金は，低い方がよいことは言うまでもない。そこで，いわゆ

る高賃金低労務費の実現が要求されることになるわけであるが，それは一

般に高生産性ないし高付加価値性の追求によって実現がはかられるごしか

し，ここでいう低労務費は，労働者の生活費たる賃金の切り下げによって

追求されるのではなく，かえって，労働者の賃金を高くすることで実現さ

れるべきである点には留意されねばならない。このことは，労働者の生活
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費としての賃金の側面を企業経営が重要視することを意味している。

こうして，賃金の絶対額(貨幣額)たる賃金額の決定にあたって，企業

経営は“労働者の生活"を背景として考慮すべきことは明白である G この

ことは機械化原理を指導原理とする人事管理の範障にある賃金，すなわち，

コスト(労務費ないし人件費)としての賃金の絶対額の決定において“労

働者の生活水準"が考慮されるべきであることを意味する O それは労働者

の生活の安定ひいては労働者の勤労意欲の高揚に大きな効果を持つからに

他ならない。なお，ここでいう生活水準とは， I歴史的，社会的な性格を

もつものであって，賃金とは無関係に先行するもの」山であり， I国際的な

文化的，道徳的水準によって決定されるもので，それぞれの国の賃金の大

きさや生産力の水準によって支配されるものではないJ1~7 と考えるべきも

のである 3 そして，この“労働者の生活水準"には，労働者が所有する労

働力の消耗をいやすための生活必要物資の購入価格が直接に考慮されねば

ならない。こうして.賃金の絶対額の決定には，その指導原理たる機械化

原理の延長線上において，さらに人間化原理が考慮されねばならないこと

を示唆する C それは，まさに，賃金の絶対額の決定において生活賃金の考

慮の必要性を意味することに他ならなL、=

第 2節賃金管理の原理

賃金支払制度を実際に賃金額に結合する際に重視すべきものとして，賃

金管理の原理(要件)がある C この原理は島袋嘉昌教授によって，賃金の

労使合意決定のための基礎理論として提唱されているものである l弘山 13，1

これには，労務管理的見地に立った賃金管理を，企業経営側を主体とした

機能的見地からする経営的側面から見る原理(要件)と，労働者側を主体

とした非機能的見地からする労働的側面から見る原理(要件)があり.そ

れぞれに三つの原理(要件)がとりあげられる O すなわち，賃金管理が成

功するためには，賃金管理の原理(要件)としての次のような六つの領域山

について，適切な認識をもつことが必要であることを HerbertS. Fuhrman 
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は主張している1.12

1.経営の領域 Management (経営的要件)

2. 雇用者(労働者)の領域 Employees (労働組合的要件)

3. 公共的な領域 Public (公衆的要件)

4. 地域的な領域 Locality (地域的要件)

5.組織の領域 Organization (組織的要件)

6.管理の領域 Administration (管理的要件)

次に，これらの個々の原理(要件)について説明を加える C

(1)経営的要件 経営の領域(経営の要求 therequirements of 

management) 

賃金管理は，経営上の要求以外の要求をいろいろと充たすものではある

が，従来から経営との聞には基本的な矛盾を有している。ところで，賃金

管理制度自身の利害のために賃金管理を運用するようなことを受け入れる

企業経営はないし企業経営が保証する以上の賃金を雇用者に支払うよう

なことも実行できるものではないc そこで，賃金管理が経営と一致せねば

ならない第一の要求としては，雇用者や株主に適正な利益を提供するとい

うことがあげられる n:;。

また，賃率設定には基本的な経営政策に基づく首尾一貫したものがない

ことがしばしばある C ここから 賃金管理が経営との関係で一致せねばな

らない第二の要求としては，経営計画あるいは経営政策に常に一致すると

いうことがあげられるlヘ
すなわち，これは賃金管理が管理制度として経営計画や経営方針という

経営の要求に一致せねばならないという原理である O つまり，従来ややも

すると賃金決定において経営計画や経営方針を離れ，企業経営の恋意的決

定に片寄る傾向があったことに対しての，いわばその是正のための要件と

もいえる O しかし，この原理がいう真の経営の要求とは何かについては，

企業の維持発展と労働者の生活水準の確保という企業の目的を含めて検討

の余地がある O

128 



第5章 賃金支払制度と賃金額

(2) 労働組合的要件 雇用者(労働者)の領域(労働組合の反発

reactions of the employee body) 

賃金問題が発生したとき，その手続きや決定者というような管理過程

administrative processから遠いところにいる雇用者を説得することは容

易ではない。雇用者(労働者)は，よく仲間たちと仕事や賃金について比

較するが，それは目的を持っているものではないョそこで，雇用者(労働

者)に対し，賃率決定の手続きについて，その目的性と公正さを理解させ

る必要がある 13;;:

また，雇用者(労働者)の参加のない決定は，今日，種々の社会的，経

済的グル フ。に疑って見られている。それは，賃率決定に対する労働組合

の反発が例外ではないということを意味している。だから，賃金管理計画，

地域的な賃金調査，新しい職位の独自の賃率などについて，雇用者への説

明がなされるべき必要がある 1ヘ
すなわち，これは，賃金管理ないし賃金決定においては，労働者ないし

労働組合から反発を買うことがなく，すすんで理解され承認されること，

できうれば支持されねばならないという原理であるごそれには，賃金管理

ないし賃金決定の手続きにいわゆる客観性と公正さが求められる=具体的

には，労働者の代表を賃金管理ないし賃金決定に直接参加させることが求

められるということである C このことは，労働者ないし労働組合の賃金管

理への信頼感を高め，その円滑な実施ひいては生産性の向上に大きく貢献

する点でぜひとも考慮されねばならないことである 3 しかも，企業経営に

おける賃金管理ないし賃金決定に労働者の代表が直接参加することは，近

代的な賃金管理への基本的な方向に沿っているといえる。

(3) 公衆的要件一一公共的な領域(公衆の利益の充足 satisfy the public 

interest) 

近年は，かつて形式的に企業の私的な事項と考えられていたことが，広

く公衆の関心事になってきている O だから，賃金決定について公衆からの

好意的な反応を保証することは企業経営の利益となるごそのために，企業
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経営に直接的間接的に影響を受けている公衆に賃金管理自体が受け入れら

れるものでなければならないのである 13iJ

すなわち，これは，賃金管理が公衆に受け入れられ，その利益を充足す

るようなものでなければならないという原理である。この公衆とは，企業

経営が直接的間接的に影響を与えるものとしてのそれであって，その故に

この公衆に不利益を与えるような賃金管理は不適切であるということをい

うのである。つまり，企業経営における賃金管理は，労働市場からみた賃

金水準を考慮する必要があるということであるこ

(4) 地域的要件一一地域的な領域(地域的な要求への合致 meet locality 

requirements) 

戦争などが原因の物理的混乱と農村から都会への人口移動は，労働市場

と地域の状態を変化させてきているョつまり，地域の状態は，ある種の雇

用に関しては変化しているし時には賃金管理もそのような状態に適応せ

ねばならない。だから，賃金管理は，地域の状態の変化する環境に弾力的

flexible，応答的 responsiveでなければならないのである1:)ヘ

すなわち，これは，賃金管理が企業経営の置かれているその地域から要

求される条件に対して弾力的な対策をとり，その要求に合致せねばならな

いという原理である O つまり，同一地域内における同 J 業種ないし同一産

業の賃金決定について，企業経営はこれを考慮せねばならないということ

である士

(5) 組織的要件一一組織の領域(組織の性格と目的 natureand 

objectives of the organization) 

賃金管理はその組織の性格と目的に一致せねばならない¥:)~J ものである♀

だから，賃金管理は，職務変化や組織の再編といった規模の変更の結果に

配慮して，つまり，特別とみられる組織の実施状態にも適合せねばならな

し)1-1- I のであるご

すなわち，これは，賃金管理の目的がその組織の目的達成を援助するこ

とにあることから，賃金管理も当然その組織の性格と目的に一致せねばな
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らないという原理である C つまり，その組織がどういう業種のもので，ど

のような歴史をもっていて，どういう目的のために編成されたものである

かを考慮して，これに一致した賃金管理制度をとらねばならないことを要

求するのである。

(6) 管 理 的 要 件 一一管理の領域(管理の統 合 integrationin 

administration) 

全ての管理部門は組織の目的を遂行するために人と物という資源を調整

するものであるが，賃金管理も管理過程において極めて重要な部門である C

そして，賃金管理部門と他の主要な管理部門の関係は，つねに協力的でな

ければならないし，相互信頼とデータ及び経験の交換によって特色づけら

れたものでなければならなし~そこで，賃金管理部門は他の管理部門にく

らべて，単純性と迅速性を有しなければならない凶しかも，賃金管理を

遂行する者は，組織の責任ある地位に就かねばならないし，他の管理階層

にある者との相互関係が調整されねばならない1121 のである C

すなわち，これは，賃金管理と他の管理との関係において，賃金管理は

他の管理を阻害するのではなく，むしろ，促進させるようなものでなけれ

ばならないという原理である c つまり，賃金管理を含むすべての管理部門

間における調整や統合の重要性をいうのである C しかし現在の賃金管理

は多くの場合人事管理ないし労務管理に従属していると見られるので，む

しろ，賃金管理の主体性を確立する必要があると思われるc

次に掲げる図表36. は以上の賃金管理の原理(要件)について説明した

ものであるが，以下に検討を加えておきたい。

この図表では賃金管理の対象として賃金体系と賃金水準が掲げられてい

るが，本論文ではこの賃金体系を含む賃金支払制度(賃金体系及び賃金形

態)と，また，この賃金水準を含む賃金額(賃金総額及び賃金水準及び個

別賃金)とを賃金管理の領域として示したので，この図表の賃金管理より

は広い領域の賃金管理を対象とすることになることを，相違点としてまず

あげておきたい。
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図表36.賃金管理の原理説明図

L呂borU nion (Emp]oyee) 

[島袋時「労務管蹴吋済社昭和56年 p.118 l 

島袋嘉凸著， r新訂賃金管理論L 千倉書房，昭和53年， p. 136 J 

さて，この図表の特徴は，六つの領域のそれぞれの原理が，企業経営の

賃金管理的見地(労務管理的見地ないし経営管理的見地)からみて，①経

営的側面からの機能的見地から見る経営の領域(経営の要求)，組織の領

域(組織の性格と目的人管理の領域(管理の統合)の三つの原理(要件)

と，②労働的側面からの非機能的見地から見る雇用者(労働者)の領域

(労働組合の反発).公共的な領域(公衆の利益の充足)，地域的な領域

(地域的な要求への合致)の三つの原理(要件)とが対立的にとらえられ

ていることである。

しかし対立的にとらえるとはいえ，それはあくまで企業経営側の立場

(賃金管理的見地)から六つの領域のそれぞれの原理をとらえることに他

ならないのであって，労働(労働組合)側の立場そのものがそのまま企業

経営に導入されるわけではないことには十分留意さるべきである。つまり，

一← 132--



第 5章 賃金支払制度と賃金額

労働的側面からの三つの領域は，企業経営側の日を通して，企業経営側の

意思が働いて導入されるものといえる。その意味で，雇用者(労働者)の

領域，公共的な領域，地域的な領域の三つの原理(要件)は，たしかに非

機能的見地ではあるが，それがただちに労働組合(労働者)主体の原理

(要件)であるとはいえないものであろう c つまり，“労働組合"や“公

衆"や“地域"は企業経営とは別個の主体であり，その反発や利益の充足

や要求への合致は，企業経営が肯定した内容について実現されるものと見

られるのである。

ところで，経営的要件に対応した労働組合的要件に関連して，賃金管理

制度における労働者の位置づけを島袋嘉昌教授は， rその制度に対する労働

者の理解と参加という要望的要件ではなく，さらに積極的に経営制度の一

部分としての労働組合の参加を強調したい。j113 とされている 3 そして，ま

た， r言うまでもなく賃金管理の主体は経営者であることは理解できる。

しかしこの考え方は形式的なものである C それはもはや実質的には過去

における経営独裁制における発想であると言わなければならないc あくま

でもここで考えたいのは近代的経営における実質的な実践理論としての労

働者主体論を基礎にしたいとされる O すなわち，“経営制度の一部分"

としての労働組合の参加を近代的経営における実質的な実践理論として強

調される=それは，企業経営(経営者)とし寸賃金管理の主体は形式的に

残しながら，労働組合を経営制度の一部分として導入可能なシステムの構

築が，実質的な賃金管理の主体となるべき労働組合(労働者)のために，

ぜひとも必要だということであろう。そういう意味では，企業経営(経営

者)側の意思や肯定が働く強さは大幅に減じ民主的な賃金管理制度の実

現に資すると思われる O

なお，この説明図での労働組合(労働者)主体の原理(要件)には，労

働組合的要件(雇用者の領域)の他に，公衆的要件(公共的な領域)と地

域的要件(地域的な領域)の二つが含まれているが，この二つの原理(要

件)についても近代的経営における実質的な実践理論としての労働者主体
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論が基礎とされるのかどうかは明確に示されていなし~すなわち，企業経

営が“労働組合"をその経営制度の一部分として参加させるのと同じよう

に，“公衆(公共的な領域)"や“地域(地域的な領域)"も経営制度の一

部分として参加させるのか，また，そのようなシステムの構築が必要であ

るのかについては明らかではなL、3
ただ，この点について島袋嘉昌教授は， r地域的要件と公衆的要件は，

とくにその地域における労働者の生活水準を充足する要件として重要な要

件である O これらについていろいろな問題を労働組合の要件のうちに包含

して経営的側面に対処し改善していかなければならないであろう。jUeとさ

れている c つまり，地域的要件と公衆的要件のごつの原理(要件)は，“労

働組合的要件に包含"するものとしてとらえられていることを付け加えて

おきたい。

こうして，この賃金管理の原理説明図での最大の特徴は， r賃金管理の

対象として，賃金体系と賃金水準の具体的内容を同時平行的に，しかも同

じウエートで，労使の合意による決定をなすことと，賃金管理の見地とし

て，機能的見地と非機能的見地の具体的内容を同時平行的に，しかも同じ

ウエートで，労使の合意による決定をなすこと jllo なのであり，とりわけ，

“労使の合意による決定"をなすことには，民主的な賃金管理制度の実現

への基本的な発想が認められるのである。

第 3節 賃金管理制度の実施における留意点

第 1項賃金の刺激性

労働という人間行動と労働以外の人間行動とは，その行動自体において

は質的に何ら相違するものではない。例えば，普通の労働者にとって“野

球"は遊びであるのに対して，プロ野球の選手にとってそれは仕事であり，

賃金を得るための手段であるから.まさに労働(労働の提供)そのもので

あるコつまり，労働という人間行動と労働以外の人間行動の根本的な相違

は，賃金の受取りがあるかないか，ひいては，その行動に関して時間的精
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神的に自由があるかないかにある U といえる c もちろん，労働には賃金の

受取りがあり，自由がなくて拘束されることは明白である。

こうして，現代の企業経営における賃金は労働と対置されたもの，すな

わち，労働の価値と対応するものといえる c ただ，一般に労働の質量に対

してその賃金支払いが低いという現実からするとき，賃金がその労働の価

値を正しく評価したものであるかどうかについては疑問のあるところであ

るO

ところで，企業経営における賃金は，労働者に対して，その労働への刺

激 incentiveひいては生産性の向上をはかるための手段として用いられ

る。しかし，賃金がその刺激性において万能薬的な手段でないこともまた

事実である=それは現代の労働者が賃金という経済的な刺激の他に，社会

的な刺激を求めるように変化しているからである O このことは，賃金が労

働者の欲求を十分に充足することが困難であることを示しているしまた，

その意味で賃金の刺激性の発揮が困難であることを示している O ややもす

ると，賃金額は増加しているにもかかわらず，その増加額への不満が賃金

の刺激性の発揮を困難にする場合もしばしばである 3

なお，賃金額の減額に対しては，ひとたび拡大された人間の欲望を縮小

することには非常な苦痛が伴うことから，労働者の非常に強い抵抗を受け

るものであるごつまり，賃金が一般に F方硬直性を有していることを賃金

管理においては留意すべきである c

第 2I頁賃金とその不満集約性

賃金は，人間の欲望の無限性にしたがって，最終的に労働者の欲望を充

足することが困難なものである C しかし労働者は賃金という貨幣との交

換によって得た財やサービスの使用(消費)によって，欲望を充足させる

ことはできる C つまり，賃金は直接的に労働者の欲望を充足させることは

困難であっても，財やサービスの使用(消費)という間接的な方法で，そ

の充足は可能ということであるョその意味で，高賃金の労働者にとっても
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低賃金の労働者にとっても，賃金は強い関心を持たれるものといえる。

ところで，賃金が企業経営における種々の不満のすべてを集約し代表す

る性質をもっていることに賃金管理においては留意すべきである O すなわ

ち，その不満が実は仕事の単調さへの不満，職場環境への不満，上司への

不満，また，単なる感情的な不満等といった賃金以外のものへの不満であっ

ても，労働者はその不満の実体を深く考慮しないで，もしれま，単純にス

ケープゴート scapegoat的に賃金に不満を集約させることが多いc このよ

うな場合，企業経営側が賃金管理の改善に努力を傾注しても，労働者の不

満が根本的に解消しないのは明らかである 2 したがって，賃金に対する不

満が発生した場合には賃金管理の改善に努力すると同時に，真の不満の原

因をさぐることが重要になる c つまり，一般には問題解決能力をリーダー

の資質として重視するが，この能力もさることながら，賃金の不満集約性

に関しては問題感知能力もリーダーの資質としてぜひ必要である O 労働者

の不満の真の原因を発見することは，その解決策の立案の前提であること

からすれば，このことは自明のことである O

6
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近代企業において利益を生む源泉は資本と労働の二つであるが，労務管

理はまさにこの二つのうちの労働を対象とする管理部門である O 賃金管理

はこの労務管理の全ての分野に密接に結びついて機能し労務管理の実施

効果を左右している C それほどに賃金管理は労務管理の中で重要な位置を

占める基本領域である C そこで，本論文では，賃金問題を企業経営側の視

点からとらえ，賃金の経営理論としての賃金管理制度について，わけでも

その中心的な問題領域の一つである賃金支払制度 Wageand Salary 

Payment Systemに焦点を当てて考究した。

まず，企業経営の外的なものでありながら，賃金管理制度をとりまいて，

様々な影響を与えるいくつかの立場をとりあげてみた。その一つは，賃金

問題への法の介入としての賃金の法律理論であり，これは賃金管理制度の

ための基礎的理論の意味をもっO 特に労働基準法，就業規則は重要である C

二つは，労働市場において賃金水準が存在することに関する賃金の経済理

論であり，それは賃金管理制度を指導する理論である O 特に，企業経営側

からの限界生産力説と労働者側からの労働価値説には留意すべきである O

三つは，実際の賃金額決定に直接に影響を与える賃金の社会理論である。

それは賃金の経済理論と賃金管理制度の中間にあって賃金決定に影響を与

える基準としての賃金決定要因である C 特に，賃金支払能力と消費者物価

の上昇は重要である。

次に，我国企業の賃金管理制度を歴史的な変遷の過程としてとらえてみ

た。我国企業においては第 2次世界大戦後の1945年に導入された“生活給"

重視の電産型賃金体系を初めての賃金支払制度とする c そして， 1960年頃

から導入された年功給制度こそ我国経済の高度成長を支えた賃金支払制度

といえる。この年功給は， 1975年頃に普及した職能給制度にも強く影響を

与えたが，しかし， 1980年代にはいって急速に進んだ高齢化や国際化は，

一 137 一一



近代企業における賃金管理制度の研究

むしろ，我国企業の賃金管理制度における年功序列型賃金支払制度からの

脱却を現実の課題として要請することになった 1990年代になると，成果

分配制度や年俸制といった新しい賃金支払制度の採用がみられるようにな

るが，これらはまだ定着するには至っていない己

さらに，欧米における賃金支払制度について，その形態を賃金算定公式

として歴史的発展過程を踏まえて整理してみた。そこでは，出来高給制度

(能率給制度)の高度の発展が，その極限で金銭的奨励機能を減じられ，

能率増進問題への位置づけを低下させられて，計測日給制度という時間給

制度に回帰しこの計測日給制度が職務給制度へと発展することを見たc

すなわち，計測日給制度は基本給(仕事給)と奨励給(属人給)によって

成り立つが，この賃金支払制度は仕事(職務)を反映する基本給と人(労

働者)を反映する奨励給との二つからなる時間賃率を設定したことが最大

の特徴である。そして，計測日給制度の基本給と奨励給は職務給制度の前

身としての条件を備えているといえる O 職務給制度は，時間給としての定

額給である基本給の合理化の要請から発展した賃金支払制度であるが，そ

の基本給である職務給は職務評価 jobevaluationに基づいて決められるも

のである C それは，各労働者が担当する仕事(職務 job)の質(=困難性)

の判定によって基本給を決めるものといえる。そして，この論文では，職

務給を職務(しごと job)とこれを担当する労働者(ひと laborerl との両

者に共通する“能力"概念によって説明する，新しい解釈を試みた。つま

り，職務(しごと job)はその遂行上，程度の差はあってもそれぞれに困

難性を有するが，この困難性はまさに職務がこれを遂行する労働者に要求

する“能力"に他ならない。そこで，労働者が所有している能力と，職務

がその労働者に要求する困難性である能力とは，比較可能なものであると

した。

現在，我国の賃金管理制度は，人口構成の高齢化と労働移動の国際化に

よって，歴史的な転換をせまられている。すなわち，従来から採用されて

きた年功序列型賃金支払制度では人口構成の高齢化には答えられず，一方
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で労働移動の国際化は欧米的な賃金管理へのシフトを要請するとみられ

る。したがって司賃金管理制度の多元化と職務重視の賃金支払制度への転

換が必至であることから，職務給ないし職務給制度への回帰が考えられね

ばならないc すなわち，職務給という賃金形態は，その前提としての職務

評価の手続きを経てはじめて科学性を有するが，この職務給を基本給とす

る賃金支払制度が職務給制度であるっ我国における賃金支払制度は，多数

の賃金形態および手当で成立しているのが特徴であり，その賃金算定公式

は，基本給+付加給+諸手当で表すことができる C 職務給制度はこの式の

基本給が職務給に他ならないものであるが，本論文では，職務給制度の基

本給を，職務給という主体給と，資格給および勤続給という二つの個人給

の補足給によるものとした3 つまり，我国における賃金支払制度の算定公

式を踏襲して，職務給制度=基本給(職務給+二つの個人給)+付加給+

諸手当とし，いわば我国独特の日本的職務給制度を提唱した。なお，年俸

制は我国企業の管理職層や専門職層(役員待遇に近い役職層)向けに導入

が広まっているが，それは従来の生活重視賃金から職務重視賃金への賃金

支払制度の修正ともいえる O しかも，年俸制による賃金は，報酬の性格が

強く，賃金形態でいえば職務給である O その意味で，年俸制の科学的な導

入に関しては，職務評価研究が必須である c

また，この職務給制度の基本給(主体)に関して “意思決定 decision-

making"を評価要素とする職務評価法であるパターソン法を，従来とは全

く異なる新しい職務評価法として，化学工業会社への適用の事例とともに

紹介した。それは，このパターソン法が企業の経営組織の意思決定過程を

職務の体系として注目しそれぞれの意思決定の質を職務の質とする点で，

従来の職務評価法にない特色と漸新さをもっているからである。とりわけ，

近年における情報化の普及が企業経営のシステム化を促進している現実を

みるとき，このパターソン法は，まさに情報化に適合する職務評価法とし

て，その採用を推奨できるのである O

本論文では，賃金管理の主たる内容である賃金支払制度と賃金額のうち.
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賃金支払制度に焦点をしぼって論じてきたc 両者はもちろん別個のもので

あるが， しかし実際には密接な関係を有する。ただ，賃金支払制度はその

賃金額決定に関して何らの解答を準備するものではないことから，そこに

は自ら別個の原則が必要とされる。すなわち，企業経営の目的は，その維

持発展と労働者の生活水準の向上にあることから，当然に企業経営が重視

すべきものはコスト(人件費)と労働者の生活(生計費)ということにな

るO こうして，企業経営はコスト問題にのみ意を用いるのではなく，賃金

支払制度を賃金額に結びつけるに当っては労働者の生活を確保することに

も意を用いるべきである。そのための原則として，“労働者の生活水準"

を主張した。このことは企業経営が自己の維持発展のためだけにではなく，

労働者の生活水準の確保のためにも存在するものであることからも当然の

帰結である O そして，賃金の“労使合意による決定"のための基礎理論と

して島袋嘉昌教授が提唱されている賃金管理の原理(要件)Principles of 

Wage and Salary Administrationは，企業経営と労働者の“合意

consensus"形成に十分機能する原理として，重視すべきものであろう。

こうして，本論文では，近代企業における賃金管理制度の主たる内容の

一つである賃金支払制度を中心に考究してきたが，高齢化，国際化による

年功序列型賃金支払制度からの脱却の方向としては仕事(職務 job) 中心

の賃金支払制度へ，具体的には職務給ないし職務給制度への修正を，また，

情報化による職務内容の変化への対応としてはパターソン法(職務評価法)

の採用を主張するものである C なお，賃金支払制度を実際の賃金額に結合

する際に重視すべき原則について論及すれば，それは“労働者の生活水準"

以外には考えられないのであり， したがって，この原則を企業経営側は十

分に考慮して.しかも，労使間で合意決定すべきであるということになる。

〈注釈》

1 )萩i宰i青彦苦， r労働問題とは;j， U本放送出版協会，昭和62年， p.12 

2 )津田真激著， r労使関係l I::l本経済新聞社，昭和55年， p.89 

140 



第6章結

3 )労働基準法第89条による。

4 )藤本武他(編著)， I賃金事典j，大月書!ι1967{F，p.4 

5 )同掲書， p.6 

6 )同掲書， p.8-14 

7)加藤尚文著， r戦後の賃金J，技報堂， Hil和42年， p.532 

8 )同掲書， p.533 

9 )藤田至孝著賃金管理の基礎知識1.日本経営出版会， 1976年， p.47 

ヨなお，関口教授は我ドlの企業経営の現実から，工世間相場， f社会宇般の生

計費水準，玄物価の変動，主労働の成果としての労働生産性， ，l企業の支払能

力の 5項目をあげておられる(関口功若，現代の賃金管理，日本能率協会，昭

和51{1:，p.30)cJ 

10) I司掲書， p.42 

11)平井宜雄他(編入「平成11年版六法全書t有斐閣， 1998年c

12) 萩淳清彦著， r労働問題と法J，前掲書， p目 51 (図 5-2 賃金の概念)。

13) 島袋嘉昌著労務管理論trt'央経済社，昭和56年， p.21O 

14)森五郎編， i新中小企業の賃金管理j，日本労働協会，昭和53年， p.16-17 

15)氏原正治郎著， i日本労働問題研究j，東京大学出版会， 1966年， p.111 

16)職能給制度は，その導入の実態から，次のような四つの類型に分類できる C

工年功的職能給制度 (if.功給を別途に設定した格付基準によって名H的に職能

等級に区分したもの)

互職能分類的職能給制度(個々の労働者の学歴，勤続年数，能力，実績などを

別途に設定した格付基準によって職能等級に分類したもの)

豆職能資格制度

T職能給制度

(ここでは豆と互を制介したc) 

17)成果配分賃金研究委員会(編入 190年代の個別賃金政策1.日本生産性本部，

平成 3年， p.35 

18) 高田馨著， I経営成果の原理J. 千倉書房，昭和44年， p.255 

19) 同掲書， p.255-256 

20)新ラッカー・プランとしての計算)j式は|司掲書(経営成果の原理，高田馨著)

p. 274-282 (こ言手しし、c

21) このプランの根本原理は参加の原理 senseof participationである(経営成栄

の原理，高田馨著，同掲書， p.297)。

22) スキャンロンは，彼みずから謙虚で，愛情に満たされた人であったといわれ，

人間をすべて自制力 self-directionあるものとして信頼した(経営成果の原理.

高田馨著，同掲書， p.284)。
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23) 成果配分賃金研究委貝会(編入 f90年代の個別賃金政策1.前掲書. p.37 

24) 同掲書. p.37 

25) 日本生産↑手本部成果配分賃金研究委員会(編入「労働新時代の賃金と成果配

分J. I::i本午産性本部.平成 7年， p.96 

26) Iw]掲書， p.97 

27)同掲書， p.98 

28) 同掲書， p.81 

29) 同掲書， p.81-82 

30)同掲書， p.109 

31)同掲書， p.109 

32) 同掲書， p.110 

33) (財)社会経済生産性本部・雇用システム研究センター・成果配分賃金研究委

員会(編入 [21世紀における日本の人事賃金制度j， (財)社会経済生産性本

部，平成 7年， p.59 

34) 同掲書， p.60-61 

35) 同主IE(編著)， r賃金賞与退職金規定総覧1.経営書院， 1992年， p.29 

36) (財)社会経済生産性本部・雇用システム研究センター・成果配分賃金研究委

員会は， r21世紀における H本の人事賃金制度1(前掲書)で“役割給"の導入

に関して，職務評価への回帰を提唱している c

37)同掲書， p.39 

38) IJJ掲書， p.61-62 

39) I斗掲書， p.132 

40) 1r1J掲書， p.136 

41) 同十局書， p. 143 (1 -2行)

42) I司掲書， p.143 (loh) 

43) IliJ掲え p.144 

44) 同掲書， p.161-162 

45) 同掲書， p.162-163 

46)社会経済生産性本部・生産性労働情報センター(編入「日本的人事制度の現状

と課題 (2000年版)j， 2000年 3月， p.3 

47)社会経済生産性本部・成果配分賃金研究委員会(編入 i21世紀における U本の

人事賃金制度1.前掲書， p.5 

48) 能力主義賃金支払制度と L寸長現もあるが，それが個々の労働者の業績やその

達成過程がチェックされて賃金が決定されるものという意味では，同じ内谷を

もつものとして理解できる。

49) 成よ~主義を導入した先駆者の富 t通で、も，個々の労働者の LI 標に対する達成度
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を賃金に反映する評価基準が， 2001年春に修正された (2001年 6月9日付，朝

日新聞)c

50)英|玉!の Instituteof Personnel ;vlanagementの実態調査(1976年， Job 

Evaluation in Practice. Manab Thakur and Deirdre Gilll によれば，この四

っとパターソン法(ここでは DecisionBandとされている)の他に，次のよ

うな 5つの職務評価の方法をあげている。

1. Profile Method 

2. Guide Chart Profile ~lethod 

3. Time Span of Discretion Method 

4. Paired or Forced Comparison Method 

5. Direct Consensus ;vlethod 

51)藻利重隆著， r労務管理の経営学j(増補版)，千倉書房，昭和51年，第 3版序

丈， p.2-3 

52) I司掲書， p.7 

fまた，藻利重隆教授は，狭義の労務管理の根本問題を“第ーには労働者の

生活安定に見出され，第二には労働者のいわゆる経営参加に見出されるとされ

ている01
53) 同J局書， p.2-4 

「近代的な資本主義経営は，広義の機械化原理によって指導される生産機能

的な経営技術的構造と，人間化原理によって指導される非生産機能的な経営社

会的構造の二つによって全体的構造をなしている。前者の合理化を課題とする

のが生産管理(労務管理の一方である人事管理はこれに含まれる)のであり，そ

して，後者の合理化を課題とするものが狭義の労務管理である O ここにおいて，

経背管理は人事管理を含む生産管理と狭義の労務管理の二重体系において組

みなおされるcそして経営管理はこの両者の相互媒介的な相即的な発展にまつ

べきものとされるのであるcJ
54)労働契約は双務契約で、あり，これを労働者と使用者の聞の権利，義務関係とし

て閲示すれば次の通りである c

労働者 使用者

労働提供の義務←一一一一一一→労働使用の権利

賃金受取の権利←← ユ賃金支払の義務

55)これは，人間工学ないし人間関係論的研究などの成果を応用して労働者の作業
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能率(労働生産性)を高めようとするものである(島袋嘉昌著， r新訂賃金管

理論1.千倉書房，昭和53年， p. 23) 0 

56)津田真激著， r人事労務管理の思想j，有斐閣， 1977年， p.155 

57)この分類は， 主として藻利重隆著 I経営管理総論j(第 2新訂版)千倉書房

(p. 208 ~ 211)に従ったが，その他に， r島袋嘉昌著，新訂賃金管理論，千倉

書房j.増地庸治郎著，賃銀論. T-倉書房j. r古林喜楽著，賃銀形態論，森山

書庖j. r松ド武二著，賃金制度の研究，関書院.. r藻利重隆責任編集，経営学

辞典，東洋経済新報社Jを参照し，追加補足して作成した。

58)増地庸治郎著. i賃銀論千倉書房，昭和18年. p.67以ド参照。
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回 第 3回日本的人事制度の変容に関する調査(結果)
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近代企業における賃金管理制度の研究

(玄l集計対象:回答企業 317社(回収率 13.2%) 

(職務等級制度および職務給について〉

(1)職務等級制度(職務給制度)の導入状況

経済や経営のグローバル化の進展にともない，米国企業に普及している

職務等級制度・職務給制度について研究が進んできている(ここでの職務

等級制度とは，職務の価値を測り職務序列をつけて，それに応じた賃金を

支払う制度として考えている)。

まず管理職層の職務給を導入している企業の割合は， 21.1%であり，そ

のうち14.8%の企業が職務給を基本賃金のベースにおいている O また， I導

入検討中」の企業は22.7%となっている O

次に非管理職層への導入状況を見ると，現在導入している企業の割合は

17.7%。そのうち10.1%が職務給を基本賃金のベースとしている。また，

職務給の導入状況

o 10 20 30 40 50 60 

現在導入、今後も基本賃金のベース

現在導入、今後は基本賃金のー部

現在未導入、導入にむけて検討

職務給の導入は、全く検討していない

その他

N.A 
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導入検討中は， 17.7%となっている。

なお，職務給の導入状況についての調査はあまりないが，労務行政研究

所が96年 4 月 ~97年 6 月にかけて行った主要150社へのヒアリング調査結

果では，上級管理職への職務給導入は14.0%，下級管理職と一般職員がと

もに13.3%となっている O

また， 98年調査では職務給をベースにした賃金制度への関心度合いを尋

ねており， Iおおいに関心があるJ30.6%， Iやや関心があるJ46.5%と

なっている O

「その他」としては， I定型的業務については職務給導入を今後検討して

いく J(精密機器)， I検討には価すると思うが，職能給と同様に運用が難

しいJ(パルプ・紙)， I検討も必要かと考えている=代わるものとして賞

与の業績考課と目標管理を組み合わせて運用しているJ(石油・化学)， I過

去に導入していたが，改正し制度のベースから外したJ(鉄鋼・非鉄金属・

金属製品)， I契約社員の場合は，職務給をベースに運用しているJ(ショッ

ピングセンター経営)が挙げられている O

( 2 )職務給の特徴

職務給の特徴については， I職務等級をベースにしながらも，成果や能

職務給のタイプ (n=67)

o 10 20 30 40 50 60 

職務等級に応じたシングルレートで賃金決定

職務がペースだが、年齢や勤続年数などの定昇あり

職務がベースだが、成呆や能}Jなども "HlliJ

!¥λ 
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近代企業における賃金管理制度の研究

力などを評価して賃金を決めるJ，つまり範囲職務給型で成果評価などを柔

軟に給与に反映できる制度が， 47.8%と約半数を占めていたO 一方， I職

務等級ごとにシングルレート」というケースは28.4%，I職務等級をベー

スにしつつ，年齢や勤続年数に応じて定昇があるJケースが17.9%となっ

ている 3

( 3 )職務等級制度(職務給制度)のメリット

職務給制度のメリットとしては， I職務という明確な基準で格付けられる

ため年功的処遇を避けられる」点を挙げた企業が最も多く， 77.3%にのぼっ

ている。次が， I担当している仕事と賃金を見合ったものに出来るJ65.6%，

「杜員が自らの仕事やキャリアに対して意識が高まるJ40.1%となってい

るO

管理職への導入企業 (67社)とのクロス集計で見ても， I職務という明

確な基準で格付けられるため年功的処遇を避けられる」と「担当している

職務給制度のメリット(3つまで選択)

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

年功的処遇を遊けられる

担当する仕事によ~{iった賃金となる

キペリアに対して立識が高まる

定昇が無く人1'1費の膨張を押さえられる

目標管F型がやりやすい

評価に伴う問題点を軽減できる

ヴ;;.j動rljjJ)jのr1i場11ーを!よl映できる

e¥ ..; 

その他

口全体 -管内職!再導入企業 陸一般職同導入合楽
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仕事と賃金を見合ったものに出来る」の 2点については，いずれも高い回

答率となっている C

非管理職への導入企業 (32社)では，やはり「職務という明確な基準で

格付けられるため年功的処遇を避けられる」と「担当している仕事と賃金

を見合ったものに出来る」の 2点については，いずれも高い回答率となっ

ているが，第 3番目として「社員が自らの仕事やキャリアに対して意識が

高まる」を挙げているケースが多くなっている点が特徴的である。

( 4 )職務給制度のデメリット

次に職務給制度のデメリットでは， I職務グレードで賃金が決まるため，

職務給の下がる配置転換がさせにくい」が69.1%と最も高くなっている=

次いで， I誰にも納得のいくような職務序列付けが困難である」が65.3%。

また，先の「配置転換がさせにくいJに関連するが， Iジョブローテーショ

ンが困難で，幅広い人材育成ができない」との回答が39.7%となっている C

職務給のデメリット(3つまで選択)

O 20 40 60 80 

69.1 
iO.2 
68.8 

65.:3 
61.il 

;;6.3 

職務給の卜がる配向転換がさせにくい

認にも納n71九 hく職務1;-;JIJf.Jけが困難

シヨフ ローテーンヨンが|村難

:¥..c¥ 

fI:事が変わらない限 1)賃金が変わ与ずモラール維持同難

職務記述書の見直しが行し込にくい

職務のIjザIJが社内の1(;IjIJにつながりモラール低下

サ1バ費への配慮がなされにくい

口令w -'[守男職肘導入企業 園 般戦!爵 j~主人企業

n
y
 



近代企業における賃金管用制度の研究

現在，管理職層に職務給制度を導入しているが，今後は基本賃金の一部

として使うと回答した企業では， I誰にも納得のいくような職務序列付けが

困難であるJ(65.0%)， I職務グレードで賃金が決まるため，職務給の下

がる配置転換がさせにくいJ(60.0%) に加えて， I職務の序列が杜内序列

につながりモラールダウンにつながる」が45.0%と高くなっている O

「その他」の回答としては， I日本には相場がないJ(電気機器)， I制度

導入，メンテナンス工数がかかるJ(精密機器・その他製造業)， I経営環

境が大きく変動し，仕事がめまぐるしく変化するなかで人と仕事の最適化

といった観点からの柔軟な人材の活用がしにくいJ(電気・ガス・熱供給業)， 

「職務遂行後の成果の大きさが反映できず固定的J(輸送用機器)， I職務

記述書の見直しがタイムリーにされないため職能給的運営になる場合が出

てくるJ(鉄鋼・非鉄金属・金属製品)などのデメリットが挙げられてい

る。

(出所)財団法人社会経済生産性本部・生産性労働情報センター，「第 3回日本的人

事制度の変容に関する調査(tI本的人事制度の現状と課題・ 2000年版)

(2000年 3月発表)0 
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回 平成10年賃金労働時間制度等総合調査報告(速報)

~労働大臣官房政策調査部(平成11年10月発表)~



一平成10年賃金労働時間制度等総合調査結果速報一

1 調査の概要

1 この調査は，我が国の賃金制度，労働時間制度等の実態を明らかに

するため毎年実施しているもので，平成10年は労働時間制度，賃金制

度，労働費用及び福祉施設・制度について調査を実施した。

2 調査の対象は，日本標準産業分類に基づく鉱業，建設業，製造業，

電気・ガス・熱供給・水道業，運輸・通信業，卸売・小売業，飲食庖，

金融・保険業，不動産業及びサービス業の 9産業に属し本杜の常用

労働者が30人以上である民営企業(母集団数約118.000杜)のうちから

抽出した5，319社(回答企業数4.890社，回答率91.9%)である=

3 調査対象期日は，平成10年12月末日現在である O ただし年間デー

タについては，平成10年1年間(又は平成 9会計年度)とした。

(注) 1) 調査結果は，機関を定めずに雇われている常用労働者(パー

トタイム労働者を除く c) についてのものである O

2 )統計表等に用いである符号の意味は，次のとおりであるコ

IM.A.Jは，複数回答であることを示すもので，構成比の合

計は100.0を超える場合がある c 1-J印は，該当サンプルが

ない区分であること， 1…」印は.調査を行っていないため

数値が計上できない区分であることをそれぞれ示す。

E 調査結果の概要

{骨子]

1 労働時間制度

(1) 週休 2日制

「完全週休 2日制」採用企業数割合は35.2%で，前年に比べ1.6ポ

イント上昇，適用労働者数割合は59.2%，なお， 1何らかの週休 2

日制」採用企業数割合は90.5%，適用労働者数割合は95.6% (第 1
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近代企業における賃金管理制度の研究

図，第 1表，第 2表)。

( 2 ) 週所定労働時間

週所定労働時間は 1企業平均39時間23分で，前年に比べ 8分短縮。

規模別には， 100~299人39時間01分， 30~99人39時間36分で前年に

比べそれぞれ 9分短縮したが1.000人以上では38時間32分で 3分拡

大。また，労働者 l人平均で38時間45分(第 2図，第 3表，第 4

表)。

( 3 ) 年間休日総数

年間休日総数は 1企業平均104.1日で，前年に比べ0.6日増，労働

者 1人平均112.4日(第 6表)。

( 4 ) 年次有給休暇

年次有給休暇の付与日数(繰越日数を除く。)は労働者 1人平均

17.5日，うち労働者が取得した日数は9.1日，取得率は51.8% (第

7表)。

( 5 ) 変形労働時間制

変形労働時間制の採用企業数割合は54.8%と初めて 5割を超えた

前年 (54.4%) とおおむね同じ割合。内訳は 11年単位の変形労働

時間制J34.3%， r1カ月単位の変形労働時間制J17.5%， rフレッ

クスタイム制J5.1% (第 3図，第 8表)。

( 6 ) みなし労働時間制

みなし労働時間制の採用企業数割合は8.0%(前年8.9%)0 内訳

は「事業場外労働のみなし労働時間制J7.2% (前年8.3%)，r裁量

労働のみなし労働時間制J2.1% (前年1.4%) (第12表)。

(7) 所定内深夜労働

所定内深夜(午後10時~午前 5時)労働がある企業数割合は33.1%

で，交替制勤務の所定内深夜労働がある企業数割合は20.3%，交替

制勤務以外で所定内深夜労働がある企業数割合は14.9%(第 4図，

第15表)c 
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2 賃金制度

(1) 賃金体系

定期昇給制度のある企業数割合は86.0%0定期昇給額の決め方は

約 9割の企業で考課査定があり， r全額自動決定」とする割合は低

い(第18表)。

( 2 ) 賃金形態

「年俸制」を採用している企業数割合は12.3%c 1，000人以上では

25.6%と平成 8年に比べ9.7ポイント上昇(第 5図，第四表)。

3 労働費用

(1) 労働費用総額

平成10年の「労働費用総額」は常用労働者 1人1カ月平均502.004

円で，平成 7年に比べ3.9%増。内訳は， I現金給与金額J409，485円，

「現金給与以外の労働費用J92.519円で，平成 7年に比べ，それぞ

れ2.2%増， 12.3%増。

「労働費用総額」に占める「現金給与総額」の割合は81.6%， I現

金給与以外の労働費用」は18.4%(第 6図，第21表，第22表，第23

表)。

( 2 ) 現金給与以外の労働費用

現金給与以外の労働費用の内訳は， r法定福利費J46.868円， I退

職金等の費用J27.300円， r法定外福利費J13，481円。平成 7年に比

べそれぞれ9.4%増， 32. 7%増， 1. 5%減。「法定福利費」のうち「厚

生年金保険料」が14.7%増(第 7図，第25表，第26表)。

4 派遣労働者受入れ関係費用

派遣労働者受入れ企業数割合は20.3%(前田平成 7年調査

15.0%)， 1，000人以上では53.1%c 1人1カ月平均派遣労働者受入

れ関係費用は296.551円(第29表)ョ

国
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近代企業における賃金管理制度の研究

5 福祉施設・制度

( 1 ) 企業の福祉施策

施策の種類では， I健康維持・増進対策」を導入している企業数

割合が最も高く 39.8% (第10図，第30表L

今後 3年間では， I介護援助施策J，I健康維持・増進対策J，I自

己啓発援助制度」などを導入・拡充予定の企業数割合が高い(第30

表)。

( 2 ) 通勤関連施策

現在，通勤関連施策を導入している企業数割合は17.7%と，前回

調査(平成 6年調査13.6%) に比べ4.1ポイント上昇。今後 3年間

に導入を予定している企業数割合は7.8%で，内訳は「フレックス

タイム制J5.6%， I時差通勤J3.0%など(第11図，第31-1表，

第31-2表)。

( 3 ) 有配偶単身赴任者対策

転居を必要とする人事異動がある企業数割合は28.1%で，前回(平

成 6年調査20.2%)に比べ7.9ポイント上昇。有配偶単身赴任者(以

下，単身赴任者という。)がいる企業数割合は19.1%で，前回(同

15.9%) に比べ3.2ポイント上昇c

平成10年12月末日現在の単身赴任者総数は314.100人(同254.000

人)と30万人を超え，前回に比べ約 6万人増加(第32表)己

転居を必要とする人事異動がある企業のうち「単身赴任者に対す

る援助制度がある」企業数割合は92.0%。援助制度の種類別には

「赴任地における住宅・寮等の提供J69.9%， I別居手当の支給」

58.9%， I一時帰宅旅費の支給J58.5%などの!Ilti(第33表)。
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1 労働時間制度

(1) 週休制

イ 何らかの週休 2日制

週休制の形態(注)をみると， r何らかの週休 2日制」を採用

している企業数割合は90.5%(前年90.0%)で，これを企業規模

別にみると， 1.000人以上98.2%，300~999人98.3% ， 100~299人

93. 9%， 30~99人88.5% となっている(第 1 図，第 1 表)。

適用労働者数割合でみると， r何らかの週休 2日制」の適用労

働者数割合は95.6%(前年95.4%)で，企業規模別には， 1.000人

以上97.4%， 300~999 人 98. 2%， 100~299 人94.5% ， 30~99 人

90.8%となっている(第 1図，第 2表)コ

(注)労働者によって適用する週休制が異なる企業については，

最も多くの労働者に適用している週休制の形態を当該企業

の週休制の形態としたコ

第 1図 何5かの週休2日制及び完全週休2日制の普及状況

4
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適用労働者数割合

ロ 完全週休 2日制

「完全週休 2日制」を採用している企業数割合は35.2%で，前

年 (33.6%) に比べ1.6ポイント上昇したc 企業規模別にみると，
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1.000人以上73.3~ ， 300~999人57.2~ ， 100~299人38.4~ ， 30~ 

99人3 1. 1~ となっている(第 1 図，第 1 表)。

適用労働者数割合でみると59.2~で，企業規模別にみると，

1.000人以上81.9~ ， 300~999人60.8~ ， 100~299人40. O~ ， 30~ 

99人32.4~ となっている(第 1 図，第 2 表)。

( 2)所定労働時間

イ 週所定労働時間

週所定労働時間(注)は 1企業平均39時間23分(前年39時間

31分)，労働者 1人平均38時間45分(同38時間46分)となってい

るC 前年に比べ 1企業平均では 8分の短縮となった(第 2図，第

3表，第 4表)。

週所定労働時聞が f40時間以下」である企業数割合は92.1~で，

前年 (88.1~) に比べ4.0ポイント上昇し，適用労働者数割合は

97.4~で，前年 (96. 2~) に比べ1. 2ポイント上昇した(第 3 表，

第 4表)。

企業規模別に 1企業平均週所定労働時間をみると， 100~299人

では39時間01分(前年39時間10分)， 30~99人では39時間36分(同

39時間45分)とそれぞれ 9分の短縮となっているのに対し， 1.000 

人以上では38時間32分(同38時間29分)と前年に比べ 3分拡大し

た(第 3表)8 

産業別にみると，金融・保険業 (37時間23分)が最も短く，次

いで電気・ガス・熱供給・水道業 (38時間17分)，不動産業 (38

時間31分)の順となっている。一方，建設業 (39時間47分)，鉱

業 (39時間41分)，運輸・通信業 (39時間34分)，卸売・小売業，

飲食庖 (39時間33分)などでは比較的長くなっている(第 3表)c 

(注) f週所定労働時間」とは，就業規則等で定められた 1週当

たりの所定労働時間をいう c 労働者によって週所定労働時

間が異なる企業については，最も多くの労働者に適用され
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る週所定労働時間を当該企業の週所定労働時間としてい

るO なお，変形労働時間制を採用している場合は変形期間

内で平均した週所定労働時間による O

第 2図週所定労働時間の推移

(時間分)

46{)() 

:::l叫ト41RL/
側ト・ n匂5 ゐモ5:lf4

Jト40:03 4I13"¥そ-t'i

:::  労働者 I人F5ヲjLdt

l 企業平均

ll:uO 

::百d汁~I 1'4 9 101年)

※ 1・(2 )・ロ~(7)は省略。

2 賃金制度

(1) 賃金体系

イ基本給

基本給の決定要素別企業数割合(複数回答)をみると，管理職，

管理職以外とも「年齢・勤続，学歴など」とする企業数割合がそ

れぞれ72.6%，78.5%と最も高く，次いで管理職では「職務，職

種など仕事の内容J70.1%， I職務遂行能力J69.6%， I業績・成

果J55.1%の順となっている。また，管理職以外では「職務遂行

能力J69.2%， I職務，職種など仕事の内容J68.8%， I業績・成

果J55.3%の順となっている。

企業規模別にみると，管理職では1.000人以上， 300~999 人， 100 

~299人で「職務遂行能力j が最も高く， 300人以上の各規模では

8割強となっている O 管理職以外ではすべての規模で「年齢・勤

続，学歴など」が最も高い。

産業別にみると，管理職では建設業，卸売・小売業，飲食庖で

ハ叫
U

F
h
u
 



近代企業における賃金管理制度の研究

人以上が94.2%であるのに対して30~99人78.9% となっている。

また.I日給制jの適用労働者数割合は.30~99人では10.7% となっ

ている(第20表)0 

※3. ~5. は省略。
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[賃金制度]

第四表職種，基本給の決定要素別企業数割合
(単位。%)

管理戦 ('-.1λ) };;・1'1'戦以外 (¥1λ)

企業縦筏・由主jf; fT長l 職務，職
職務遂行 業績・

年齢勤 職務.職
職務遂行 業績・

年齢勤

慢なとfI
能}J 成果

抗予暦 稀なと仕
能}J !反米

続学歴

事の内容 など 事の内容 fヨ、ド}レ

企業規模百| 100.0 70.1 69.6 55.1 72.6 68.8 69.2 35.3 78.3 
1.000人以上 100.0 48.1 85.5 72.9 64.4 46.6 86. C， 65.6 88.9 

100~999人 100.0 63.4 78.9 67.3 77.8 62.3 76.5 65.3 84.9 

100.0 57.2 80.7 72.5 77.2 S6.5 79.3 68.7 88.2 

OO~299人 100.0 65.4 78.3 65.7 78.0 64.0 75.6 64.2 83.9 

30~ 99人 100.0 73.4 63.5 ，19.8 70.8 72.0 65.7 51. 1 75. G 

鉱 業 100.0 68.7 58.3 50.8 72.5 67.3 66.3 49.9 81. 5 

建，，;<業 100.0 78.9 76. ;) 54. ;) 78.3 78.9 75.0 54.3 81. 3 

製造業 100.0 71. 0 76.6 60.1 73.7 70.3 1';.3 57.4 79.8 

電気・ガス・熱供給 水道業 100.0 64. .1 78.6 70.3 82.5 62.7 79.7 67.5 90.0 

運輸・通信業 100.0 71. 3 55.9 36.3 72.9 63.2 50.7 45.2 70.7 

卸売・小売業，飲食広 100.0 67.0 59.4 54. S 66. S 66.9 63.1 5S.7 

金融・保険業 100.0 54.4 86.3 68.1 73.5 54.1 84.4 69.6 84.9 

不動産業 100.0 6S.4 74.9 73.6 71. 8 66.7 68.7 67.9 76.8 
サービス業 100.0 6S.4 70. () 56.1 73.0 64.3 70.1 S6.3 79.6 

第17表賃金(基本給)体系の別建ての有無，内容別企業数割合
(中i古:%)

(九I.A.l

1 2 3 4 〉 6 
別廷でで 管理職と 総合戦と 左記1.2以 部門別に 勤務地λ1; 1 ~ 別建て

年-企業規模 合計
ある 外では正ふ管理職以外 総合職以外 外の職種 よって 転勤の有無 u 

によって によって 職群によっ ~Ij建て によって
L 、

別建て 別建て て別建て 別建て

平成 8年
:;0.9 

(69.8) 113.6) 100.0 
(100.0) 

(15.6) 121.1) 13.1) (2.8) 49.1 

10 100.0 
S2.3 

000.01 
(72. n 114. 11 (22.11 (15. ]) (3.11 11. 91 47.7 

1.000人以上
72.3 

100.0 
000.01 

171. 31 129. iI 121. 01 14.3) 17. iJ (4.3) 27. i 

100~999人
55.0 

100.0 
000.01 

171. 8) 118. .1) (18.81 112.8) 14.11 (2.7) 45.0 

100.1) 
59.7 

000.0) 
(69.9) 129.3) 09.4) (7.1) (3.11 (2.61 40.3 

100~299人 100.0 
53.5 

000.01 
172. ~) 04.7) 118.61 114.7) 14.5) (2.81 46.5 

30~ 99人
50.6 

100.0 
000.01 

173.2) (11.5) (23.61 (16.6) (2.91 (1. ~) 49.4 

一
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第四表定期昇給制度の対象者，昇給額の決め方別企業数割合

l中1丘 %1

対象1，
昇 給 額 の 1ため h

年余;r:;規筏 すで司、業 定期昇給制度がある 全額、考課
ノ、

在員 与日't1t定と

全 R 一部 fE /よL 11動iR:i乙 11 '釣決〉じ

昭和57午 100.0 86.9 (100.0) (...1 ("'J 128.白) 113.81 (;i7. :11 

62 100.0 81. 4 (1り0.0) 1"，) (...) 138.91 117.31 (，13.81 

平成 81f 100.0 87.6 (100.0) 18.1.11 115.91 139.41 (9.4) 151. 11 

10 100.0 ~6.11 (1り0.0) (84.61 (1:>.41 (.15.21 110.31 し11.41 

1.000人以ト 100.0 90.6 (100.0) 173.01 127.01 121. 71 110.6) (67.71 

100-999人 100.0 90.9 1100.01 185.81 111. 2) 136.5) (仏 11 151.11 

f1o0o0 ~999人
100.0 91. 2 1100.0) 185.31 114.71 132.9) 16.5) 160.6) 

-299人 100.1) リ0.8 (100.0) 185.9) IJ.1.lI 137.61 110.11 1 :;2.11 

30- 99人 100.0 83.9 (100.0) 184. :;1 11S.5) 149.8) 1 lil. 7) 1:l9.61 

li主)定期斜給制度とは 定期間勤務し -Aの条件を満たした労働者の主主本給額について.定期的に

用額することがあらかじめ労働協約，就業規則等で定められているものをいう

第19表賃金形態別採用企業数割合
'.1λ (単位 :%1

iと'. 告l! 嗣l 出来高払い制

月給

年企業嵐慎 全企業 欠勤寺 欠勤守 定富良市Ij その他
d十 時間給 lJ宇古 による による 年俸制J ot 守 H~ 米 出来高給

二十
F宇'JI主 左引き 両給

カミある がない

千 rA討{I 100.0 99.4 11. ~ 26.1 96.3 69.5 56.8 8.6 5.5 4.3 1.3 。1

IIJ 100.0 99.1 13.6 20. I 96.3 6B.6 36. :2 12.3 6.6 4 2.9 n. :2 

1.u()(1人以十 !UO.O 99. i 8.9 10臼 。バ 9 ii.4 ::i:Z.t) 25. () Ilo.91 1討 3.6 0.8 り討

100 -999人 100.0 99.7 13.6 17.3 9H.0 73.9 :)5.3 l::iの (}2.1"' :J.() 3.4 1.7 (l.O 

}OO.O ~9. I 12. :2 12.J 99.3 74.3 55.6 20. :2 114.11 3.7 1." 
ワ ヲ

]日日 -299人 100.0 99.7 14.1 l比お 97.5 i3.7 53.2 13.4 111. 41 S.4 3.9 1.6 。。
30-89人 11)的。 98.9 l:l討 フワ 3 95.6 66.2 56. i 10お I i. 01 7.3 -L2 3.4 0.2 

(i11 1) 与賃金形態には.当該形態の労働将が l人でもいる企業を計|ーしている

2 )賃金の 部がIB 来品給の労働者の場合唱定額部分が50'~起であれば「定額制」の該吋する形態に.

定結i部分が50%未満であれば 111¥米両払い削lの「ど在日市1)十 11¥来高給ーの形態とした

31 土ドiJ!dO年の全企業には賃金形態のイ、l引をffむ

41 1 1 1付の数値は平成 8年の数M:である
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第四表賃金形態別適用労働者数割合

年・企業規模 合計

sH布1153i}: 100.0 

;);) 100.0 98.2 」ー 12.1ー」 日6.0 1.8 1.2 0.6 。l

、F成3年 100.0 96.4 1.6 6.0 88‘ 57.7 30.6 0.4 3.6 3.1 0.5 。。
100.0 97.8 1.4 5.7 89.7 62.6 27.1 1.1 2.2 1.8 O. ') 。。

10 100.0 97. e 2.3 4.2 日 61.1 28.0 1.9 2. ;) 1.7 0.8 。。

1.000人以 l 1 uu. 0 98.8 1. 3 0.894.267.626.62.4 (1.3) 1.2 1.0 0.2 0.0 

100~999人 100.097.0 2.1 4.1 持9.359.030.3 1.510.9) 3.0 1.9 1.1 。。
100.0 98.1 2.0 2.9 91.9 '59.0 33.0 1. 3 (0.9) 1. 9 0.6 1.2 

-299人 100.0 96.0 2.2 5.3 86.859.027.9 1. 6 11.0) 4.0 3.0 1.0 。。
30-99人 100.0 95. O 4.3 10.778.952.326.6 1. 6 (0.7) 4. O 2.9 1.5 0.0 

(注) 1) 賃金の J 部がtH来高給の労働者の場合.定徹部分が50%超であれば「定額制」の談、与する形態に，

定額部分が50%未満て、あれば r11¥米高払い制」の 定額制J+出米自給Jの形態とした3

2 )平成10年の合計には賃金形態の不明を含むc

3) ( )内の数値は平成 8年の数値である 3
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平成10年賃金労働時間制度等総合調査

第26表産業・企業規模，職種，

管内戦 1¥1.AI

産業 企業規僕 全企業

T 謁 査 産 業 計 100.0 70.1 69.6 55.1 72骨昔

1.000 A 以 100.0 18.1 85.5 72.9 64.4 

100 999 人 100.0 63.4 78.9 67.3 77.8 

999 人 100.0 57.2 80.7 72.5 77.2 

299 人 100.0 65.1 78.3 6;'.7 78.0 

30 99 人 100.0 73.4 65.5 49.8 70.8 

D 鉱 業 100.0 68.7 58.3 50.8 72.5 

E 建 設 業 100.0 78.9 76.5 54.5 78.3 

F 製 ie 全- 業 100.0 71.0 76.6 60.1 73.7 

1.000 人 以 上 100.0 48.1 89.1 78.3 57.6 

100 999 人 100.0 65.9 83.1 70.B 80.2 

999 人 100.0 ~8. 5 84. O 73. 8 75. ，1 

JIlO 299 人 100. () 68.1 82.7 69.9 81. 6 

30 99 人 100.0 73.9 73.5 5::;.1 71. 5 

12 . 13 食料品 たばこ製造業 100.0 71. 4 72.4 50.7 i3. 'l. 

14 繊 維 ;(;; 100.0 69.0 11. J 62.5 83.2 

1::; 衣服・その他の繊維製品製造業 100.0 73.7 67.5 47.5 53.4 

16 木材・木製品製造業 100.0 82.9 73.5 56.6 7".3 

17 家 具 装備 品製造業 100.0 71. 9 84.9 62.6 59.8 

18 パルプ 紙・紙加じ品裂造業 1110.0 ::;9.7 68.2 60.7 81. 5 

19 出版・印刷.JciJ関連産業 10り.0 76.4 73.3 62.8 87.1 

20 化 '1' L 業 100.0 日2.8 72.9 ~5. 【/ 7o.6 

21 石油製品 Diえ製品製泣業 100.0 51. 8 品i.7 75.0 73.8 

22 プラスチソク製品製造業 100.0 70.8 84.2 37. '2 73.4 

23 ゴム製品製造業 100.0 72.1) 67.9 05.1 71. 7 

24 なめし革・|ロl製品・毛皮製造業 100.0 67.リ 7::;.1 12.8 61. 1 

23 烹;(;; . -1-.1l製 品製造業 100.0 79.7 71. 6 ;:;3.1 64.9 

26 }失 鋼 業 100.0 71. 1 81. 9 60.9 76.4 

27 JI: 欽 4~ 1"'; 製造業 100.0 68.9 76.2 69.3 71.9 

28 金属製品製造菜 100.0 74.5 83.2 68.1 68.8 

29 一般機械務 J!製 造 業 JO().O 67.6 86.7 74.6 80.2 

30 電気機械6:if!製造業 100.0 70.9 78.2 58.0 7".1 

31 輸送用機械器具製造業 100.0 68.4 76，9 62.7 73.1 

32 精密機械器具製造業 100. () 53.3 77.3 65.0 80.2 

33. 34 式器 その他の製造業 100.0 75.3 68.0 78.1 71. 9 

G 電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 64.4 78.6 70.3 82.5 

H 運輸 通信業 100.0 71.3 55.9 36.3 72.事

|卸売・小売業，飲食居 100.0 67.0 5事.4 54.5 66.5 

48-53 釘j 7c 業 100.0 67.1 69.3 6".9 75.0 

54-61 小 売業 .飲食 J;'f 101l.け 66.5 47.8 41. 2 o6.6 

J 金融 保険業 1∞.也 54.4 86.5 §皐.1 73.5 

K 不 動 産 業 1∞.0 65.4 74.9 73.6 71.8 

L サ ビ ス 業 100.0 65.4 70.0 56.1 73.0 

L 1 N 事業 所サービス 100.0 60.3 71. 8 58.0 74.2 

L 2 ，iJ個人サービス 100.0 71. 6 67.4 53.4 71. 5 

L 3 社会的・公共的叶ービス 100.0 77.4 68.2 53.8 70.9 
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基本給の決定要素別企業数割合

(単位 %) 

職務，職持な 産 業・企業鋭校

どttτffの内容

68.8 草9.2 55.3 78.5 丁調 査 産 業 計

46.6 86.5 65.6 88.9 1.0りO 人 以 ト

62.3 76.5 65.3 84.9 100 999 人

56. " 79.3 68.7 88.2 999 人

64.0 7~. 6 64.2 83.9 299 人

72.0 65.7 ;:;1.1 7".6 30 99 人

67.3 66.3 49.9 81.5 D 鉱 業

78.9 75.0 54.3 81.3 E 建 自民又 業

70.3 75‘3 57.4 79.8 F 製 造 業

48.5 93.1 71. 9 90.2 1.000 人 以、 上

64.4 81. 7 66.4 87.2 100 日99 人

S;).2 85.1 7り.1 89.0 999 11. 

67.1 80.7 65.3 86.7 100 299 人

73. O i2.0 53.2 76.3 30 99 人

71. 9 73.3 19.8 80.8 12・13 食料品・たばこ製造業

68.2 73. () 67.2 89.4 14 繊 維 工 来一

76.1 73.4 49.7 61. 6 1" 衣服・その他の繊維製品製注業

89.7 63.0 '18.3 i7.9 16 木材・木製品製造業

6".3 80，.2 60.9 69.8 17 家具・装備品製造業

57.9 70.1 19.7 89.9 18 パルプ・紙・紙}J]]T品製造業

75.3 68.7 S6.7 86.0 19 出版・印刷l 同関連産業

63.5 71. 0 :;9.8 84.0 20 化 '了 業

48.2 8，1. 3 。4.0 88.2 21 1J 油製品 石炭製品製造業

69.7 80.0 o2.3 81. 9 zz プラスチ j 7製品製造業

71. 0 62.0 ;)5. :2 83. O 23 ゴム製品製造業

70.3 77.8 41. 7 61.1 2，1 なめし革 [.;1製品.f;皮製造業

i7.9 68.2 oO.2 71. 9 25 窯業・土石製品製造業

70.2 73.7 o9.1 80.1 26 $主 鍋 J長
09.1 76.7 61. 9 81.2 27 .JI鉄金属製造業

71. 7 84.6 67.2 75.1 28 ~fr': 属製品製造業

65.7 79.5 64.1 86.9 29 一般機械器具製造業

66.8 ，~). j 60.1 80.5 30 電気機械器具製 ili業

69.5 78.1 56.6 79.3 31 輸送別機械器具製造業

，，6.0 73. () 07.3 85.3 32 梢待機械接見製造業

74.7 73.6 71. 6 83.0 33・34 武器・その他の製造業

62.1 79.7 67.5 90.0 G 電気・ガス・熱供給・水道業

苦S53..29 
50.7 45.2 

7707..7 3 
H 運輸 通信業

63.1 55.1 !卸売・小売業，飲食盾

65.9 69.1 64. :! 81. 9 18-:;3 長[1 フiじJ 業

68.1 ，，5.2 45.8 71. 9 54-61 小売業，飲食!占

54;4 84.4 69.!) 84~註 J 金融 保険業

5664..Z 2 
68.1 67.9 76.8 K 不 動 産 業

70.1 5s.3 7事.& L サ ビ ス 業

60.0 70.8 :;9. () 79.8 L 1 対事業所サービス

69.5 69.4 52.2 79.4 L Z 対 倒 人 サ ー ビ ス

74.9 67.7 ，，4.6 79.4 L 3 社会的・公共的サービス
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第27表産業・企業規模，職種，賃金
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、ド成10年賃金労働時間制度等総合調査

(単位:%)

企業規格t産業

体系の種類別企業数割合 (2-1 ) 

T 謂査産業計

1.000 人以 l

100 999 人

(300~999 人

100 甘9 人

:J(l 99 人

鉱 業

建設業

製造業

1.000 人以|

100 999 人

(300~999 人

100 299 人

30 99 人

12・13 食料品・たばこ製造業

14 繊維工業

15 衣服・その他の繊維製品製造業

16 '" t1 ・木製品製造業

17 家具・装備品製造業

18 パルプ・紙・紙1m工仏製造業

19 lH版・印刷・同時速産業

20 化学工業

21 石油製rHl • {j炭製品製造業

22 プラスチック製品製造業

23 ゴム製品製造業

24 なめし革|ロl製品・主皮製造業

23 ~主業 七イ!製品製造業

26欽鋼業

27 非 鉄 金 属 製 造 業

2R 金属製品製造業

29 般機織器具製造業

30 電気機械器具製造業

31 輸送刷機械 M只製造業

32 精密機械器具製造業

33・34 武器 その他の製造業

G 電気・ガス・熱供給・水道業

H 運輸・通信業

l 卸 売 ・ 小 売 業 ! 飲 食 庖

jR-:;3卸 売某

51-61 小光業.飲食 J(1I

J 金融・保険業

K 不動産業

L サービス業

L 1 対事業所サ ピス

L 2 対個人サービス

L 3 社会的・公共的サービス
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近代企業における賃金管理制度の研究

平成10年賃金労働時間制度等総合調査

第27表産業・企業規模，職種，賃金
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産業・企業規模| 合 計

4

2

5

3

9

4

3

7

 

'
L
4
1
ι
1
1

も

ゑ

4

0

8

2

0

3

8

S

7

 

-.' 

。tる

M
今

δ
ヲ
】
ワ
】
勺

J
ク
】
含

d
9『

a
d
9“

2
4
F
5
D
Q
9
d
i
5
《告
v

I

4

噌

1'.ふ
'
八

U
凡

υ
ハ
υ
Aり

?11iム
《
金
〈

u
A命ω》内
“

υ》

のjJOjJ
ハJ
J
U
i
J
4
j
一j
一
3
ワJ叫

3

0

2

0

、y2/ζ
一
4

4

a

4
易

aぺA
-
J
J
υ
J
J
3
り

J
叩

-
9
J叩

唱

i
ハ
リ
ハ

υ
ハリ

1
i
T
i

噂孟

1J一勺
J
J
J
ρ
J」

-
J
J
2
一
}
.
宅

'J.sJ.dリ

1

官

A
A
A
1
i
A
υ
1
i
ハ
υ
τ
i

《

H
》

砂

噌

i

1
ο
H。
ρ6わ

n6bQ臼U
司

7
t
0
4
8

.

-

e

ム‘.

8
0
?
2】

1li
ワ2】
ヴ

7
i
z
苦

w5b
 

1
 

5

1

1

8

1

1

5

干

2

1

1

5

1

6

4

8

8

A

U

 

2

1

1

1

1

2

1

1

2

 

5

4ム

o
n
1
8
7
5
3
事

・

・

・

・

・

・

5

・

1

8

0

4

2

6

6

0

I

 

q--qu
《

hリ

F3phU
局

l
d
a
v
e
o

ヲ'

AU
ハ

V
ハ

U
A
U
ハ

U
ハリ

AυnuuAHV

仙
叫
川
叫
川
川
悦
肌
川
川
陥
叫
団
山
総

1
4
t
i
唱

l
唱

l
t
i
z
-
-ゐ
急

車

3品

計

上

人

人

人

人

業

業

業

T 調査 産業

1.000 人以

100 999 

ドリ()
100 

30 

D 鉱

E 建

F 製

999 

299 

99 

設

造

l.()(川 人 以

ド00 山人
JO() 299 、

30 99 人

E・13 食料品 た hまこ製造某

14 繊維上業

1;; 衣服その他の識維製品製造業 1100. 0 ~6. 4 38.4 

16 木材 木 製 品 製造業 111l0.0 77. 8 22.1 

AV

、i
-

D

F

D

4

2

q

d

 

2

9

3

 

2

2

り

FU

-

-

n

J

q

d

一

••. ハ
リ
ハ

υ

ワ
-

つ旬

O

A

U

ω

の

ハ

U

ワ
】
ハ
リ

11Aυ1
 

6

7

5

0

2

 

AU
ハ
リ
ハ

υ

?

-

t

1

2

4

6

4

9

9

1

 

1
4
1
1
1
i
1
i
Aり
ハ
リ

nu

ti
っ
δ
R
h
u
-
-
υ
u
n
-
-
p
h
u

A
U
-
-
A
V
}
&
に
け
戸
。

AV

H

H

0

3

7

2

6

 

-

-

-

-

-

-

-

Qd
ワ』

'i
っ、

υ
q
J
Q
U
ハリ

1

1

1

2

1

1

 

7

5

9

3

目

白

4

4

3

3

6

6

4

0

 

3

6

5

6

7

6

7

 

ハ
リ
ハ
り
ハ
り
ハ
リ
ハ
リ
ハ
リ
ハ
リ

-

-

-

-

-

A
リ

ハ

り

ハ

リ

ハ

υ
ハ
げ
八
リ
ハ
リ

ハ
リ
ハ

υ
ハ
U

ハ

υ
ハ
り
八
り
八
リ

1

1

1

1

1

1

1

 

k
人100 999 

12.6 2.0 

9.9 1. 1 

0.1 1.1 

1. 4 ;;. 1 

3. I 

0.2 2. 1 4.9 

2.6 O. 1 2. (l o.3 

0.52.96.0 

4.1 4.3 

7ι 5
 

44T 
• 1

 

6
1
 

】{
 

)
 

(
 

ワ今、，
qdAhυ ー

一

に

り(
 

1i家具 装備品製造業 1100.0 83. 1 30.2 

18 パルプ・紙・紙加上品製造業 1100.0 77.2 10.J 2.2 ().6 2.2 2.9 

19 出 版 ー 印 刷 ・ 同 関 連経業 11ω.0 73.6 11. 0 6.0 O. 1 

20 化 ?工't1 J∞ 61. 8 16.0 目1.3 0.1 1. 5 

0.6 

21 石油製1m・イ1炭製品製造業 1100. Il o2.8 J 1. H 1. 4 

22 プ ラ ス チ ソ ク 製 品 製造業 1100.0 69.1 18.1 3.6 3.9 

23 ゴム裂品製造業 11ω62.216.510.4 目 6

24 なめし革 1，，1製品主皮製造業 IJOO.O 83.府 部 .6 10.:Z 2.5 

100.083.828.112.4 0.6 

3.9 

4.6 

2.1 O. o 0.2 

6. 'i 

4
 

2
 

-
D
 

ハリ3
 

Q
U
O
M
U
n
Y
 

9

5

4

 

1

1

2

 

ハ
υ
3
a
っ
d

ヴ

i
q
d
o
o

nhuρhuphu 

ハ
リ
ハ
リ

∞
m
 

l

l

 

業

業

業

造

圭

製

j

ロ

川

製

2
 

-
げ
鋼
属

，イ白l

金鉄

業空
…
鉄
非

戸、υphU
司〆，

ヲ
】
ワ
-
ヲ
-

6.8 2.1 

4.3 品1.9 0.6 2.::; 

3.3 2.2 

3. I 1. 1 

1. Ii 3.3 1. 9 3.5 

q

J

w

b

£
リ

1
1
5

ぷ

り

の

H
V
F
8
0
0
4
a

1
 

1

4

2

0

9

 

1

1

1

-

9

h

M

フ
M
9
-

U

A

V

F

3

7

'

q

J

つ-

L

a

仏

仏

1

6

0

S

7

3

3

 

2

こ

3

4

4

1

3

3

4

こ

3

一

事

り

一

I

i

1

3

一

3

8

2

8

1

1

1

 

1

1

2

H

7

古

?

S

3

6

5

4

7

5

0

U

0

0

0

3

0

仏

L

L

1

0

a

L

L

l

乙

2

0

3

2

2

8

3

5

7

7

4

0

5

4

1

4

9

 

1

1

5

0

L

Z

a

-

-

乙

L

4

弘

主

ι
札

'
i
-
o
-
t
t
-
J
ハ
U
A
U
令
。
弓

'
1
4
1
A
・1
9
G
S喰
ワ
-
氏
。
ハ
わ

日

川

口

初

日

口

同

副

総

制

科

目

お

お

お

m
m
m山
初

8

0

1

1

0

6

4

3

2

1

4

8

3
一一

2

7

8

5

4

5

0

1

ι

a

a

&

2

1

a

a

&

5

1

0

 

氏

U
巧

d
勾

i
F
i
ゥ

i
w
b
マe
£

u
v
p
O
7
4
w
b
n

。a
u
n
b

円

i
ゥ

t

AU
ハ
り
の
り
ハ

υ
ハ

V
ハ

V
A
V
A
V
A
V
ハ

U
A
V
A
V
A
u
u
n
u
v
ハ
り
ハ

U
ハリ

ω
∞∞
ω
ω
ω

∞∞∞∞
ωMW
∞∞∞
ω

川

w

i

l

l

-

-

I

I

l

l

-

-

1

Z

I

l

-

-

業

業

業

業

業

業

業

業

活

業

百

業

業

業

ス

主

造

造

造

近

げ

U

A
唱

食

食

ビ

い

製

製

晴

製

時

イ

信

飲

飲

検

ス

一

E
目

ハ

其

ヂ

具

他

給

1

じ

:

サ

ロ
山
叩
而
器
拡
持
の
供
通
業

J

保

↓

械

そ

劃

川

業

ビ

庁

製

械

械

機

械

J

・

・

売

モ

-

ー

機

機

用

機

器

玖

小

日

寸

動

-

事

日
ね
般
気
送
山
市
武

4
1

輸

.

，

止

づ

融

-

オ

金
a

竜

輸

精

4
気

富

冗

九

M

m

U

1

サ

電

運

卸

~

~

金

不

サ

l

鈍
り

Q
U
A
V
2
i
つ
-

q

d

Q

O

4

2

2

3

3

3

3

4

5

I

 

m
U
U
H
i
-
f
i
u
V山

l」

L 2 対個人サービス

L 3 社会的・公共的サービス

Z.7 1.0 4.2 

つつ

り

2

4

H

•••• 5

6

1

5

 

9

3

2

2

 
• 

2
り

5

0

一

一

一

一

2.7 

5.6 13.8 

4.2 2. () 

1. 3 1. 2 

2.2 14. () 

3.7 

3. ::; 5.3 0.0 0.9 ち目 4

1.8 目3

O.吾

5.4 5.5 

1.8 

::::. J 

0.4 12.0 

仏吾 1;4 4.6 

3‘ 3.宮 0.2

2、 0.8 6.8 

1. 3 1. 0 9.0 

4.4 

・1

ノ 1

184 



資料

平成10年賃金労働時間制度等総合調査

体系の種類別企業数割合 (2-2) 
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産業・企業規筏
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近代企業における賃金管理制度の研究

産業・企業規模，第31表
平成10年賃金労働時間制度等総合調食
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23 ゴム製品製造業

24 なめし平同製品毛皮製造業

25 実業.J:石製品製造業

26鉄鋼業

27 jJ鉄金属製造業

28 金属製品製造業

29 般機械器只製 jii業

30 五気機械器具製造業

31 輸送用機械器具製造業

32 精管機械~:i只製造業
33・34 武器、その他の製造業

G 電気・ガス・熱供給・水道業

H 運輸・通信業

| 卸売・小売業，飲食庖

48-53卸売業

54-61 小売業，飲食前

J 金融・保険業

K 不動産業

L サービス業

L 1 対事業所サービス

L 2 対個人サービス

L 3 干t会的・公共的サービス

li主111 各賃金形態には，主'i該形態の労働符が l人でもいる企業を計上しているこ

2 )賃金の一部が出来高給の労働者の場合.定署員部分が50%起であれば「定額制ーの該宣する形態に.
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平成10年賃金労働時間制度等総合調査

賃金形態別採用企業数割合
(!jl.f>，:%) 

その他 産業 企業規模

一事.Z T 調 査 産 業 計

52.0 25.6 3.8 3.6 0.8 0.8 1.000 人 以 上

55.3 15.0 5.0 3.4 1.7 0.0 100 999 人

55.6 20.2 3.7 1.8 2.2 999 人

55.2 13.4 5.4 3.9 1.6 0.0 100 299 人

56.7 10.8 7.3 4.2 0.2 30 99 人

55S231主..5主s 13告&;.?事4 γ-12gL，.87 S J 

9;{} D 鉱 業
伺m E 建 訊直又 業

。徐容 F 製 1、主旦乞 業

61. 2 26.5 1.000 人 以 上

65.3 11. 5 1.5 1.3 0.2 0.1 100 999 人

67.7 17.7 2.4 1.8 0.6 999 人

64.6 9.7 1.2 1.1 0.1 0.1 299 人

63.2 8.4 1.7 0.7 1.0 30 99 人

65.0 13.6 3.8 1.6 2.2 12・13 食料品・たばこ製造業

76.4 9.6 3.0 3.0 14 繊 維 T 業

64.5 10.7 2.0 2.0 15 衣服その他の繊維製品製造業

49.7 8.3 1.2 0.7 0.6 16 木材・木製品製造業

63.8 4.5 3.0 3.0 17 家具・装備品製造業
68.1 8.2 2.2 2.2 0.6 18 パルプ・紙・紙加工品製造業

63.1 10.3 0.7 0.6 0.1 19 出版・印刷 同関連産業

64.1 18.1 2.8 2.8 20 化 '7' I 業
43.2 22.9 2.7 2.7 1.4 21 七油製品・白炭製品製造業

62.7 8.3 22 プラスチック製品製造業

62.4 6.2 23 コム製品製造業

60.5 10.7 4.6 2.0 2.6 24 なめし革・同製品毛皮製造業

57.3 6.0 1.0 1.0 0.1 25 窯業・ 土 {J製品製造業
65. :; 9.4 26 欽 鋼 業
60.2 11. 7 27 非鉄金属製造業

62.8 9.7 28 金属製品製造業

63.4 8.7 29 一般機械器具製造業
67.5 6.5 1.7 1.7 30 電気機械~具製造業
62.6 8.4 2.2 フワ 31 輸送用機械器具製造業

61. 0 11. 2 1.7 1.7 32 精後機械器具製造業

12.6 2.5 2.5 33・34 武器・その他の製造業

P 213喜事"一 6 24吾5、.. S 
1ι7 

)-JlZ&1.，1事S 2 
G 電気・ガス・熱供給・水道業

3章一 S z 2S43 ‘5 
H 運輸 通 信 業

l 卸売・小売業 1 飲食庖
61. 1 18.6 3.2 0.3 2.8 48~:;3 卸 11じ2 業
42.3 20.1 9.6 9.4 0.3 54~61 小先業，飲食応

13:& 
-f413...4 9 s 

J 金融 保険業

23ぶ.喜2一
K 不 動 産 業

L サ ピ ス 業

0.7 0.2 0.5 L 1 対事業所サービス
47.2 11. 7 8.7 :). :2 3.7 L 2 ，t'J f~l 人サービス
46.4 19.0 4.7 3.7 1.4 L 3 11::会的・公共的サービス

定額部分が50%未満であれば UH来高払い制」の「定額面J+出来尚給」の形態としたご
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近代企業における賃金管理制度の研究

平成10年賃金労働時間制度等総合調査

第32表産業・企業規模，賃

声正 業 企業規模 全企業

T 調 査 産 業 計 100‘9 書'1;5 2.き 4.2 8'9;1 61‘1 
1.000 人 以 上 100.0 98.8 1.3 0.8 94.2 67.6 
100 999 人 100.0 97.0 2.1 4.1 89.3 o9.0 

999 人 100.0 98.1 2.0 2.9 91. 9 o9.0 

299 人 100.0 96.0 2.2 5.3 86.8 o9.0 
30 99 人 100.0 9o. o 4.3 10.7 78.9 52.3 

D 鉱 業
111鋲脅608L.廃車O8 -総事紘事.空事7 畿t2L二.章1 一E8g.-4S5 

巷5巷5基L.a13 まE 建 設 業

F 製 造 業 告 5..1
1.000 人 以 上 100.0 100.0 0.6 0.8 96. o 70.0 
l似) 999 人 100.0 99.7 2.9 5.4 90. o 63.0 

999 人 100.0 99.9 2.8 3.6 92.4 60.5 

299 人 100.0 99.6 3.0 7.1 88.8 65.4 
30 99 人 100.0 99.6 6. o 14.1 78.1 o7.9 

12'13 食料品・たばこ製造業 100.0 99.0 o.8 13.2 78.8 49.4 
14 繊 維 業 100.0 99.7 4.2 8.6 86.3 o3.1 
15 1.<服・その他の繊維製品製造業 100.0 99.8 o.9 17.6 74.9 54.3 
16 木材 ・ 木 製 品製造業 100.0 99.7 3.6 7.3 88.2 60.9 
17 家具・装備品製造業 100.0 98.2 2.7 11. 2 83.9 o8.6 
18 パルプ・紙・紙加..l品製造業 100.り 99.日 2.0 4.9 92.6 68.7 
19 /1¥版・印刷・同関述起業 100.0 100.0 2.5 2.1 94.9 :i3.1 
20 イヒ ''{: 業 100.0 99.8 0.4 0.8 9o.4 oO.9 
21 石油製品・右炭製品製造業 100.0 99.8 0.0 0.2 98.0 67.1 
22 プラスチック製品製造業 100.0 100.0 3.7 2.1 93.3 61. 4 
23 ゴム製品製造業 100.0 100.0 1.9 3.4 93.7 o1. :i 
24 なめし革・同製品 .t皮製造業 100.0 99.2 :i.8 7.9 85.0 55.2 
25 窯業・土石製品製造業 100.0 99.8 1.8 6.7 89.2 66.6 
26 鉄 鋼 業 100.0 100.0 1.0 2.3 96.4 78.3 
27 非鉄金属製 造業 100.0 100.0 1.8 3.6 93.5 68.3 
28 金属製品製造業 100.0 100.0 1.6 4.6 93.0 71. 9 
29 一 般 機 械 器 具製造業 100.0 100.0 2.7 3.8 92.6 71. 0 

30 電気機械器具製造業 100.0 100.0 2.8 3.4 91. 9 67.5 
31 輸送用機械器共 製造業 100.0 99.9 1.0 3.0 94.3 81. 9 

32 精密機械~具製造業 100.0 100.0 1.3 ワワ 94.7 70.0 
33・34 武器・その他の製造業 100.0 99.9 2.3 3.8 90.5 59.7 

G 電気・ガス・熱供給・水道業

I1E税∞∞L..S9 容 呈8事乱S4‘.49 含

0.2 
f4L.1 7 

告書.5
8事5484••• 9 1 4 H 運輸 通信業 )13..吾9 18.4 

|卸売・小売業，飲食広 1;0 9脅.7
48~53 卸 フムじー 業 100.0 98.2 1.7 0.4 91. 1 49.4 
54~61 小売業.飲食 ltÎj 100.0 97.9 ;;.0 1.8 90.1 67. ;; 

J 金融 保険業 100.皐 97.3 0.2 0.0 96.6 54..5 
K 不 動 産 業 100.0 童書.2 1.8 1;4 94等 4 65.1 
L サ ビ ス 業 1批告 君事.雪 3;3 垂.4 81.8 γ61.1 

L 1 対事業所サ ービス 100.0 99.8 2.9 3.9 88.5 59.6 
L 2 対個人サービス 100.0 96.8 4.3 5. Z 86.0 64.0 
L 3 社会的・公共的サービス 100.0 99.2 1.6 7.0 87.8 67.3 

mJ 1)賃金の 部が出来尚給の労働者の場合唱定額部分が50%超て‘あれば「定額制iLのJ生、'iする形態に.

2) Iその他J にはi恩給制も含まれるコ
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平成10年賃金労働時間制度等総合調査

(ljl.f;(:%) 

企業規僕産業その他

金形態別適用労働者数割合

T 調査産業計

1.000 人以 k

100 999 人

(制 999 人
100 299 人

30 99 人

D鉱 業
E建設業

F製造業

1.000 人 以 上

100 999 人

(3 00~i}ω 人
100 299 人

30 99 人

12・13 食料品・たばこ製i立業

14 繊 維 丁ー 業
15 衣服・その他の繊維製品製造業

16 木材・木製品製造業

17 家共・装備品製造業

18 パルプ・紙紙加IT品製造業
19 出版・印刷・ 10]関連産業

20 化学工業

21 右油製品・七炭製品製造業
22 プラスチック製品製造業

23 ゴム製品製造業

24 なめし革同製品.-:[;皮製造業

25 窯業・土石製品製造業

26鉄 鋼業
27 .)1 鉄金属製造業

28 金属製品製造業

29 一般機械器具製造業

30 電気機彼持具製造業

31 輸送刷機械蒋只製造業

32 精干号機械器具製造業

33・34 武器・その他の製造業

G 電気・ガス・熱供給・水道業

H 運 輸・通信業

l 卸売 ・小売業，飲食盾
-!8~53 卸売業

54~61 小売業，飲食庖

J 金融・保険業
K 不動産業

L サービス業

L 1 H 事業所サービス

L 2 対側人サービス

L 3 社会的 公共(J'-Jサービス
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回賃 金 規 程 の 実 例 (3社)

(1)化学および機器メーカーの場合

(2)スーパーの場合

(3)ホテル・レストランの場合



( 1 ) 賃金 規程の実

業種:化学および機器メーカー

従業員:4，000人

伊。

員リ総第 1章

拠)(根

この規程は，従業員就業規則第57条に基づき，従業員の賃金・賞第 1条

与・臨時給与等に関する事項を定める O なお海外在勤者の給与について

は別に定める O

(賃金支払の原則)

賃金は原則として会社の命令に基づく労働の対価として支払う。第 2条

したがって，特に定めた場合以外の不就業および会社の命令に基づか

ない就業に対しては賃金を支払わないc

賃金の区分・支払第 2章

(賃金の区分)

賃金は次のとおり区分する 2第 3条

事合本「基

「本給「
給ート資格手当」加

」 役 職 手 当

家族手当

住宅手当

調整手当

交替制勤務手当(定額分)

警務手当(定率分)

福祉手当

193 
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近代企業における賃金管理制度の研究

2. 基準外賃金 (1)早出・残業手当 (2)深夜手当 (3)休日出勤手当

(4)交替制勤務手当(比例分) (5)時差勤務手当

(欠勤控除基礎額)

(6)特殊日勤手当 (7)警務手当(比例分)

(8)当直手当 (9)徹夜手当 (瑚乗用運転手当

仕1)別居手当 (ロ)特別研究囲内派遣手当 出)寒冷地手当

出)通勤手当 制日曜稼動手当佃)年末年始出勤手当

白7)呼出手当

第 4条 基本給の20%を欠勤控除基礎額とする C

(本給)

第 5条本給は次により支給する。

1.本給は従業員の職務ならびに遂行能力に応じ決定するつ

2. 本給は，基本給と加給に区分しその配分は別に定める。

(資格手当)

第 6条 資格を付与された従業員に対して別表 1により資格手当を支給す

る3

なお，支給の細部事項は別に定める「資格規程」による C

(家族手当)

第 7条 扶養家族を有する従業員に対し，別表 1により家族手当を支給す

る〈

なお，支給の細部事項は別に定める「家族手当支給規程」による O

(住宅手当)

第 8条 住宅の入居者を除く従業員に対し，別表 1により住宅手当を支給

するっただし受給資格のある者が転勤により別居し社宅入居する場合

は，その期間中住宅手当を支給する。

なお，支給の細部事項は別に定める「住宅手当支給規程」による O

(調整手当)

第 9条 転勤により社宅へ入居したため住宅手当の支給が打ち切られた従
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業員に対し，別表 1により調整手当を支給する O

なお，支給の細部事項は別に定める「調整手当支給規程」による。

(交替制勤務手当)

第10条 交替制勤務子当は別表 1および 2に定めるところにより支給す

るO

(警務手当)

第11条 警務手当は別表 1および2に定めるところにより支給する。

(福祉手当)

第12条 福祉手当は別表 1に定めるところにより支給する O

(基準外賃金)

第四条 基準外賃金は別表 2に定めるところにより支給する O

(計算期間および支払日)

第14条 毎月の賃金は前月 16日から当月 15日までを当月分の計算期間と

し，その支払日は毎月25日に行なう。

ただし支払日が休日に当たるときはその前日に行ない，支払日の前

日が連休に当たるときは休日明けに行なうが，その場合27日以降とはし

ない。

(端数計算)

第15条 賃金の計算において 1円未満の端数を生じた場合は 1円に切上げ

るO また賃金支払額に1，000円未満の端数が生じた場合はその端数は翌月

の賃金に繰越して支払う。

(支払の方法)

第四条 賃金は通貨をもって直接従業員に支払う O

ただし，別に定められたものについては現物で支給する O

従業員が死亡したとき，または直接従業員に手交し得ないときは「労

働基準法施行規則」第42条ないし第44条の規定を準用してその順位によ

る。
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(相殺・差押えの禁止)

第17条 賃金は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺

すること，および債権の担保として差押えることはしない。

(非常時払)

第四条 次の各号の一つに該当し請求のあったときは，第13条の規定にか

かわらず，その都度既往の労働に対する賃金を支払う O

1.本人またはその収入によって生計を維持する者の出産・疾病または

災害のとき

2.本人またはその収入によって生計を維持する者の婚礼または葬儀の

とき

3. 本人またはその収入によって生計を維持する者が，やむを得ない事

由によって 1週間以上にわたって帰郷するとき

4.本人が退職するとき

第3章控除・不払い等

(賃金からの控除)

第四条 毎月の賃金は健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税

その他法令によるものおよび労働協約等により定められたものを控除し

て支給する。

(休日・休暇の賃金)

第四条 就業規則第 6章の休日または休暇に対する賃金の取り扱いは次の

とおりとする O

1.業務上の傷病および産前産後の休暇により休務するときは，休務 1

日につき基準賃金 1日分を減額する。

ただし，休務が 1計算期間中16日以上にわたったときは出勤 1日に

つき基準賃金 1日分を支給する。

2. 生理休暇を 4日以上にわたって受けたときは，休日通算 4日目以降
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の日数に対し， 1日につき欠勤控除基礎額の1を減額する O

22 

ただし，欠勤率などを算出する場合の欠勤日数には算入しない。

3.つわり休暇を受けたときは，その日またはその期間について， 1日

につき欠勤控除基礎額のlを減額する。子戸し，欠勤率などを算出す22 -..:.. 1I""'-J-t.S"; / "Q.oI' V ，，-， '-

る場合の欠勤日数には算入しない。

4. 前各号以外の休暇および休日については基準賃金を減額しない。

(全欠または休職中の賃金)

第21条 1計算期間全欠または休職中は賃金を支給しない。

ただし，出向および海外派遣による休職の場合は基準賃金の全部または

一部を支給することがある。細部については別に定める O

(賃金の不払)

第22条 次の各号の一つに該当するときは，原則としてその部分の賃金を

支払わない。

1.国会ならびに地方議会の議員・労働委員会の委員・教育委員会の委

員などに選出され，その義務による執務を行なうとき

2. 就業時間中に労働組合活動を行なうとき

3. 会社の命令，または許可した理由により.他より報酬を受けて会社

外で業務を行なうとき

4. 懲戒を受け，減給または出勤停止になったとき

(欠勤の減額)

第23条 従業員が欠勤したときは，欠勤 1日につき欠勤控除基礎額の 1日

分を減額する。

ただし，欠勤日数が 1計算期間中16日以上にわたったときは，基本給

の80%と欠勤控除基礎額の出勤日数分との合算額を基本給として支給す

る。

遅刻・早退および私用外出時間は30分 を 単 位 と し計算期間中8.5時

月
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聞に達したときは欠勤 1日とみなす。

(賃金減額の対象としない場合)

第24条 次の場合は賃金減額の対象とはしないっ

1.業務上の傷病により外出または早退したとき

2. 就業規則第37条の育児時間を与えられたとき

3.就業規則第45条による公民権の行使のとき

(計算期間中途の入社・退職・解雇)

第25条計算期間の中途で入社した場合の基準賃金は日割計算で支給す

る。

退職・解雇の場合は欠勤控除基礎額のみ日割計算とし，その他の賃金

については全額支給する O

(日額の算定)

第26条 月額をもって定められた賃金はその1/22を日額とする O

ただし. 2交替隔日勤務制の警務員の賃金は1/27.57を日額とする。

第4章初任賃金・昇給等

(初任賃金)

第27条 初任基準賃金のうち基本給および加給については別表 1に定める

とおりとする O

(昇給)

第28条 1.昇給は原則として毎年 4月に行う O

2. 昇給時の前年中に56歳に達した者の昇給は次のとおり行う。

(1) 賃金管理方法 賃金基準線管理

(2) 昇給方法

年次昇給はマイナス昇給とするが，ベースアップは55歳以前と同

様とする O

(3) (2)により現本給を下廻った場合には，現本給まで引上げる O なお，

特別な事態が発生したときは別途考慮する。
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基準線は各職級ランク 55歳を基準とし 59歳を次の率とする。

4級 93%， 8蔽 88%

5級 92%， 9級 87%

6級 92%， 10級 86%

7級 91%， 11級 85%

前号にかかわらず，昇給の前年度中に56歳に達した部課長(含同

等職位)は別の基準により昇給を行う O

(賞与その他)

第四条 賞与その他臨時に支給する給与についてはその都度定める C

(試用員に対する準用)

第30条 この規程は試用員に準用する。

(出所)岡主正(編著)r賃金賞与退職金規程総覧J経営書院， 1992年，

p.36-39 
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賃金規程の実例 (2 ) 

業種:スーパー(小売)

従業員:990人

第 1章総 則

(目的)

第 1条 この規定は，就業規則第29条に基づき社員の給与に関する事項を

定めたものである。

(給与の原則)

第2条 給与は，就業規則に従い誠実に勤務した社員に対して，職務の難

易度，責任の度合い・勤務の実績・態度・年齢などに応じて支払うもの

である。

(適用範囲)

第 3条 この規定は，就業規則第 1条に定める社員に適用する O

(給与の種類)

第4条 給与は賃金，賞与，ならびに報奨金・奨励金，手当などをいう C

(給与の支給および控除)

第5条 給与は，全額を通貨で直接本人に支払う。ただし労働組合と協定

したときは，現物支給または金融機関を通じて支払う O

2 前項ただし書きによって金融機関を通じて支払うときは，本人の書

面による申出を得てから実施する O

3 第 1項にかかわらず，次に掲げるものは給与から控除する。

(1) 源泉所得税・県民税・市町村民税。

(2) 社会保険料。

(3) 給食費・寮費。
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労働組合と協定したもの。(4) 

(平均賃金)

その計算を適用する直前の給与締就業規則に定める平均賃金は，第 6条

その期間の暦日数で除したものとす切日から過去 3カ月の賃金総額を，

るG

および3カ月を超えるご前項の賃金総額には臨時に支給するもの，2 

とに支給するものは含まないものとするつ

(端数処理)

それぞれの項給与の算出にあたり円未満の端数が生じたときは，第 7条

目ごとに円単位に切りあげる。

金賃第 2章

員リ総第 1節

(賃金体系)

その体系は

給
"-b 
小口

勤務手当

生鮮手当
生鮮技能手当

部門チーフ手当

庶務手当
チーフチェッカ一手当

チェッカー技能手当

賃金は，毎月支給するもので基本給と手当で構成し，

手合--cfo
職責手当

資格手当
特殊作業手当

運転手当

庖手当

本基

(基準内賃金)

第 8条

「時間外勤務手当
超過勤務手当-←休日勤務手当

L 深夜勤務手当
市場手当

住宅手当

宿日直手当

通勤手当
家族手当

ー(寮長手当)
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次の通りとする。

(計算期間および支給日)

第 9条 賃金は，前月 16日から当月15日までの分を当月25日に支払う。

ただし支給日が日曜，祝祭日にあたるときはその前日に繰上げて支

払う O

2 時間外勤務手当，休日勤務手当および深夜勤務手当の計算期間を前

月11日から当月10日までとする O

3 当月 6日以降に入社した社員のその月の賃金は，翌月に繰越して支

払う。

(賃金の非常時払)

第10条 前条の規定にかかわらず，本人，または，本人の収入によって生

計を維持するものが，次の各号の 1に該当し本人から請求があった場合

は，支給目前においても既往の勤務に対する賃金の額を限度として支払

つc

(1) 出産・疾病・結婚・死亡・災害のため費用を要するとき。

(2) やむを得ない理由で 1週間以上帰郷するとき。

(3) その他，会社が特に必要と認めたときョ

(日割および時間割計算)

第11条 社員が，賃金計算期間の中途において採用・退職または解雇され

たとき，あるいは昇格などにより賃金の額に変更があるときは日割計算

により支給する。

2 日割計算は賃金月額の24分の lをもって 1日分としまた時間割計

算は 1日分の 8分の lをもって 1時間分とする。

3 前 2項にかかわらず住宅手当，家族手当および通勤手当の支給にあ

たっては，受給事由の発生，変更の都度本人の届出によるものとし

届を受理した賃金計算期間に相応した支給日から月額を支給し日割計

算は行わないc

(日割計算の特例)
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第12条 前条にかかわらず杜員が在職中に死亡して退職した場合の賃金

は，当該計算期間勤務したものとみなして支給する O ただし休職期間中

の社員が死亡した場合は適用しない。

(欠勤控除)

第四条社員が欠勤しまたは遅刻・早退・私用外出などで勤務しなかっ

た場合は次の通り控除する O

(1) 欠勤 1日について基本給日額の 1日分。

(2) 遅刻・早退・私用外出については，それにより勤務しなかった時

聞に相当する基本給の額を控除する O

(公民権行使の取扱い)

第14条 就業規則第11条に従って，社員が公民権を行使する時間の賃金は

控除しない。

(特別休暇の取扱い)

第15条 就業規則第13条に従って社員が特別休暇を取得する時は次の通り

取扱う c

(1) 結婚休暇・忌引休暇・災害休暇・赴任休暇のときは賃金を控除し

ない。

(2) 業務上傷病休暇のときは，初めの 3日間は賃金を支給する。 4日

目以降は賃金を支給せず別に定める「災害補償規定」により補償す

るものとする。

(女子の特別休暇)

第16条 就業規則第14条に従って女子社員が特別休暇を取得するときは，

次の通り取扱う O

(1) 生理休暇・ 1日について基本給日額の 2分の lを控除するc

(2) 産前・産後休暇の期間は賃金を支給しない。

(3) 育児時間に相当する基本給の額を控除する。

(休職中の取扱し、)

第17条 就業規則第37条に従い社員が休職する場合は，その期間の賃金は
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支給しないョ

(差止休の取扱い)

第四条 就業規則第 6条・第52条により杜員が入場または就業を禁止され

た場合の賃金は支給しない。

第2節基本給

(基本給)

第19条 基本給は，定められた就業時間に対する基本となる賃金である C

2 基本給は，本給と加給に分ける C

(本給)

第20条 本給は，第21条および第22条に定める等級および号数に応じて月

額で定める。

2 本給は，別表 1に定める本給月額表のとおりとする。

(等級)

第21条 等級は，社員に割当てる職務の質に基づいて定める。

2 等級の区分は「資格規定Jに定める資格の格付基準の通りとする。

(号数)

第22条 号数は，社員の年齢，経験および勤務成績に基づいて定める c

2 勤務成績の評価は，別に定める「成績評価規定Jによって行う O

(加給)

第23条 加給は，会社の業績ならびに一般賃金水準の動向に応じてその都

度定める O

2 加給の額は，本給に対し一定の比率もしくは一律定額またはそれら

の併用により定める。

3 加給は，必要に応じその全部または一部を本給に繰入れる。

(昇格に伴う号数の決定)

第24条 社員が，上位の等級に昇格した場合の号数の決定は次の通りとす

る。

(1) 昇格直前の号数に対応する本給月額と同額が昇格した等級にある
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場合は，その額に対応する号数c

(2) 昇格直前の号数に対応する本給月額と同額が昇格した等級にない

場合は，その金額の直近上位の額に対応する号数。

(降格に伴う号数の決定)

第25条社員が下位の等級に降格した場合の号数は，降格前の本給月額と

同額の本給月額に対応する号数とする O ただし同額の本給月額がないと

きは，直近下位の本給月額に対応する号数とする O

(昇給)

第26条 昇給は，毎年4月に社員の勤務成績に基づき次の 5段階の昇給評

語を定め，それぞれ対応する号数で行う。

昇給評語 S A B C D 

昇給号数 54321  

2 昇給に当っては，次の表により等級別に調整適用年齢を設けて昇給

号数の調整を行う O

第一次調整 第二次調整

等級 適用年齢 昇給号数 等級 適用年齢 昇給号数

I 26歳から
S 4号

I 31歳から
S 3号

E 32歳ク E 39歳ク

副主事 36歳ク
A3号

副主事 42歳 ク
A2号

主事 41歳ク
B2号

主事 46歳ク
B 1号

副参事 46歳ク
C 1号

副参事 51歳 ク
CO号

参事 52歳ク
DO号

参事 56歳ク
DO号

」

3 昇給日現在において，同日前 1年間の勤務時間が12カ月に満たない

場合は，前項による昇給号数に当該勤務期間を乗じたものを12で除し

た号数(端数四捨五入)とする。ただし，特別に調整を必要とする場

合は，この限りではない。

4 前項の勤務時間には連続して25日以上の欠勤は 1カ月として控除し

て計算し，賃金計算期間の中途に入社し，または復職した場合は，当
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該期間をすべて勤務したものとみなす2

(休職者の昇給)

第27条 昇給日現在休職している社員には，前条による昇給は行わない。

2 復職した社員の受けるべき号数は，休職直前の号数に，休職を命ぜ

られた日の直後の昇給期における前条第 3項，第 4項により算出した

号数を加算した号数とする c

3 前項の算出にあたっては，必要に応じ号数の調整加算を行うことが

ある O

(特別昇給)

第28条 勤務成績が特に優秀と認められる社員に対しては，第26条の定め

にかかわらず特別昇給させることがある C

第 3節手 当

(時間外勤務手当)

第29条 時間外勤務手当は，所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜ

られた者に対し，その服務した時間に応じて支給する O

2 時間外勤務手当の時間割額は 基準内賃金の時間割額に100分の125

を乗じた額とする O

(休日勤務手当)

第30条 休日勤務手当は，休日に勤務を命ぜられ，勤務に服した者に支給

する O ただし振替休日を与えられた者には支給しない。

2 休日勤務手当の額は前条第 2項に準ずるものとする O

(深夜勤務手当)

第31条深夜勤務手当は，午後10時から午前 5時までの聞に勤務した者に

支給する。

2 深夜勤務手当の額は，基準内賃金の時間割額に100分の25を乗じた額

とする。

3 深夜勤務手当は，時間外または休日勤務手当の額に加算するものと
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する C

(職責手当)

第32条 職責手当は部長・課長・ブロック長・庖長・副庖長など管理監督

の地位にあるものに対して別表 2の通り支給する O

2 職責手当を支給される者は就業規則第20条に基づき時間外勤務手

当，休日勤務手当を支給しない。

3 職責手当を支給される者に対しては資格手当を支給しないc

(資格手当)

第33条 資格手当は， I資格規定」に定める参与・参事・副参事・主事・

副主事に任じられた者に対して別表 3の通り支給する O

(特殊作業手当)

第34条 特殊作業手当は，職務，作業環境の特殊性に応じ別表4の通り支

給する。

(運転手当)

第35条 運転手当は，業務のため自動車を運転する者に対しその頻度，

時間を勘案して別表 5の通り支給する O

(市場手当)

第36条 市場手当は，商品仕入れのため，早朝，市場へ行く者に対し市場

までの距離，頻度を勘案して別表 6の通り支給する O

(庖手当)

第37条 庖子当は，管理職以外の庖勤務者(給食担当者を除く)に対し別

表 7の通り支給する。

2 チェッカー技能手当は別に定める「チェッカー資格規定」により，

合格した者に，その翌月度より別表8の通り支給する O

(住宅手当)

第38条 住宅手当は，社宅，寮以外に居住する者に対し別表9の通り支給

する。ただし夫婦とも社員であるときは，いずれか一方に支給する c

2 住宅手当の支給額に変更をもたらす事由が生じたときは第11条3項
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によるものとする O

(宿日直手当)

資料

第39条 宿日直手当は，宿直勤務または日直勤務に従事した者に対し別表

10の通り支給する O

(通勤手当)

第40条 通勤手当は，杜員の住居から勤務地までの距離が片道 2km以上

の者に対し次の区分に従って別表11の通り支給する O

(1) 徒歩または自転車利用の者

(2) 公共交通機関を利用する者

(3) 自家用自動車利用の者，ただし車両管理規定に基づき安全運転管

理者の承認を受けた者に限る G

2 前項に定める手当額に変更が生じたときは，通勤手当申請書(様式

第19号)により届出なければならない。

3 前項において，公共交通機関利用者の定期代の新旧差額も清算しな

ければならない。自家用自動車の場合は，第11条 3項によるものとす

るO

(家族手当)

第41条 家族手当は，扶養家族を有する社員に別表12の通り支給する。

2 家族手当は，身上異動届(様式第 5号)による届を受理した日に相

応した賃金支給日から月額を支給する O

(寮長手当)

第42条 寮長手当は， 1寮ごとに寮生の互選により選出され，会杜が認めた

寮長・副寮長に対して，経過した 3カ月ごとに別表13の通り支給する。

2 寮長は総勢 4名以上の寮につき 1名，副寮長は 5名以上の寮につき

1名とする。
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第 3章賞 与

(賞与の査定)

第43条 賞与は，毎年 2回会社の業績・社員の勤務成績・その他を勘案し

て支給する c ただし業績が極めて悪く会社の支払能力がない場合は支

給しない。

(支給対象期間と支給時期)

第44条 (1) 5月16日から11月15日までの業績に応ずる分は， 12月 1日から

12月20日までの間に支給するョ

(2)11月16日から 5月15日までの業績に応ずる分は， 6月 1日から 6月20

日までの聞に支給する。

(賞与の個人配分)

第45条 賞与の個人配分額は，次の計算式によるものとする c

配分額二(基本給比例部分+成績比例部分) x出勤率

2 賞与の基本給比例部分と成績比例部分の割合いは，別に定める O

3 賞与の成績比例部分は，支給対象者全員に対する総支給額から前項

に従って計算した成績比例部分総額を，全員の資格，等級別成績評語

点数で除した 1点単価を基礎として算出する O

4 前項の資格，等級別成績評語点数の配分は別に定める C

5 出勤率は次によるものとする O

出勤すべき日数 欠勤日数
出勤率=

出勤すべき日数

遅刻・早退・私用外出は 3回をもって 1日の欠勤とみなす。育児時

間は日数換算(小数3位以下切捨て)によって欠勤日数とする C

特別休暇のうち産前産後休暇・生理休暇はその 2分の 1を欠勤とみ

なす。

(賞与の受給資格)

第46条 賞与は，支給対象期間の始期・終期および支給日に在籍する社員
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に対して支給する C また，支給対象期間の中途で採用した社員に対して

は金一封扱いとして支給する c

付則

この規定は平成年月 日から実施する C

2 この規定中，第 5条，第10条，第四条，第20条，第22条，第29条，

第31条，及び別表1， 2， 3， 4， 5. 7. 8， 10の一部変更は平成 年

月 日から実施する C

3 この規定中，第18条，及び別表1， 2. 4. 9， 10の一部変更は平成

年月 日から実施する O

4 この規定中，第 3章の変更は昭和55年 5月10日から実施する c

5 この規定の全面的改訂は，昭和56年 3月16日から実施する。

6 この規定の第 9条，第45条及び別表11，12の一部変更は平成 年

月 日から実施する C

(出所)岡主正(編著)r賃金賞与退職金規程総覧」経営書院. 1992年，

p.75-81 
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賃金規程の実例 (3 ) 

業種:ホテル・レストラン

従業員:700人

第 1章総 則

第 1条 就業規則第 6章第34条に定めのある従業員の給与および退職金に

ついてはこの規程によるものとする σ

この規程で従業員とは，就業規則第 2条に定める者とする。但し第20

条に定めるものについては，この規程の一部の適用を除外し，または変

更して適用する O

第 2条給与の種類は次の通りとする c

(1) 月例給与

基本給一「本」加

役付手当

現業手当

基準内給与十皆精勤手当

家族手当

住宅手当
特別手当

地域手当

「時間外勤務手当

ト休日勤務手当
基準外給与寸

ト深夜業勤務手当
」 通 勤 手 当

「定期賞与
(2) 賞与--1

」決算期賞与(成果配分)

(3) 臨時給与

給

給

第 3条 従業員の給与は，月給制・日給月給制・日給制および時給制とす

q
J
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るC

月給制とは欠勤等不就業について給与を差引かないものをいう。但し

健康保険法の傷病子当金支給該当者となった場合および休職となった場

合は給与を支給しない。

日給月給制とは欠勤等不就業について.その日その時間の給与を差引

くものをいう。全欠のものはその月の給与は支給しないc

日給制とは，日額で給与を定め，遅刻・早退等不就業については，そ

の時間の給与を差引くものをいう。

時給制とは，時間額で給与を定め，不就業時間については，給与を支

給しないものをいう。

日給額および時給額は原則として基準内賃金を所定出勤基準日数もし

くは所定実働時間で除したものとする C

第 4条給与はあらかじめ届けられたる受給者個人の銀行口座に振り込

むむ

但し，やむを得ない事由のあるときは通貨にて支払う O

2 従業員の死亡したる場合は労働基準法施行規則第42条ないし45条の

規程を準用して会社の定める遺族に支給する。

第5条 給与の支払に当たり，次の金額は控除する O

(1) 所得税・社会保険料その他法令で定められたもの C

(2) 従業員代表との書面で協定したものご

イ仮払い

ロ 食費および宿舎費

ハ物品の購入代金

一 割賦払返済金

ホ 生命保険・損害保険

ヘ MT会会費

ト その他

第 6条 月例給与は当月末に支払う。
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支給日が休日のときは前日に繰り土げて支払う c

2 定期賞与・決算期賞与および臨時給与はその都度支給日を定め，退

職金は退職のときこれを支払う O

第 7条 前条第 1項の計算期間は， 18日より翌月 17日までとする。

月の中途で発令したときは，その月の月例給与は日割計算とする c

特に必要と認めた場合はこの限りでないc

2 月例給与の日割計算は所定出勤基準日数にて計算する G

第 8条 無断・虚偽・不当の事由によって休業した場合ならびに出勤停止

処分を受けた場合はその労働しない時間については支給しない。

第 2章基準内給与および基準外給与

第 9条 第2条で定める基準内給与および，基準外給与は次表(次頁参照

編注)の通りとする C

2 時間単価は次の算式による。

一基準内賃金(家族手当を除く)
時間単価一

1カ月平均所定労働時間数

第10条昇給は次の方式により行う c

1 定期昇給は年 1 回とし，人事評価を行い 4 月 (3/18~4/17 〆切)

に昇給する O

2 定期昇給資格者は 2月末日現在の在籍者とし，中途採用者・長期欠

勤者・休職者・試用期間中の者および嘱託は除外する C

3 臨時昇給についてはその都度決定する。



近代企業における賃金管理制度の研究

基準内給与

本給 別紙(別表①)c 基

職務内容およびこれに対する能 本給制度の概要によ

力・成績等を勘案して決定する る
基本給

加給

給与水準の変動・特殊事情・その 別表②

他を勘案して決定する

役付手当 別に定める 別表②

現業子当 別に定める 別表②

配偶者 円 本人の収入によって

家族手当
主生計を維持してい

他の扶養家族 1人につき 3人まで るもの(税法上認め
円 られるもの)

皆精勤手当 円
各庖ごとに決める

(月給者を除く)

住宅手当
単身者 円

世帯主 門 家族手当・支給対象者

特別手当 特別の考慮を必要とするもの

地域手当
単身者 円 本社から東京に赴任

世帯主 円 者

基準外給与

時間外休日勤務 摘要

時間外およ 時間単価 x1. 25 x時間数 管理職お

び休日勤務 他の計算による よび監督

手当 深夜業
時間相当分に加 職は支給

時間単価 xO. 25 x時間数
算する しない

通勤手当 定期相当額 最低運賃とする

4 昇給資格者で，特別の事由のある者については，当該期に限り昇給

させないことがある O

5 平均賃金の必要あるときは次の算式による。
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直前の賃金締切日前の 3カ月間の月例給与
平均賃金=

90 

第11条 賞与は定期賞与および決算期賞与とし，賞与支給日に在籍したも

のに支給するc

(1) 定期賞与は年 2回とし 6月および12月に支給する。

(2) 定期賞与を基準賞与，級別加算および勤続加算で構成する O

(3) 基準賞与および級別加算の算定に当たっては基本給および役付子

当を基礎とし，これに支給率を乗じ，さらに出勤率を乗じたものと

する。

(4) 基準賞与の支給率は，会社の業績その他を勘案して考課段階別に

そのつど定めるものとする O

(5) 級別加算支給率は次のとおりとする(次頁参照)。

(6) 出勤率は，次の算式による。

0.007 x不在欠勤日数出勤率=1 - { 
10.0035X有給休暇の振替日数

+0.0025×遅刻，早退，私用外出回数(2時間以内)
0.0035 x遅刻，早退，私用外出回数(2時間以上)

等 級 支給率

3 級 0.2 

4 O. 3~0. 4 

5 O. 5~0. 7 

6 O. 6~0. 8 

(7) 勤続加算

勤続 3 年~5 年未満 円 5 年~15年未満 円

5 年~10 ク 円 15年以上~ 円

2 決算期賞与(成果配分)は，年度中の収益により，成果配分規程に

より前年度までに入社した賞与支給日在籍者に支給するコ
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第 3章臨時給与

第12条 臨時給与は次のとおりとする。

(1) 公傷病による長期欠勤者

公傷病のときは，平均賃金を 3カ月まで，それ以後は平均賃金の

60%を療養期間中支給する O ただし労働者災害補償保険法による

給付を受けたときは給付分を差ヲ|く。

(2) その他

特に必要と認める者。

第4章特例事項

第13条 第 5章特例事項に該当する者とは下記の者をいう O

(1) ウエイトレス(ウエイトレス，レヂ，女庖員，案内，受付)

(2) 仲居，ホステス

(3) 洗場(洗場，掃除，雑役に従事する者)

(4) パート(所定勤務時間の一部を勤務する者)

第14条 上記の者に対しては下記特例を設ける C

(1) 給与規程第 2条第 2章，第 3章は適用を除外する C

(2) 昇給は適宜実施する O

(3) 賞与は支給しないがこれに代わる寸志(中元，歳暮)を支払うこ

とがある。

付則

昭和年月日施行

昭和年月日改正
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<別紙基本給制度の概要>

1.適用対象は給与規程第 1条の範囲とする。

2. 基本給はこれを本給と加給で構成し基本給を賞与算定基礎給与に，

本給を退職金算定基礎給与にする O

3. 本給

本給は等級・号俸制を採用する O

本給表は別表②のとおりである。

①初任給

① 18歳高校卒を 1級の 1号に当てはめる O

② 中学卒は18歳の時点での能力成績に応じて正規入社者は原則とし

て1級 1号を下廻らない号に当てはめるつ

の大学卒(但し男子のみ)は 2級 1号を基準とする O

e 中途採用者は学校卒業後の経過年数および経験に応じて別紙第 2

の試算表を照合して決定する(同職種経験年数二年齢他職種経験年

数1/2とする)。

② 昇給

⑦ 本給去による定期昇給は毎年 4月に行う，人事評価基準に基づき

各等級の従業員を次表により， A， B， C， D. Eの5段階に区分

し，それぞれについて次の昇号(給)を行う O

但し，能力成績抜群のもの(特別昇給)，あるいは能力成績著し

く劣悪なるもの等については，この基準によらないことがある O

|段階 I A I B I C I D I E I 

l 昇 号 I 7 I 6 I 5 1 4 1 3 

② 本給が各等級の最高号に達した場合は昇号は原則としてストップ

する。

但し，能力成績等優秀なものについては 5号相当額を限度とし

て昇号させることがある。
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(この場合の号は特号とする)

4. 加給

加給は等級別考課段階別に一定額とする O

加給調整は定期昇給のほかに10月に行う。

5.ベースアップ

本給は定期昇給と調整のみにとどめ，これ以外のものは加給に組み入

れる c

6. 本制度は下記のとおり行う O

4月(昇給)・ 10月(調整)翌 4月昇給，特に10月の調整時において

は，翌年新学卒者および10月 ~4 月の中途採用者の給与との関係も併せ

考えること O

(出所)岡主正(編著H賃金賞与退職金規程総覧J経営書院， 1992年， p.112-

116 
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回 職務給制度導入企業の実例(3社)

A.日本ヒューレット・パッカード株式会社の場合

(日本型職務給制度のケース)

B.武田薬品工業株式会社の場合

(範囲職務給のケース)

c.日本電機株式会社の場合

(併列型職務給のケース)



A.日本ヒューレット・パッカード株式会社の場合

(日本型職務給制度のケース)

日本ヒューレット・パッカード杜 ]apanHewlett-Packard Co. (従業員約

4.300名)は，コンピュータシステムおよびその周辺機器，電子応用測定器，

電子部品等の製造販売，輸出入， レンタル等を事業内容とする会社である

が，事業面は別として人事制度は“純日本的企業として運営"されている

会社である C

①同社は， 80年代前半から賃金支払制度の改革に着手し，労働組合との合

意の上で， 1990年に，年功的色彩が非常に強い職能給制度から職務給制

度へ変更したc その変更の理由は次の 4つである。

1.同杜は，独自の新製品開発をもとに発展してきた会社(売上高のう

ち2/3は新製品によるもの)であるため，従業員の創造性を重視する文

化が強く，年功的で一律的な賃金支払制度には適合しなかった。この

点で，職務給制度は“仕事←→賃金"の関係を直接に反映でき，従業

員個々人の“仕事の質と成果"に応じて報いることができたため=

2. 同社の事業分野がコンピュータにシフトしていく中で，システムエ

ンジニア等の大量の中間採用が必要となったが，年功的な人事制度で

は優秀な人材が確保できなかった。この点，職務給制度であれば，職

務の市場価額をそのまま賃金水準に反映させることができ，必要な人

材を外部から採用しやすかったため。

3. 職務給制度では，“仕事の質と成果"によって賃金が決まるので，

労働に対するいろいろな価値観を持つ人やハンデイキャップを持つ人

ふ柔軟かつ積極的に受け入れることができるため。また，職務給制

度を徹底していけば，来たるべき高齢化社会にも対応しやすいためこ

それは，高齢者の業績に応じた賃金が導入できればーその雇用継続に

対する労働コスト面の問題が解消されるからである O

4. 職務給制度によれば社内の人材の流動化をはかりやすいためc つま

り，職務給制度では職務や責任に応じて賃金が決まるので，いくら能
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力的に優秀な人材でも上級の職務に就かない限りは賃金は上がらない

仕組みである O このことによってー従業員は自らの意思で，現在の職

場にこだわらず，より高い職務にチャレンジしようと動機づけられる

ため，この従業員の意思をパックアップするシステムを作ることで，

人材の流動化を図ることができるからである C

②同杜の職務給決定の具体的なプロセスは次表の通りである。

職務給決定プロセス

1.職務記述書の作成

これは仕事の内容についてまとめたものである C つまり，職務概要，

職務明細(主な内容と責任)，適正要件，知識，スキル，特に重視す

る能力等を具体的にまとめたものであり，同社では全職務が約800枚の

職務記述書に作成され分類されている。なお，個々の職務記述書につ

いては，新しい職務を作ろうとするマネージャー(管理職)が作成す

ることになる O

2.職務レベルの確定

この職務レベルは，その職務の困難性や責任性の大きさを測定して確

定されるものであるが，言うまでもなく，職務給においては，この職

務レベルに応じて賃金が決定されるため，その公平な確定は最大の課

題である。つまり，職務レベルの公平な確定のためには，どのような

-224一一



資料

職務記述書(例)
職務名:人事企画プロジェクトリーダー 職務レベル・級

職務概要.人事スタッフや外部リソースをマネージしながら，

①給与または福利厚生制度の全体(パッケージ)について.その万!u]性を立案し，役

員会の承認を得る

②方向性に沿って，個別制度の企画 立案・役員会承認・組合との交渉の各プロセス

を実施する

主全体の方向性及び個別制度について，マネージメント及び従業員への充分な理解を

得るため，マテリアルを作成するとともに普及を図り，制度がスムーズに実施され

るようにする c

職務明細(主な内容と責任): 

(1)社会環境や HPJのビジネスの変化，従業員の意識の変化に常に注意を払いながら

既存人事制度の問題点や不足部分を明確にする 3

(2)給与または福利厚生制度の全体としての方向性を立案し，上司承認のもと人事政

策委員会・役員会で承認を受けるこ

(3)上記方向件jこ基ずき，又ビジネスや従業員のニーズに照らし.個別制度の新設

改定の優先順位をつけ.全体の再構築プランを立案する=

(4)個別人事制度をコスト・運営の容易さ等を考慮のうえで企画立案し，人事内での

コンセンサスを得ると共に，人事政策委員会・役員会承認を得.組合との交渉を

通じて成立させるc

(5)マネージャ及び従業員の充分な理解を得るため.文章の発行・マニュアルの作成・

説明会の実施等の施策を企画 実施するつ
(6)制度新設改定の結果を定期的にレビ、ユーし次の改定に備える。

(7)プロジェクトメンバーの仕事をアサインすると共に.進捗状況を定期的にレ

ビューし，完全に仕事が終了するように指導する 3

(8)給与または福利厚生それぞれの領域で必要となる Dailyのオベレーションにつき
業務グループ 給ヲグループ 人事レップのエスカレーションとして判断業務を

担当するコ

適正要件(経験・知識・技能・資格など)

知 識.人事制度 規程及び人事関連法規の内容，背景，趣旨の理解 HP制度の理

解

HP HPJ 各ビジネスユニットの動向 HP会計の基礎税法 一 般 社

会常識

スキル PC(Excel. V¥-ord) .英語，コンサルティング，プレゼンテーション

特に重視する能力・具体的な問題点 ニーズから制度の基本コンセブトを企画する力

説得JJありx.バランスある制度を作るための論理性と人間件4

制度作成プロセスを完遂する上で必要な折衝力

従業員の理解を得る上で必要なコミュニケーション能力

部下や外部リソースをマネージして制度を作るリーダーシッブ

“決定基準"が一番妥当であるかということであるこその基準はし追う

までもなく“仕事の困難性"にもとめるべきであるが，同社は「仕事

の難しさ・責任の大きさを評価する方法」を原則的に採用している O

また，同杜は，自社の置かれている環境や従業員の意識に配慮して，

内部的な合意 consensusを重視し，社内での納得性の向上につとめて

いる。こうして，同社では各事業部からの代表者で構成する人事政策

委員会を組織しそのメンバーの合意のもとで次表のような“職務レ
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職務レベルの基本
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3. 給与カーブ(賃金カーブ)の設定

給与カーブ(賃金カーブ)については，同社では，職務レベルを反映

でき，また，業績に見合った賃金の支払い Payfor Performanceの原

則によって，上位の給与カーブとのカーブ間格差を約10%，同一カー

ブ内の格差を上下約30%としている。また，従業員のモチベーション

ノ、j

主E

額

給与力一ブの概念図

*各職務レベル毎に・つの給与

カーブを設定

*各給与カーブは右上がりの曲線

*各給与カーブは評価幅を持つ

一年齢幅←

*上のレベルの給与カーブ程

カーフゃの幅は広がっている

ーレンジ幅一

*隣合ったカーブは，ほぼ

年令 半分位づっ重なり合う
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を考慮して.給与カーブにはタテ軸のレンジ幅を設けると同時に，ヨ

コ軸の年齢幅を設けている。なお，賃金水準(賃金額)については，

競合他社にそん色のない給与を支払う PayAmong the Leadersの原

則によって，労働市場における競合他社給与データを調査し，各職務

レベル毎に適切な水準の給与を設定している。

こうして，個々の従業員に“職務"が与えられ，その与えられた職務

について，“職務記述書"に照らして“職務レベル"が決められ，適

用される“給与カーブ(賃金カーブ)..が決定されることになるむ

4.上司の評価による達成度の測定

同社の賃金は，前記の“職務レベルの確定"に大きな影響を受けるが，

この上司による評価で測定される“達成度"も“職務レベル"と同様，

大きな影響を与えるものである c したがって，その評価の明確さと従

業員の納得性の向上は重要である O なお，同社の評価は次のようなプ

ロセスで実施される。

i .各自の職務内容と目標の設定

11. 職務面接による確認と共有

lll. 育成計画の作成と面接

lV. 成果の把握と指導

V. 与えた職務の達成度に関する評価

(絶対評価/育成のための評価)

VI. 評価面接による成果の確認と共有

Vlし給与決定のための評価

(相対評価)

この評価は，マネージャー(上司)が部下に与えた具体的な職務につ

いて，どこまで達成できたかを，職務記述書や組織の方針に照らして

測定し決定するものである C それは，あくまでも業績に対する評価

であり，能力についてではな L、なお，この評価にはマネージャー

(上司)の主観がどうしてもはいらざるを得ないので，評価される部
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下とマネージャー(上司)との面接による確認を通して納得性を向上

させるようになっている O

こうして，“適用された給与カーブ"の上限と下限の範囲内で，“評価

(達成度)"の結果にもとづいて“賃金額(給与額)"が確定すること

になる。

5 .昇給プロセス

同社の昇給についての基本的な考えは，従業員個々人の“職務レベル"

と達成度の“評価"の結果にもとづいて 3年後の本来“あるべき給

与"の額が絶対額として決定され，この額と現行の給与額との差を 3

年で埋めていくというものである O すなわち，“現行給与"から“あ

るべき給与"に 3年で到達するように“昇給率表"が設定され，この

表にもとづいて現行給与が昇給するというものである O その意味で，

一般に行なわれている定期昇給とは異なるものである O

③同社の職務給制度の導入には，次のような効果があげられるョ

1.職務給制度の下では，各職務レベル毎に給与の上限額が設定されて

いるので，自己の給与を上げていくためには，より高い職務レベルに

移っていかねばならない。そこで，従業員が自らのキャリアを真剣に

考えるようになったこと O

2 .職務給制度の導入によって，ビジネスと賃金支払制度の関係が緊密

になり，マネージャー(管理職)は部下のモチベーション管理の道具

として，また，人件費管理の道具として，職務給を積極的に活用する

ようになったこと。

3 .そして，何より大きな効果は，職務給制度の定着によって，会社と

従業員の関係が“相互依存的な関係"から“自由と自己責任の関係"

へ変化したことである。すなわち，職務給においては“従業員の仕事

(職務)の提供←→会社の賃金支払"という双務契約関係が基本にあ

るが，これは同時に，契約の内容である“仕事(職務)←→賃金"以

外のことについてはお互いに拘束されない自由な関係であり，また，
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結果に対しては各自が自己責任を負うものであるということであり，

会社と従業員の関係がそのように変化したということである cつまり，

職務給制度が単に賃金支払制度の変更にとどまらず，会社と従業員の

関係の変化を通じて，人事制度全体に大きな影響を与えたことが大き

な効果としてあげられるのである O

④(まとめ):同社の職務給制度には次のような特色が認められる。

1.職務レベルの設定

職務給は職務の困難性による相対的差異が基本であるが，日本的な横

並び意識を導入して職務レベルを設定したこと O

2.職務分担の柔軟性

従業員個々人に割り振る職務は，その60~70% とし，残り 30~40%の

職務はマネージャー(管理職)が適宜与えるようにして，かつ，評価

の対象としたこと。これは，与えられた職務以外は遂行しないといっ

た個人主義を防止するためである O

3.給与額(賃金額)について，給与カーブ(賃金カーブ)にはタテ軸

のレンジ幅を設けると同時に，ヨコ軸の年齢幅をもたせたこと O これ

は，日本の雇用慣行である長期勤続におけるモチベーションを考慮し

たものである O

4. いわゆる同社の職務給制度は日本型職務給制度といえる O

(文中の 4つの図表は，生産性労働情報センター編， r成果主義人事・

賃金IIt社会経済生産性本部，日本ヒューレット・パッカード株式

会社人事企画部長，島田智稿， 1998年による。)

B.武田薬品工業株式会社の場合

(範囲職務給のケース)

武田薬品工業株式会社は，医療用医薬品(約60%)の他，一般の医薬品，

食品，ビタミン，化学品，農薬等を製造販売する有名な会社である C
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①同社では，次のような基本方針の下，労働組合と徹底して話し合い，合

意の上で. 1997年から，賃金支払制度を含む人事制度の改革が進められ

ている O なお，同社の場合，この改革の背景に社長の強いリーダーシッ

プがあることには留意しておかねばならなし、

1.透明度の高い人事制度と成果重視の報酬体系を確立する O

〈透明度の高い人事制度〉

i .評価項目，評価基準を公開する O

11. 上司が部下との話し合いを通じて，評価をフィードバックするコ

〈成果重視の報酬体系〉

年功的要素をできるだけ払拭しより職務レベルを反映した報酬体

系を構築する O

2.一元的で一律的な人事管理(労務管理)を見直し，社員一人一人の

能力を引き出す。

3. 会社生活と個人生活の調和を目指す。

こうして，同社では幹部社員と組合員(一般社員)に職務評価 job

evaluationを採用するが，その職務評価法はそれぞれ異なる方法を導

入している。

②幹部社員に対する職務評価

1.幹部社員に対しては HAYガイドチャート・プロフィール法を導入

しているが，その理由の主なものは次の通りである C

i.日本ではマイナーではあるが，世界的には HAYガイドチャー

ト・プロフィール法はグローバル・スタンダードであること C

11.この職務評価法の評価結果はポイントで示される絶対額でありー

同じガイドチャート・プロフィール法を導入している他企業との

比較が可能であること。また，グローパルな視野で賃金の比較が

できることこ

111. 手法そのものの習得が難しくなく，評価に安定性があることこ

lV. 職務評価の結果がプロフイールにより容易に検証できること C
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v. アカウンタピリティー Accountability(成果責任)を活用する

ことにより，単に職務評価にとどまらず，目標管理，経営管理全

般にも応用できること c

Vl.ホワイトカラーの職務評価法として評価要素が適切であること C

HAYガイドチャー卜の評価要素

ノウノ、ゥ

問題解決

アカンタビリティー

十実務自~ .専門的ノウハウ(知識，経験，技術，

|見識)

iマネジメント・ノウハウ(業務活動・機能の

(統合調和)

一人脈キル(向山 町働きカ

け)

思考環境(考えさせられる範囲)

思考の挑戦度(考えさせられることの難しさ)

行動の白 111度(意志決定権限の範囲)

職務規模(職務が彩響を与える総体的金額)

インパクト(職務規模で特定した金額への関

わり五)

2.職務評価の子JII貢は次の通りである c

i.アカウンタピリティー Accountability(各職務に恒常的に期待

される成果のこと)の整備c アカウンタビリティー・マトリック

スAccountabilityMatrix (職務のアカウンタピリティの差によ

り，組織を横断的に図表化する方法)の作成ご

11. ライン職については. HAYガイドチャート・プロフィール法

により HAYポイントを算出する 3 また，専門職・担当職は HAY

ガイドチャート・プロフィール法を基本として，これに若干の補

助基準を加えて同じく HAYポイントを算出する O

iii. HAYポイントの評価にもとづく職務等紘制度を採用するコ
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HAYポイントと職務等級

職務等級

P 

H 4 

H 3 

H 2 

H 1 

~ 3 

~ 2 

M 1 

L 3 

L 2 

L 1 

HAYポイント

1801~ 

1508~1800 

1261 ~1507 

1056~1260 

880~1055 

735~ 879 

614~ 734 

519~ 613 

439~ 518 

371~ 438 

~ 370 

現職責ランク

イメージ

A~特A

B~A 

D~B 

D~C 

E 

各チャートにマトリ yクス

方式で点数表が示されてお

り，職務の大ノj、(ジョブ・

サイズ)が客観的な数値

(HAYポイント)として示

される c

処遇は，職務等級を基本

とし，その範囲であれば点

数の違いは関係しなL、c

なお，この HAYガイドチャート・プロフイール法のガイド

チャート(評価基準)の書き直しには，同社独自のものが見られ

るほか，アカウンタビリテイ・マトリックスの作成とこれを基本

にした管理の実施，また，アカウンタビリテイ・マトリックスの

適正人員・組織戦略への結合等にも同社の独自性が見られる乙

3. この職務等級 (L1 ~ Plへの格付けによって，幹部社員の賃金

(基準内賃金)は全くの職務給一本で決定されることになる O

4. 昇給は，アカウンタピリティー Accountability(成果責任)とパ

フォーマンス Performance(業績)の評価 (APS評価)により 70%.

コンピテンシー Competency(行動特性)にもとづく評価(行動評価)

により 30%のウエイトで評価され，実施される O また，賞与は. APS 

評価にもとづく絶対評価によって支給される 2 なお，次の三つの去は，

行動特性(コンピテンシー)，行動特性のレベル(リーダーシップの例)，

APS評価を表したものである O
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行動特性(=コンビテンシー)一覧 (21項目)

1.リーダーシッブ* 独自の長期方針を作り，浸透さ

せ，動機づける

〈チームマネー
2. 強制力 無理やりにでも即座に部ドを動

ジメント〉
かす

3. 育成力 育成場面・機会を設定し， OJT
を行う

4. チームワーク 協力を惜しまず提供する

5. 達成指向性 より高い成果を達成しようと

し，粘り強く諦めない

6. イニシアティブ 先の変化を読み，早くから対応

〈達成行動〉
行動を起こす

7. 徹底確認力 基準からのズレをチェックし，

修正する

8. 顧客指向性 顧客(社内外)のニーズを察知|

し，応える

9. 企画立案力 より詳細に状況を分析し対策

を立てる

10. 概念的思考力 別々の考えをつなぎ，新しいア

〈 思考力〉 イデイアを出す

11.専門性 専門的知識を業務に活用する

12. 情報指向性 普通行かないようなところまで

行って情報収集する

13. 対人インパクト 説明・プレゼンテーションをう

まくやって人を説得する

14. 対人理解力 人の気持ち・感情を察知し、そ

〈対人影響力〉
れに合わせる

15. 関係構築力 仕事を離れて.個人的に仲良く

なる

16. 組織感覚力 非公式の力関係・風土を見抜き，

それにアプローチする

17. 自己貫徹力 反対意見・不確実な状況に振り

固されず，信念を貫く

18. セルフコントロール ストレス状況の中でも感情的に

ならない

〈セルフ 19. フレキシピリティー 多くの打ち手を持ち，状況変化

マネジメント〉 に応じて使い分ける

20. 組織貢献)J 自分の考えを抑え，組織ニーズ

に自分を合わせる

21.自発的努力 自分の興味あることを仕事にし

てしまう
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行動特性のレベル(リーダーシップの例)

部下に対して，自分が管理する組織全体の方針や戦略・ビジョン

定義 を明確に示し，その方向に向けて組織全体を動機づけまとめ動か

す)Jc

〈レベル〉 部下に対して何も方針を出さず，音1¥下がぱらぱらになっていても

O そのままである O

Ji$1やビジョンは部下に-r.e.;は伝えているが.その内容は日分で

考えたものではなく， 1-_から言われたことをそのまま伝えている

だけである c さらに一部の部下にのみ伝えているだけで，古jj下全

体には情報が行きわたっていないc

部下全員に対し組織の方針などを伝えている。但しただ伝え
ワ ているだけで，部ドをその方向にまとめ動かすことはなくー伝え

る内容も上からの方針そのままで.白分の考えは入っていな L、c

3 
白分なりの方針を考え.それを部ド全員に伝えている 但し，そ

の方向に吉j¥ドをまとめて動かす行動は見られなL、c

4 
自分の考えに基づいて}j針を打ち出しその方向に部下をまとめ

て動かすために.あらゆる援助や動機づけを自ら行っているコ

J 戸
IIら部分または部署全体の}j針を打ち出し，吉1¥下全体から高い信

頼!惑を仔ながら，その方向に組織をまとめ動かしているコ

全社の経営全体に影響を与えるような方針を自ら打ち出し，組織

6 全体を動機づけ，高L、信頼感を得ながら.その方向にまとめ動か

「715
る。

ーとして非常に高いカリスマ性を持ち，杜内の誰もが.そ

やビジョンに心の底から心酔し，従うくらいのリーダー

を発挿している c

APS 評価 (Accountability& Performance System) 

成
果
責
任
(
〉

2
0
5
E
Eニ可

この面積の大きさにより評価
/ 

業績 (Performancel
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③組合員(一般社員)に対する職務評価

1.組合員(一般社員)に対しては‘同社オリジナルの職務評価法であ

る“ポイント・システム"が導入されているが，その特徴は次の通り

である 2

i.ポイント・システム(職務評価法)には，職務の内容に加えて

従業員個々人の成長も反映させる仕組みがとられていること=

11. アカウンタピリティー(成果責任)に加え，コンピテンシー

(行動特性)を入れた同社オリジナルの評価シート (ACEシート，

Accountability & Competency Evaluation Sheet) を作成し，公

開していること。

111. コンピテンシー(行動特性)の導入で、従業員個々人の能力評

価が容易になったことごまた，現在の行動レベルを評価するため，

年功的要素が排除されて時価評価ができること O

iv. ACEシートの公開や評価結果についての面談実施により，具体

的な行動レベルでの課題を従業員個々人にフィードバックするこ

とができるようになり，効果的な能力開発，人材育成ができるこ

とO

ACEシートの種類

間接部門業務 事務職，研究事務職.砲、書職

研究業務 研究職 1，研究職II，技術研究職1，技術研究職 E

生産業務 技能職，技能技術職 1，技能技術職H

開発 業務 開発職

L竺二卒業務 常業職 1，常業職 II，営業職E

2. ポイント・システムによる職務評価では，上司と部下の面談によっ

て， ACEシートにある 6つの評価項目ごとに評価レベル (N・T.

J . Q' K. Aの6レベル)を決定することになる=

3.評価レベルに対応した ACEポイントに，格付ウエイト(職種ごと

に設定)を乗じて，それぞれ格付ポイントを算出する。そして，この
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ACEシート:営業職 1(MR)の例

Q レ A 

(評価項日) ... Kレベル
レ

J、二 /ミ

)レ yレ

仕事の内容.11されん- ... ... ... 

職務知識 ... ... ... 
(専門知識・スキル)

問題解決(知識の活用) .. ... ... .. 

会社を代表して.各初雪先でのルールに

則り，子順を踏んでアプローチしている c

折衝の内容・程度 相手のニーズを聞き出せるような関係を

(情報収集・レポートの ... 築き，開き出したニーズを正確に理解し

作成) 伝えるべきことを理路整然と伝えるぐ

どのように説明すれば効栄的かを考え.

綿密に事前準備する。

仕事への取組安勢 ... ... ... ... 

チームワーク・指導・育成 ... ... 

評価レベルと ACEポイント

該当の評価レベルを概ね満
N 100 T 1321 J 175 Q 230 K 304 

たす

該当の評価レベルを安定的

に満たし上位の評価レベル 1¥ + 115 T十 152 J + 200 Q +264 K +350 

性二部満たす

該当の評価レベルを安定的に満たし，上位の評価レベルを一部満たす場合は

í+~ をつける。

(例) Qレベルを安定的に満たし， Kレベルを-部満たす→Q+レベル

格付ポイントの合計点によって職務等級に格付ける。

4.組合員(一般社員)の賃金(基準内賃金)は，次表のように年齢に

もとづいて一律に支給する“本人給"と，職務等級にもとづいて支給

する“職務給"とし，手当としては扶養手当と住宅手当が加算される 2

しかし，この二つの手当は，同杜によれば， 2005年までには“職務給"

へ織り込まれる予定である C

ιu 
q
J
 

つ臼
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項目ごとの ACEポイント(評価点)に格付ウエイトを乗じて格付ポイントを算出

-131 

EE巴

i仕事の内容・任され方

|職務(業務)知識

問題解決

営業職 1(MR)の例

折衡の内容・程度

仕事への取組姿勢

チームワーク・指導・育成

i七1)特徴的な行動'H例に
且、づき日H出を1iう

この“本人給"は，評価によって影響を受けない基本的な賃金なお，

部分であり，従業員の一定の生活水準を保持するための賃金部分であ

金額は人事院が公表している標準生計費を上回るようにるc そして，

設定されているこ

新賃金体系

新体系!日体系

(新)草義務給心職務給

i J織能資格手当

(扶養手子~)

(住宅子宝)
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5.昇給及び賞与U:.“ACE評価(I.n'III'I¥ァの 4段階)"と“業績

評価 (I.n.m'IV'Yの5段階)・・の二つによって. J段階 (S. 

A ・B・C. D) のどれかに決められる O なお • ACE評価における

ACEポイントへのウエイト掛けは格付ウエイトとは異なる“評価ウエ

イト"であることには留意すべきである c

主同社の“職務給"は，次表のように，職務等級別の“範囲職務給"が採

用され，その範囲職務給の範囲は，賃金額の低い方から R (12ステッブ

あり). S (24ステップあり)・ E (48ステップあり)の 3つのゾーンを

項目ととの ACEポイントに評価ウヱイトを乗じて評価ポイントを算出

評価ポイント'_-¥CE評価対比表

J 4 I J 3 I⑪ ~川
140~ 1177~ 

お5~2341132783 ~|349~ I I 

208~2341273~3071323~348 E 

115~ 126! 139~ 156 184~207: 242~272! 299~322 350~367 m 

! 105~ 1141123~ 138 163~ 183 214~241 つつつ~守AG

~104! ~122 ! ~162 
巨五

~213 ! ~2761 ~332: ¥" 

$
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部門の誰もが「抜群である」

たぐ

!仕事量・ 11¥米映えともに.期待される業績を;机す

るものであったし

仕事以・出来映えのどちらかの而で，期待される業

績をj前たさなかったご

仕事量・出来映え J~に.期待される業績に比べ全く

不十分であったこ(周開に迷惑をかけた)

と認める内容であっ l

業績評価基準

I 

E 

田

IY 

上限考課表(賞与)

¥ィ…llIIIIllIIV 

I S λ B C 
A 

C E S λ B 

E 田 S A B 

評 IV 4ミ B C D 

価 I¥ C D 

上限考課表(昇給)

¥ 業績 評価

T I II I III I I¥" 

I S S AIB 
入

C E S "~ i B B 

E E A 企生 B C 

1¥ A B C D 
価

IYIB C C D 

上位のゾーンは小ステップ聞のピッチは下位のゾーンは大きく，もち，

さく設定されているっそして，最高のステップに達すると，職務等級が

上位に進まない限り，頭打ちになるというものである二

Eソーン 118ステソブ l

(エクストラ)

Sゾーン 121ステ yプ)

(スタンゲード)

Rソーン i12ステァブi

(ライジング)

範囲職務給

(
新
)
職
務
給

一V
級職務
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.~ (まとめ):同社の職務給制度には次のような特色が認められるコ

1.職務評価において，幹部社員と組合員(一般社員)とを区別し，前

者には， HAYガイドチャート・プロフイール法(職務評価法)によっ

て HAYポイントを算出し，これによって職務等級制度を新設したこ

とC また，後者には，アカウンタピリティー(成果責任)に加え，コ

ンピテンシー(行動特性)を取り入れて同社独自のポイントシステム

(職務評価法)を採用し，これによって ACEポイントを算出し，同

じく職務等級制度を設定したこと。

2. コンピテンシー(行動特性)を採り入れた職務評価，また，職務評

価法としてのポイント・システムは，我国では初めて同社が採用した

職務評価法であること 2

3. 幹部社員の賃金(基準内賃金)は全くの職務給一本で決められるこ

と。また，組合員(一般社員)の賃金(基準内賃金)には，職務給の

他に，その牟定の生活水準を保持するための賃金部分(評価によって

影響を受けない基本的な賃金部分)である“本人給"が設定されるこ

と=

4.職務給のパターンは，職務等級別の範囲職務給であること=この範

囲職務給は年功的色彩はないが， R' S . Eという 3つのゾーンをも

ち，それぞれのゾーンには12・24・48のステップが設けられるもので

あることっ

J. 同社の賃金支払制度は，従来の年功的要素の強い資格制度にかわっ

て職務レベルを反映した成果重視の賃金支払制度になっており，同社

独自の工夫が全般にわたって見られること O

(文中の図表は全て，生産性労働情報センター編， r成果主義人事・

賃金III社会経済生産性本部，武田薬品工業株式会社人事組織総括

部主席部員，坂口克己稿， 1998年による 8) 
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日本電気株式会社の場合C. 

(併列型職務給のケース)

グループ244社約200.000名)は，日本電気株式会社(従業員約40.000名，

通信機器(売上比35%)，コンビュータをはじめとする電子機器(同42%)，

の製造販売を事業内容とする会社で，従業員のう(同22%)電子デFバイス

ち約7，800名が管理職である。

σ〉それは次表(資格制度と職位体系)①同社は資格制度を採用しており，

資格制度と職位体系

(職位体系)格)(資

班長・副班長

(j古接部門のみ) I 

ず士，Hf
t
 

1 ジ長|
f 

事
業一一一一一

基
幹
職
候

1 補
!苫

|位

経営幹部職 1級 1

2級!
3級

事業基幹職 1級

2級

3級

4級

5級

-般担当者

A

B

I

E

E

 

査

査

査

務

務

員

王

王

副

王

副

担

王

王

宝
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通りであるこ

②同社の賃金支払制度は，一般職，主任職，管理職でそれぞれ異なってお

り，まず，一般職については次のようになっている。

「本給

円f三 1 卜仕事・資格給(fl:軒計十資格給)
μι二二」ト扶養給

」その他の子生当

本給は.学識経験や技量などの属人的要素を総合的に評価して決定され

るものである c また.仕事給は，職務記述書にもとづいて格付けされた，

いわゆる職務給であり，仕事の内容(事務及び技術.技能司検査，特務，

監督の 5つに分類)に対してそれぞれ設定された賃金である c 資格給は，

仕事給だけでは律しきれない潜在能力などを総合的に勘案して設定され

た賃金である 3 ただ，実際の賃金としては，格付けされた職務と資格毎

に定額が定められ，この定額が“仕事・資格給"として支給される C な

お，この“仕事・資格給"は定額であるために人事考課の評価は反映さ

れないが，職務と資格の格付けには人事考課の評価が反映される。扶養

給は，いわゆる扶養手当であり，定額として支給される 3 その他の手当

としては，時間外手当(早出残業手当，休日出勤手当、深夜勤務手当，

徹夜勤務手当)と年末年始特別出勤手当その他がある。

ただ，主任職については般職のような"仕事・資格給.. (定額)

がなく，“月額給与"が主体となっているとこれは人事考課の評価によ

り決定される O

「月額、給与(人事孝課による決定)

IBt {tt~十扶養給
」その他の手当

③同社は，経営幹部職(1・2. 3級)および事業基幹職(1・2. 3・

4・5級)の管理職については年俸制を採用している。この年俸制にお
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一般職の賃金項目

賃金項日 概 要

本給
総合決定給。各人の学職経験，技量等属人的な要素を総合的

に評価して決定c

仕事・資格給
「仕事給制度規程Jおよび「資格制度規程」に基づいて.定

額を支給c

扶養給
扶養対象の配偶者に対して: [1] 

その他の扶養家族に対して: 円人

早出残業子当 (130%)

休日出勤手当(145%)
時間外手当

深夜勤務手当 (+30%)

徹夜勤務手当 (+30%)

諸手当
年末年始特別出勤手当 (12 月 30 日 ~1 月 3 日の出勤円に対し

て)，その他
一

ける年収は，中長期的な総合評価を反映した“基本年俸"と，短期的な

業績評価を反映した“業績賞与(業績反映部分)"とで構成されている。

この業績賞与は，個人別の業績賞与と部門別の業績賞与との合計額であ

る。ただ，賞与としては，この 2つの業績賞与の他に，給与月額の一定

率(給与月額×乗率)と資格別の定額が支給される。なお，基本年俸の

中の月収および業績賞与のほか，資格の格付けには人事考課が反映され

るO

「一一-----， r←基本年棒---r給与月額
何収ト~ L 基本賞与-(れ)

」一一一~ L 業績賞号(個人別+部門別」

賞与=基本賞与(給与月額×乗率+資格別定額)

+業績賞与(個人別+部門別)

④(まとめ):同社の賃金支払制度には次のような特色が認められる=
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月収

l-x 12 
基本年俸

管理職報酬体系(年俸制)

管理職年収

業績琵峡部分

(中長期的な総介評価を反映) (短期的な業績評舗を反映)

1.一般職，主任職，管理職でそれぞれ賃金支払制度が異なっているこ

と。すなわち， ー般職は本給と仕事・資格給が主体であり，主任職は

人事考課が反映される月額給与が主体であり，また，管理職は年俸制

であるということ c

2.一般職にのみ適用される“仕事・資格給"は，資格制度にもとづく

資格にリンクされた仕事給であり，これは，いわゆる職務給である C

賃金額のウエイトが高まれば職務給制度となる O

3. 本給は属人給であり，資格制度も潜在能力を総合的に勘案したもの

である点で属人的であり，その意味で同社の一般職の賃金支払制度は

職務給と属人給(個人給)の併列型(併列型職務給)といえると

4. 同社の賃金支払制度には人事考課の評価結果が大きな影響を与えて

いることは特に留意すべきである O また，従業員からの“成果主義と

公平な処遇"への要求が高まっているとき。仕事の内容及び成果での

評価が必ずしも十分に賃金に反映しない点には検討の余地がある。

(文中の 3つの図表は，生産性労働情報センター編. r成果主義人事・

賃金皿1社会経済生産性本部，日本電機株式会社マルチメディアサー

ビス事業企画部人事担当部長，但田潔稿， 1999年による。)
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